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概要 
本資料は、国土技術政策総合研究所道路研究部道路空間高度化研究室が平成 16年度に実施した研究

の課題名およびその内容、同年度に発表、公表した研究成果を中心に、研究室設立時から今日までの

経緯、研究室が有する実験施設などの研究室紹介を含めて、全体的にとりまとめたものである。 
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Synopsis 

In this note, the study results in Advanced Road Design and Safety Division in FY 2004 are reported. In addition, the 
history of the division and a brief summary of test laboratories that belong to the division are also stated. 
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はじめに 
 

 

わが国の道路を取り巻く環境は、増え続ける交通事故件数・死傷者数、本格的少子・高齢社会の

到来、投資余力の減退などの問題に直面し、さらには、道路に対するニーズの変化・多様化、ノー

マライゼーションの浸透等が見られる状況にあります。 

交通事故に関して言えば、近年、交通事故による死亡事故は減少しつつあるものの、負傷者を含め

た交通事故全体としての件数は増加しており、平成15年の１年間で発生した交通事故は、947,993件、

死傷者は、1,189,133人です。つまり、日本人の約100人に１人が、交通事故で死亡あるいは負傷してい

るということになり、道路交通の安全確保は、依然、非常に重要な課題です。本格的少子・高齢社会

の到来に対し、平成12年度のいわゆる交通バリアフリー法の制定にも見られるように、高齢者、身体

障害者等にとって利用しやすい道路空間・構造の整備を従来にも増して進めていくことが求められて

います。さらには、少子・高齢社会到来とともに投資余力の減少が見込まれる一方で、環境問題、都

市再生問題などの社会的課題の変化とともに、道路の果たすべき役割は変化しており、都市・街・地

域の活動を支える道路、安全に安心して利用できる道路など既存道路空間の再構築による有効利活用

が必要となっています。 

道路空間高度化研究室は、平成13年4月1日、国土技術政策総合研究所道路研究部の研究室として、

このような道路を取り巻く時代の流れを踏まえた新たなテーマも含めて、調査・研究・開発に取り組

み、交通安全をはじめとする道路の計画・設計・建設・維持・管理に関わる関係機関・関係者を技術

的側面から支援すべく出発しました。この報告書は、研究室発足第四年目、国内外の関係学協会によ

る講演会等の研究発表会、雑誌等で発表した研究成果を中心に活動成果をまとめたものであり、本報

告書が関係機関・関係者の業務推進において有益に活用いただければ幸甚です。 

 

 

道路空間高度化研究室長 

    岡  邦彦    
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1 

１．研究室概要 

１．１ 研究室の変遷 

 道路空間高度化研究室は、昭和45年4月、建設省土木研究所道路部交通安全研究室として、同研究所

道路部道路研究室の交通安全部門が独立する形で同研究所千葉支所内に発足した。昭和45年は、高度

経済成長の中、大阪万国博覧会の開催、また急激な自動車の増加の中での、交通事故死者数が16,765

人と最悪になった年でもあった。 

交通安全研究室は、発足後、昭和54年に千葉市から現在の場所（つくば市）に移転し、平成12年4月

からは、建設省、運輸省、国土庁、総理府北海道開発庁の統合に伴って国土交通省土木研究所道路部

交通安全研究室に組織変えしている。さらに、平成13年4月、新たに創設された国土技術政策総合研究

所に交通安全研究室の業務が引き継がれ、道路の構造や空間整備といったより大局的な立場から研究

を進めることを目的に、研究室名も道路空間高度化研究室と改めて今日に至っている。 

 

１．２ 研究概要 

道路空間高度化研究室は、交通安全研究室として発足した当時より、主として道路の交通安全に関

する調査研究を進めており、平成13年度からは道路空間の構築に関する研究も新たに着手している。 

これまで実施してきた研究テーマを代表的なキーワードで分類すると以下のとおりである。 

○交通事故分析 
事故分析用データベースの構築、効果的分析手法の検討、道路構造・交通安全施設の効果等のマ

クロ分析等 
○交通事故対策 

事故危険箇所、事故多発区間の抽出手法、事故対策評価マニュアル、交通事故対策事例等 
○道路構造 

交差点構造、歩道構造、車両乗入れ部構造等 
○交通安全対策 

コミュニティ・ゾーン、安心歩行エリア、くらしのみちゾーン、ハンプ等 
○交通安全施設 

道路標識、道路照明、防護柵、区画線、視線誘導施設、道路反射鏡、道路情報板等 
○車両行動等による危険性評価 

錯綜、ヒヤリ現象、走行シミュレーション、ヒューマンエラー等 
○高齢運転者の特性 

心身特性、運転特性等 
○交通弱者（歩行者、自転車、高齢者、身体障害者等）対策 

行動・心身特性、道路構造、自律移動支援、バリアフリー等 
○道路空間の構築 

道路空間再構築手法、道路景観、景観合意形成等 
  ○冬期道路管理 

    車道管理水準、歩道管理水準、凍結防止剤散布量等 
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１．３ 研究施設概要 

 道路空間高度化研究室は、交通安全施設に関する調査研究を行うため、４つの大型施設を有して

いる。 

１．３．１ 標識屋外・標識屋内実験施設 

標識屋外・標識屋内実験施設は、標識の位置・高さ・天候条件などを変化させて実験を行うこと

ができる。標識屋外実験施設は、標識装置ブリッジ２基と誘導レール、標識屋内実験装置は、計測

室、大小２台の標識装着台車、照明装置、降雨装置（霧発生装置）、霧濃度測定装置によって構成

される。 

        

標識屋外実験施設                               標識屋内実験施設 

 

     標識屋外実験施設諸元              標識屋内実験施設諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．３．２ 照明実験施設 

照明実験施設は、照明灯の間隔、照明灯具の高さ、オーバーハング（張り出し）距離、灯具の種

類などを変えて様々な道路照明条件を設定することができ、道路照明の配置や見え方に関する実験

を行うための施設である。施設は、路側側8基、中央分離帯側9基の計17基の照明搭と誘導レールに

よって構成される。 

項目 諸元 
実験用標示板最大質量 
実験用表示板最大寸法 
標示板傾斜角 
標示板旋回角度 
取付部移動範囲 横行 
昇降 
ブリッジ間最大距離 
レールの長さ 

2.0t 
3.0×5.0m 
0～30° 
0～180° 
16.7m 
6.5m 
340m 
350m 

項目 諸元 

装着可能標識 最大寸法 4m×7m
最大質量 2t 

照明装置
照度 最高照度 
    白熱灯 
    水銀灯 

3000lx 
0～500lx 
500～3000lx 

降雨範囲 
視程測定範囲 

霧雨～100mm/h 
2～80m 
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照明実験施設 

 

１．３．３ 衝突実験施設 

衝突実験施設は、防護柵、緩衝施設などの交通安全施設を開発・改良するため、実際に車両を衝

突させ、安全施設の変位や応力、車両・乗員の加速度、車両の衝突後の挙動および破損状況などを

調査するための施設である。実験施設は、指令搭、加速路、衝突場と牽引装置から構成される。 

 

衝突実験施設 

項目 諸元 

オーバーハング 中央分離帯側用：2.55～4.55ｍ
路側側用：4.5～7.9ｍ 

照明器具傾斜角度最大 45° 
昇降高さ 5.0m～16.0m 

項目 諸元 

牽引能力

最大質量 
最高速度 
 
衝突速度制御精度 

20t 
140km/h(乗用車 2.5t)
100km/h(大型車 20t)
±1% 

実験場 
加速路全長 
有効加速距離 
実験場面積 

410m 
380m 
約 20,000 ㎡ 

照明実験施設諸元 

衝突実験施設諸元 
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２．平成１６年度の研究活動状況 

２．１ 研究課題 

平成16年度は以下に示す14課題を実施した。 

予算費目 研究課題名 

行政部費 （１）ヒューマンエラー抑制の観点からみた道路・沿道環境のあり方に関する研究

（２）美しい景観と快適で質の高い道空間創出のための方向性調査 

（３）市民参画型道路景観形成 

（４）後世に残す美しい国づくりのための評価・事業推進手法 

（５）交通事故の削減に関する方向性調査 

（６）道路ネットワークの最適利用による事故削減 

（７）事故危険箇所安全対策による事業効果の向上 

道路事業調査費 

（８）明確な管理水準に基づく合理的な冬期道路管理 

（９）交通事故データ等による事故要因の分析 

（１０）多様な道路利用者に対応した道路交通環境に関する調査 

（１１）人優先の道路空間づくりの方策と効果に関する調査 

（１２）冬期道路管理手法に関する検討 

（１３）冬期歩行空間管理手法に関する検討 

地方整備局等依 

頼経費 

（１４）自律的移動支援に関する調査検討 

 各課題について、研究概要を次に示す。詳細については、３．１～３．２を参照のこと 

 

２．１．１ 行政部費 

（１）ヒューマンエラー抑制の観点からみた道路・沿道環境のあり方に関する研究  

Study of road environments to contribute to preventing human errors                                                     

［研 究 期 間］ 平成１５～１７年度 

［研究担当者］ 森 望、池田 武司、堤 敦洋 

［研究目的及び経緯］ 

 交通事故の原因は、発見の遅れ、判断の誤り、操作の誤りといったヒューマンエラーによるものが約

90～95％を占めていると言われている。今後の交通安全対策をより効果的に実施するためには、ヒューマ

ンエラーを抑制する道路・沿道環境を実現し、事故を未然に防ぐことが必要になる。 

16年度は、様々な道路・沿道環境で得た運転挙動データ（走行挙動、注視挙動）を用いて、ヒューマ

ンエラーに関わる指標と変化量について整理・分析を行った。その結果、走行挙動（前後加速度、ハンド

ル角速度、速度）や注視挙動（注視割合、平均注視時間）などの指標が、急減速、急なハンドル操作、高

い速度でカーブへ進入、近くの狭い範囲の対象物に対する注視割合や平均注視時間が増加など、交通安全

上問題と考えられる変化を示すことを確認した。また、このような変化を生じさせる道路・沿道環境が、

「長い直線の終端に急カーブ」・「急カーブが連続」などの平面線形の組合せ、交差点・沿道出入口数が

多い（道路構造）、交通が混雑、沿道出入車両が多い（交通状況）、沿道施設が多い（沿道状況)などで

あることを把握した。 
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２．１．２    道路事業調査費 

（２）美しい景観と快適で質の高い道空間創出のための方向性調査 

Fundamental study for forming fine road scenes and comfortable road space                                                      

［研 究 期 間］平成１６年～１７年度        

［研究担当者］森 望、高宮 進        

［研究目的及び経緯］ 

 「美しい国づくり政策大綱」の策定や「景観法」の公布を受け、今後は景観に配慮した社会資本整備が

進められるとともに、既存の美しい景観についても保全・維持が図られていくことになる。道路は人々が

日常生活において何らかの形でほぼ毎日利用する社会資本であり、道路における景観面での配慮は、人々

が美しさを認識できるようにするだけではなく、ひいては人々が日常生活において潤いやまちの魅力を体

感できる素地を与えるものともなりうる。我が国での道路景観の形成に向けて、ここでは、国内外での道

路景観形成に係る行政制度、取組み例等を調査した。 

 フランスにおける取組みとしては次のようなものがある。フランスの市街地部に関しては、市町村単位

で作成する土地利用のマスタープランがあり、都市計画、道路、環境、景観等に関わる計画が定められて

いる。道路に関わる事業は、マスタープランの中で位置づけられており、地域の土地利用や景観計画との

整合が図られている。このため道路は、道路独自で景観形成を図るというよりは地域との関連性を保った

整備が進められることになる。またフランスでは、代表的な都市間道路である規格の高い道路の整備にお

いて、地域の景観を形成・保全する目的で、関係自治体に対し事業費の1%を補助する制度がある。 

 

（３）市民参画型道路景観形成 

Research on Road Scene Formation through Citizen Participation 

［研 究 期 間］平成１６～１７年度 

［研究担当者］森 望、高宮 進、中野 圭祐 

［研究目的及び経緯］   

「景観法」の施行(2004.12)を受け、今後は景観に配慮した社会資本整備が進められることとなる。道

路事業の実施に際しては、地域住民や市民等との合意形成を図ることが重要であり、これは道路景観の形

成においても例外ではない。地域住民との合意形成はこれまでも各地で様々な取組みがなされており、そ

の為、合意形成に関する方法、ノウハウは整理されてきているが、道路景観形成の観点も含む合意形成に

ついては、未だ十分にまとめられていないと考えられる。 

16 年度は、道路景観形成に関わる合意形成に関し、事例収集を通じて調査を行い、合意形成の体制作

りやプロセス、ノウハウ等の観点と、合意形成時に用いた合意形成ツールの観点からとりまとめを行った。

その結果、景観形成時における合意形成のポイントとして、意思決定段階では専門家が関与し適切な助言

のもと議論を進めることが必要であること、景観形成後の継続的な保全・維持を実現させるためには早期

から地域住民との十分な合意形成が必要であること、目標像に対して共通したイメージのもと議論を行う

ため視覚化ツールの効果的な活用が有効であることの各点を得た。 
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（４）後世に残す美しい国づくりのための評価・事業推進手法 

Evaluation methods of road scenes and promotion methods for sustainable road scenes 

［研 究 期 間］平成１６～１７年度 

［担当研究者］森 望、高宮 進 

［研究目的及び経緯］ 

 「美しい国づくり政策大綱」の策定や「景観法」の公布を受け、今後は景観に配慮した社会資本整備が

進められていくことになる。道路においても同様に、今後、景観面での配慮が図られることとなる。道路

景観の形成のためには、その考え方や方法をまとめ、それに沿って道路景観を整備していくことが必要で

ある。このため、本省道路局を中心に「道路デザイン指針」がまとめられたところである。またこれと同

時に、道路景観の善し悪しを評価し、改善に繋げていくことが必要と考えられる。ここでは、道路事業担

当者が、道路デザイン指針で示す道路景観形成の考え方等を理解しやすいよう、道路景観形成資料集につ

いて検討した。また、道路景観評価の考え方について検討した。 

 道路景観評価については、検討を通じて次のように考察した。道路景観の「望ましい姿」は道路によっ

て変わりうるため、一律の指標群から機械的に道路景観を評価することは難しい。このため、道路景観の

評価にあたっては、道路や道路景観に関する基礎的知見や経験を備えた人（道路景観に対して専門的視点

を有する人・専門家）が、地域の状況等を踏まえた上で評価すべきである。また、その評価においては、

道路景観全体の善し悪しだけではなく、良い点、悪い点を導き、その後の改善点等を明確化することが必

要である。 

 

（５）交通事故の削減に関する方向性調査 

Study of Foreign Country's Policies and Measures for Road Safety 

［研 究 期 間］平成１６～１７年度 

［担当研究者］森 望、池田 武司 

［研究目的及び経緯］ 

 平成 16年の交通事故死傷者数は 119 万人にも上り、過去最悪を更新しているなど、日本における道路

交通安全を取り巻く状況は厳しい。日本における交通安全に関する施策は、「交通安全基本計画」に示さ

れている。これは、交通安全対策基本法に基づいて中央交通安全対策会議（会長：内閣総理大臣）におい

て作成されるものである。このうち道路行政においては、「道路交通環境の整備」を主に実施しており、

中でも特に交通の安全を確保する必要がある道路について、交通安全施設等整備事業を実施している。本

研究は、以上の交通安全にかかる施策・事業の方向性の検討に活用するために、交通安全に関する国際的

な動向、先進的な取り組みを実施している国の動向を調査した。具体的には、交通事故発生状況、交通安

全対策の考え方・目標設定、代表的な取り組み（道路安全監査、道路管理戦略 RMS、Intelligent Speed 

Adaptation、高齢ドライバーに対応した道路設計指針）について調査し、とりまとめた。また、先進的な

取り組みを実施し、成果を挙げているイギリス、スウェーデン、ドイツの取り組みを調査し、とりまとめ

た。 
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（６）道路ネットワークの最適利用による事故削減 

Study on road network management from a viewpoint of road safety 

［研 究 期 間］平成１６年度 

［担当研究者］森 望、村田 重雄 

［研究目的及び経緯］ 

 交通事故件数はいまだ過去最悪のレベルにあり、一刻も早い交通事故削減が求められている中、事故危

険箇所等においてハードの集中対策が実施されているが、集中的な対策が非効率な箇所も多数存在してお

り、道路ネットワークを活用した面的な対策が求められている。 

16 年度はあんしん歩行エリアのフォローアップ調査結果を用いて、あんしん歩行エリア対策による事故

削減効果について分析を行った。中国地方のデータを用いて分析を行った結果、日本全体では交通死傷事

故件数が 14 年から 16 年にかけて 1.7%増加しているのに対して、中国地方のあんしん歩行エリア内では

5.4%減少しており、当初想定した事故削減効果をほぼあげていることが確認できた。また、これまでに実

施された焼津市、鴻巣市等４地区のコミュニティ・ゾーン対策の結果を分析したところ、対策実施前にく

らべ対策実施後には地区内の事故件数が 28%～50%減と大幅に減少しており、住居系地区におけるコミュ

ニティ・ゾーン対策が交通安全の面で非常に高い効果があることが確認できた。 

 

（７）事故危険箇所安全対策による事業効果の向上 

To improve effects of the countermeasures in hazardous spots 

［研究期間］平成１６～１７年度 

［担当研究者］森 望、村田 重雄、宮下 直也 

［研究目的及び経緯］ 

 近年の交通事故死者数は減少傾向にあるものの，事故発生件数は依然として増加傾向にある。このよう

な背景から，今後の事故抑止対策のより効果的な立案，効率的推進，適切な対策効果の評価が求められて

いる。これらの要求に対して，今後の対策の検討においては，過去の対策検討において得た情報を共有化

し，これらの知見を活用することが重要と考える。このため本研究では，対策検討の過程を記録，収集す

る「事故対策データベース」を構築した。 

本データベースシステムの基本的な機能としては，これまでの成果である「交通事故対策・評価マニュ

アル」の対策立案・評価の手順の中で示されるデータの入力や，事故要因分析から対策立案まで検討を「交

通事故対策事例集」に示される過程にしたがって入力することを可能とした，データ入力機能のほか，設

定条件に該当する箇所を検索し，閲覧するための事例検索／閲覧機能，必要なデータ項目を電子ファイル

に出力するためのデータ抽出機能を持たせた。本データベースの運用により，道路管理者の対策検討や対

策箇所の事業管理がより効率的に行われることが期待される。 
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（８）明確な管理水準に基づく合理的な冬期道路管理 

Research on rational winter road and winter sidewalk management standards 

［研 究 期 間］平成１６年～１７年度 

［担当研究者］森 望、池原 圭一、蓑島 治 

［研究目的及び経緯］ 

日本全体が高齢社会へと移行する中で、積雪寒冷地域の高齢化は全国平均を上回る速さで進行している。

また、かつては各世帯や地域社会で対応できた歩道や生活道路などの除雪が核家族化により困難となって

いるため、除雪に対する行政への依存が高まり、公共意識は薄れてきていると言われている。これに対し

て、道路管理者側では車道と歩道の明確な管理水準がなく、地元要望などにも応じるため、より高い水準

で管理を実行する傾向があることから事業費の高騰が問題となっている。本調査では、管理基準に基づく

雪寒事業への転換を目指し、地域や道路の特性に応じた合理的な車道と歩道の管理水準を定める考え方を

まとめるものである。 

16 年度は、①車道に関しては、既存データ（トラフィックカウンタ、テレメータ等）をもとに気象条

件と現状の実態として提供されているサービスの程度（速度）の関係を分析するとともに、今後の分析に

必要な路面データの取得方法を提案した。また、これら分析結果などをもとに、現状管理レベルの問題点

とその要因を整理し、海外の先進事例を参考に改善の方向性と実現に向けた課題を整理した。その結果、

現状では地域や気象条件によりサービスの程度が異なり、サービスを実現するコストにもバラツキが見ら

れる。これは現状の出動基準による作業においては、作業量が計測されるが作業の効果については評価さ

れにくく、結果としてオーバーワークの方向に動機が働いてしまう傾向にあることが要因として考えられ

る。これに対して、スウェーデンやフィンランドでは、管理水準を設定し、要求水準の達成に対して請負

業者への支払いを行うことを基本としており、さらに請負業者の創意工夫を引き出すための契約とするこ

とで、効率的な作業への動機付けが働く契約方式を採用していることがわかった。②歩道に関しては、歩

道の利用特性や沿道特性に応じて利用者の立場からどのような歩行空間を確保すべきかについての方向

性、適切なサービスレベルを設定する考え方、地域との連携など適切な管理手法を選択する考え方を整理

した。その結果、積雪寒冷地域の都市構造要素（年齢別人口分布状況など）から歩行ネットワーク（確保

範囲）を設定する考え方、歩道の利用特性（利用目的、歩行者種別など）から確保すべき歩行空間の状態

（確保時間、路面状態など）を設定する考え方を整理することで、歩道の利用状況に応じた適切なサービ

スレベル（確保すべき冬期歩行空間の状態）の設定方法をとりまとめた。さらに、サービスレベルを実現

するための管理方法の選択要件を抽出し、とりまとめた。 
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２．１．３    地方整備局等依頼経費 

（９）交通事故データ等による事故要因の分析 

Evaluation of Road Safety Facilities using Road Traffic Accident Database 

［研 究 期 間］平成１６～１７年度 

［担当研究者］森 望、池田 武司、宮下 直也 

［研究目的及び経緯］ 

 平成16年の交通事故死傷者数は119万人にも上り、過去最悪を更新しているなど、日本における道路

交通安全を取り巻く状況は厳しい。道路行政における交通安全に関連した施策は、その達成目標とともに

「道路行政の業績計画書」に示されている。ここでは、死傷事故率をベンチマークとし、その削減を図る

ために、死傷事故率の高い区間を抽出して重点的に対策を行うこととし、また、「交通事故対策・評価マ

ニュアル」や「交通事故対策事例集」を用いて、科学的な分析に基づく効果的な対策立案を支援すること

としている。本研究は、これらに基づく対策を実施する際、対策を実施することによる死傷事故率削減効

果をあらかじめ予測し、妥当性と実現可能性を持つ達成目標の設定と、効果的な対策工種の選定を行うこ

とができるよう、交通安全対策工種別の定量的な事故削減効果を分析した。今回、歩道、中央帯、防護柵、

視線誘導標、連続照明、排水性舗装などの工種を対象に分析を行い、それぞれの有無別、あるいは設置前

後の事故率の差を算定した。 

 

（１０）多様な道路利用者に対応した道路交通環境に関する調査 

Study on Road Traffic Environments for Various Road Users 

［研究期間］平成１６～１７年度 

［担当研究者］森 望、池原 圭一、蓑島 治、河合 隆 

［研究目的及び経緯］ 

 現在の道路交通環境の整備は、高齢運転者や歩行者等への配慮など、従来にも増してニーズは多様化し

ている。多様な道路利用者が、安全かつ安心して利用できる道路整備を行うにあたり、現状の道路交通環

境に対して、ヒューマンエラーが生じにくくかつ快適に道路を通行するためには、どのような改善を行う

必要があるかを把握しなければならない。 

16 年度は、夜間の運転者の視環境を改善し、いわゆるヒューマンエラーを防止するために重要な役割

を担っている交差点照明に着目し、交差点照明の必要照度について検討を行った。その結果、事故分析か

ら、事故危険箇所のように交通事故が発生しやすい場所において、交差点照明による効果的な事故削減対

策を実施するには、平均照度を30Lx、平均照度均斉度は0.4程度確保することが一つの目安となること、

視認性評価実験から、交差点照明に必要となる最低平均照度は10Lxであることなどを把握した。 
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（１１）人優先の道路空間づくりの方策と効果に関する調査 

Measures and effects of improving road space suitable for pedestrians 

［研 究期間］平成１６～１７年度 

［担当研究者］森 望、高宮 進 

［研究目的及び経緯］ 

 自動車優先の道路整備から人優先の道路整備へと施策が展開する中で、既存の道路ストックを活用しつ

つ、安全で快適な道路空間を提供していくことが望まれている。このため、歩行者・自転車優先施策とし

て、くらしのみちゾーン・トランジットモールの推進が進められており、全国から 48 地区が対策実施地

区に選定されている。これらの地区での対策立案や合意形成等の経過、対策の効果、残された課題等につ

いては、調査・分析、評価を進め、技術的知見の収集と継承を図ることが望ましい。 

 16年度は、対策実施地区48地区の進捗状況を整理するとともに、それぞれ数地区を選定し各種調査を

実施した。くらしのみちゾーンにおいては歩行者交通の安全が重要であり、対策実施によって自動車交通

量や走行速度がどのように変化し交通安全に寄与するかを把握しておく必要がある。ここでは、くらしの

みちゾーンの対策が実施される前段階において交通量調査を行い、自動車交通の通り抜け経路等を解析し

た。 

 

（１２）冬期道路管理手法に関する検討 

Research on winter road management 

［研 究期間］平成１６～１７年度 

［担当研究者］森 望、池原 圭一、蓑島 治 

［研究目的及び経緯］ 

 冬期の道路管理は、道路利用者のニーズの多様化などにより、より安全で快適な冬期道路交通の確保が

望まれている。それに対して、道路管理者側では明確な管理水準が確立していないことから、客観的な基

準による合理的な除雪や路面凍結対策などが行えていないため、事業費の高騰を招いている。本調査では、

管理基準に基づく雪寒事業への転換を目指し、地域や道路の特性に応じた合理的な管理水準を定める考え

方をまとめるものである。 

16 年度は、既存データ（トラフィックカウンタ、テレメータ等）をもとに気象条件と現状の実態とし

て提供されているサービスの程度（速度）との関係を分析するとともに、今後の分析に必要な路面データ

の取得方法を提案した。また、これら分析結果などをもとに、現状管理レベルの問題点とその要因を整理

し、海外の先進事例を参考に改善の方向性と実現に向けた課題を整理した。その結果、現状では地域や気

象条件によりサービスの程度が異なり、サービスを実現するコストにもバラツキが見られる。これは現状

の出動基準による作業においては、作業量が計測されるが作業の効果については評価されにくく、結果と

してオーバーワークの方向に動機が働いてしまう傾向にあることが要因として考えられる。これに対して、

スウェーデンやフィンランドでは、管理水準を設定し、要求水準の達成に対して請負業者への支払いを行

うことを基本としており、さらに請負業者の創意工夫を引き出すための契約とすることで、効率的な作業

への動機付けが働く契約方式を採用していることがわかった。 
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（１３）冬期歩行空間管理手法に関する検討 

Research on winter sidewalk management 

［研 究期間］平成１６～１７年度 

［担当研究者］森 望、池原 圭一、蓑島 治 

［研究目的及び経緯］ 

積雪寒冷地域では、高齢化や過疎化の進展に伴い、地域コミュニティーの崩壊や雪国の生活習慣の消失

を招いており、凍結による歩行者の転倒事故も多発していることなどから歩道除雪に対する住民の要望が

高まっている。しかし、近年は車道の除雪費も高騰しているため、現在の道路管理者の除雪能力では、住

民の要望に充分に応えることが困難な状況である。また、一部地域では、官民の連携により歩道除雪が行

われているが、官側の責任範囲が明確ではないことなどからあまり普及していない。本調査では、管理基

準に基づく雪寒事業への転換を目指し、歩道の使われ方の特性や地域に応じた合理的な歩道の管理水準を

定める考え方、官民連携も含め合理的な除雪方法を選択する考え方をまとめるものである。 

16 年度は、歩道の利用特性や沿道特性に応じて利用者の立場からどのような歩行空間を確保すべきか

についての方向性、適切なサービスレベルを設定する考え方、地域との連携など適切な管理手法を選択す

る考え方を整理した。その結果、積雪寒冷地域の都市構造要素（年齢別人口分布状況など）から歩行ネッ

トワーク（確保範囲）を設定する考え方、歩道の利用特性（利用目的、歩行者種別など）から確保すべき

歩行空間の状態（確保時間、路面状態など）を設定する考え方を整理することで、歩道の利用状況に応じ

た適切なサービスレベル（確保すべき冬期歩行空間の状態）の設定方法をとりまとめた。さらに、サービ

スレベルを実現するための管理方法の選択要件を抽出し、とりまとめた。 

 

（１４）自律的移動支援に関する調査検討 

Study on Free Mobility Assistance 

［研 究期間］平成１６年度 

［担当研究者］森 望、村田 重雄 

［研究目的及び経緯］ 

 国土交通省では、すべての人が持てる力を発揮し、支え合う「ユニバーサル社会」実現に向けた取組

の一環として、「移動経路」、「移動手段」、「目的地」などの情報について、「いつでも、どこでも、

だれでも」がアクセスできる環境づくりを目指す自律移動支援プロジェクトに取り組んでいる。当研究室

は、当該プロジェクトに積極的に参画し、特にシステムの要素技術を含めた技術仕様案等の作成を担当し

ている。 

16 年度は、近畿地方整備局が神戸のさんちか地下街および京町筋で実施した実道上でのＲＦ－ＩＤタグ

やアクティブマーカー等の要素技術の検証実験結果を踏まえながら、システムの構築に必要な技術仕様素

案を作成した。さらに、ＲＦ－ＩＤタグ自体の仕様およびそこに格納する情報に関する国際標準化動向を

調査整理するとともに、ユビキタスネットワーク技術を活用した新しいシステムとして求められる情報セ

キュリティポリシーを分析し、素案を作成した。 
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２．２ 発表論文 

平成16年度は以下に示す編の論文を発表した。３．３にはその論文を掲載した。 

論文名 著者名 書籍名 発行所 巻号 
頁 

（自） 

頁 

（至） 
年 月

交通安全に関する研究の取組 

道路空間の安全性・快適性向上

をめざして 
森 望 

建設マネジメント技

術 
（社）経済調査会 9 月号 26 28 2004 9

交通事故分析、交通事故対策に関する研究 

「ヒヤリ事象」に基づく交差点

での危険要因の分析と対策の

検討 

池田 武司 

高宮 進 

森 望 

土木計画学研究・

講演集 （社）土木学会 Vol.29 
CD 

121 
 2004 6

交差点における危険事象発生

要因と対策立案・計画設計上の

留意点に関する一考察 

池田 武司 

高宮 進 

森 望 

堤 敦洋 

土木計画学研究・

論文集 
（社）土木学会 Vol.21 977 982 2004 9

沿道の路外施設への出入り時に

発生する事故に関する基礎的研

究 

古屋 秀樹 

池田 武司 

土屋三智久 

太田 剛 

森 望 

土木計画学研究・

論文集 
（社）土木学会 Vol.21 983 990 2004 9

ヒヤリ地図の作成方法と活用に

向けた一考察 

高宮 進 

池田 武司 

森 望 

土木計画学研究・

論文集 
（社）土木学会 Vol.21 1035 1040 2004 9

高齢者ドライバーが第 1 当事者

である事故の道路交通環境要

因と対策に関する事例的分析

池田 武司 

森 望 

古屋 秀樹 

民田 博子 

上野 一弘 

菅藤 学 

舟川 功 

山中 彰 

市橋 政浩 

土木計画学研究・

講演集 
（社）土木学会 Vol.30 

CD 

297 
 2004 11

無信号交差点における出会い

頭事故の分析 

宮下 直也 

萩田 賢司 

井川 泉 

浦井 芳洋 

土屋 三智久 

土木計画学研究・

講演集 
（社）土木学会 Vol.30 

CD 

225 
 2004 11

無信号交差点における出会い

頭事故の分析 

宮下 直也 

萩田 賢司 

井川 泉 

浦井 芳洋 

土屋 三智久 

交通工学 
(社)交通工学研

究会 

Vol.39 

No.6 
51 59 2004 11

道路の交通事故対策効果向上

のための取り組み 
森 望 交通工学 

(社)交通工学研

究会 
Vol.40 15 20 2005 3

交通安全施設に関する研究 

Study of Intensity of Illuminance 

Required by Pedestrian Lighting

Nozomu MORI 

Kazuhiko ANDOU 

Kentarou HAYASHI

TRANSED2004 TRANSED2004  146  2004 5

Reserch on the Influence of Light 

Source Colors on Visual 

Surroundings of Sidewalks at Night 

Takashi KAWAI 

Kazuhiko ANDOU 

Nozomu MORI 

Kentarou HAYASI 

TRANSED2004 TRANSED2004  150  2004 5

防護柵連続基礎の設計方法に

関する研究 

安藤 和彦 

森 望 
土木技術資料 

(財)土木研究セン

ター 

Vol.46 

No.6 
58 63 2004 6
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論文名 著者名 書籍名 発行所 巻号 
頁 

（自） 

頁 

（至） 
年 月

交通安全施設に関する研究（つづき） 

道路照明の光源の違いが自動

車運転者の視環境に及ぼす影

響について 

河合 隆 

安藤 和彦 

森 望 

林 堅太郎 

平成 16 年度照明

学会全国大会講演

論文集 

(社）照明学会 第 37 回 182  2004 8

交差点照明の照明要件に関す

る研究 

河合 隆 

安藤 和彦 

森 望 

第 24 回交通工学

研究発表会論文報

告集 

（社）交通工学研

究会 
第 24 回 169  2004 10

道路景観に関する研究 

道路景観向上への取り組み－

景観・安全性向上のために－
森 望 

ベース設計資料 

土木編 
建設工業調査会 No.122 33 35 2004 9

冬期道路管理に関する研究 

冬期道路管理水準設定におけ

る課題と今後の方向性 
池原圭一 
森望 

ふゆトピア研究発

表会論文集 
ふゆトピア・フ

ェア実行委員会
第 17 回 CD  2005 2
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３．平成１６年度の研究成果 

３．１ 道路事業調査費 
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美しい景観と快適で質の高い道空間創出のための方向性調査 
Fundamental study for forming fine road scenes and comfortable road space 

 
（研究期間 平成 16～17 年度） 

 
道路研究部 道路空間高度化研究室               室長  森  望 
Road Department   Advanced Road Design and Safety Division   Head   Nozomu Mori 
                               主任研究官 高宮 進 
                           Senior Researcher   Susumu Takamiya 
 
 Infrastructure provision projects will include consideration of scenery in future and existing fine 
scenery will be conserved and maintained. Roads are infrastructure that people use almost every day 
in some way as part of their daily lives, so that concern for road scenes not only provides people with 
consciousness of beauty, but also lets them personally experience warmth and the attractiveness of 
their surrounding in their daily lives. In this study, institutions and examples for forming fine road scenes 
were surveyed and discussed. 
 
［研究目的及び経緯］ 
 「美しい国づくり政策大綱」の策定や「景観法」の

公布を受け、今後は景観に配慮した社会資本整備が進

められるとともに、既存の美しい景観についても保

全・維持が図られていくことになる。道路は人々が日

常生活において何らかの形でほぼ毎日利用する社会資

本であり、道路における景観面での配慮は、人々が美

しさを認識できるようにするだけではなく、ひいては

人々が日常生活において潤いやまちの魅力を体感でき

る素地を与えるものともなりうる。 
 我が国での道路景観の形成に向けて、ここでは、国

内外での道路景観形成に係る行政制度、取組み例等を

調査した。 
［研究内容］ 
１．調査の方法 
 国内外での道路景観形成に係る行政制度等の調査に

あたり、文献調査、有識者ヒアリング、事例調査等を

行った。以下では、事例調査のうち、ドイツ、フラン

スにおいて実施したヒアリング調査について述べる。 
 調査に先立ち、ここではまず、我が国の道路景観形

成に際して施策・制度的側面から課題と考えられる事

項を抽出した。具体的には、都市規模の景観と道路景

観をどのように関係づけるか、それらの目標像はどう

設定するか、道路景観形成に対する費用負担をどうす

るか、沿道に対して道路景観の面からどのような規制

を課すべきかなどを課題としてあげた。それら課題を

調査課題としてまとめ、これら調査課題に対しドイツ、

フランスでどのような対応を図っているのかをヒアリ

ングすることとした。調査課題を表-1 に示す。ドイツ、

表-1 調査課題 
分類 細目 
道路

整備

・ 道路線形等設定時における、道路景観

面からの要求への対応方法 
・ 景観形成目標像の設定方法 
・ 景観形成に当てる費用割合・手続き 
・ 施工時の配慮 
・ 継続的維持管理における配慮 

沿道

関連

・ 沿道土地利用の規制 
・ 屋外広告物の規制 

その

他 
・ 景観形成・保全に対する価値意識、イ

ンセンティブ 

表-2 ヒアリング調査先 
ドイツ 
1) ノルトライン・ヴェストファーレン州（NRW）

交通・エネルギー省 
2) NRW 道路建設経営体 ボーフム支局 
3) NRW 道路建設経営体 アーヘン支局 
フランス 
1) サヴォア県整備局 
2) サヴォア県建築・都市計画・景観コンサルタン

ト（公益法人） 
3) ミエ・ペイサージュ社（民間造園施工会社） 
4) ボージュ地方自然公園事務所 
5) ペイサージュプラス社（民間設計事務所） 
6) グルノーブル公共交通複合組合 
7) 地方自然公園パリ事務所 
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フランスにおけるヒアリング先は表-2 のとおりであ

る。 
２．調査結果 

(1) ドイツの行政制度等 
 ドイツの都市間道路整備では、道路事業の実施に際

して「景観の保全・形成に関する詳細計画」が別途定

められ、道路整備はこれに沿うこととなる。この計画

は、道路建設等による周辺の自然や景観の改変を最小

限にとどめることや、建設前と同等以上の環境、景観

を保全することを目的としたものであり、自然を改変

した場合には別の場所で代替措置を執ることまで含む

場合がある。この計画は道路事業に先立って作成され、

地域住民や沿道住民等との協議を経て策定される。こ

の計画が策定されない限りは、道路建設は許可されず、

工事は行われない。 
 同じくドイツの都市間道路整備では、施工段階から

道路建設後の維持管理までを見越した景観面での詳細

計画が策定される。道路建設時の周辺景観の保全を図

るため、この計画により道路建設に先立って周辺地域

に植栽を行った例がある。この植栽は、道路建設時の

視線遮断、ほこりの阻止等に役立った。この計画に関

連し、より自然らしく見えるような植栽とすることや、

道路の供用直後を「完成」とするのではなく、長期的

視野に立って計画的・段階的に緑化を図ることなどが

取組まれている。 
(2) フランスの行政制度等 
 フランスの市街地部に関しては、市町村単位で作成

する土地利用のマスタープランがあり、都市計画、道

路、環境、景観等に関わる計画が定められている。こ

のマスタープランの中で景観については、地域固有の

景観特性や景観資源の分析を行うとともに、地域景観

の形成・保全の方針、計画が定められる。道路に関わ

る事業は、マスタープランの中で位置づけられており、

地域の土地利用や景観計画との整合が図られている。

このため道路は、道路独自で景観形成を図るというよ

りは地域との関連性を保った整備が進められることに

なる。 
 フランスでは、代表的な都市間道路である高速道路

や高規格道路の整備において、地域の景観を形成・保

全する目的で、沿道市町村に対し事業費の 1%を補助

する制度がある。道路事業により整備される道路内の

植栽や景観処理の費用は道路事業費に含まれており、

この制度で利用できる費用は、それら以外の「道路か

ら見える範囲」に対して適用される。この制度では、

国が事業費の 1%分を支出することに合わせ、沿道市

町村も 1%分を支出することが原則となっている。 
(3) 屋外広告物に対する取組み 

 屋外広告物に対しては、ドイツでは厳格な規制と運

用が行われており、都市間道路などから屋外広告物を

みかけるケースは少ない。一方、フランスでは法律で

許可されている広告もあり、比較的自由な部分も残っ

ている。写真-1 はフランスの道路景観の一例であるが、

自然や地域を認識できるように道路が位置づけられて

おり、好ましい道路景観が形成されている一方で、沿

道には広告物も見られる。 

［研究成果］ 
 16 年度の調査研究により、次の各点を得た。 
① ドイツ、フランスにおける行政制度や取組み例の

調査に先立ち、我が国での道路景観形成に対する

施策・制度的側面からの課題を整理した。 
② ドイツ、フランスにおいては各種の行政制度があ

り、ここではそれらの概要を把握した。以下③、

④はその代表的な例である。 
③ フランスにおいては、市町村単位で土地利用等の

マスタープランがあり、その中に道路計画が位置

づけられている。このため、道路独自で景観形成

を図るのではなく、このマスタープランのもとで

地域との関連性を保った景観形成が行われている。 
④ フランスの高速道路整備では、地域の景観を形

成・保全する目的で、沿道市町村に対し事業費の

1%を補助する制度がある。 
［成果の活用］ 
 16 年度は文献調査、事例調査等から、国内外の道路

景観形成に係る行政制度、取組み例等を得た。ここで

国外事例としては欧州におけるものを収集した。道路

景観の形成に関し、欧州と米国では考え方が異なるよ

うであり、シーニックバイウェイをはじめとした米国

での各種行政制度や取組みも、我が国での道路景観形

成の参考となると考えられる。今後は今回の調査結果

や米国での取組み等を整理し、我が国での道路景観形

成に向けた施策・制度の検討に資する。 

写真-1 フランスにおける道路からの景観 
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市民参画型道路景観形成 
Research on Road Scene Formation through Citizen Participation 

 
（研究期間 平成 16～17 年度） 

 
 道路研究部 道路空間高度化研究室    室長  森  望 
 Road Department , Advanced Road Design and Safety Division   Head  Nozomu Mori 
               主任研究官 高宮 進 

             Senior Researcher  Susumu Takamiya 
        交流研究員 中野 圭祐 
         Guest Research Engineer  Keisuke Nakano 
 

It is important to make a consensus among citizens before road construction, and many kinds of 
consensus built according to various kinds of road projects. However, there are not so many cases of consensus 
on road scene. In this research, examples and methods of road scene consensus formation process are studied 
through the interview survey. 

 
［研究目的及び経緯］ 
「景観法」の施行(2004.12)を受け、今後は景観に配

慮した社会資本整備が進められることとなる。道路事

業の実施に際しては、地域住民や市民等との合意形成

を図ることが重要であり、これは道路景観の形成にお

いても例外ではない。地域住民との合意形成はこれま

でも各地で様々な取組みがなされている。その為、合

意形成に関する方法、ノウハウは整理されてきている

が、道路景観形成の観点も含む合意形成については、

未だ十分にまとめられていないと考えられる。 

本調査研究では、道路景観形成に関わる合意形成に

関し、事例収集を通じて調査を行い、合意形成の体制

作りやプロセス、ノウハウ等の観点と、合意形成時に

用いた合意形成ツールの観点からとりまと

めを行う。 

［研究内容］ 

1.事例調査 

(1) 事例収集 

道路事業は、道路の種類や事業の種類、

事業段階などにより合意形成方法が異なる

と考えられるため、これら事業特性に配慮

し、各種文献やホームページ等から４２の

事例について情報を得た。 

(2) ヒアリング調査 

収集した事例から、１.道路の種別、２.

合意形成の導入時期、３.道路事業の種類、

４.合意形成導入目的、５.合意形成手法を

もとに、これらの観点を網羅的に把握でき

るよう配慮し、１２事例に対してヒアリング調査を実

施した。尚、調査内容を表１に示す。 

(3) 調査結果 

事例収集およびヒアリング調査によって得られた結

果から、道路景観形成時での特徴を考察すると以下の

ようになる。 

○景観形成時における専門家のかかわり 

景観形成時における合意形成では、景観に明確な

基準が無く、住民のみで合意を形成することが難し

い場面も想定されるため、意思決定段階では専門家

の関与が必要と考えられる。調査した多くの事例に

おいて、景観に関する専門家が委員長やアドバイザ

ーとして参画している。専門家は委員会においては

表１．調査内容 
１）事業特性に関する項目 

項 目 内 容 
道路の種別 幹線道路、非幹線道路 
道路事業の種類 新設・改築、改良・拡幅、維持更新 
合意形成導入段階 構想、計画、設計、施工、事業完了後（維持管理） 
沿道地域特性 市街地部、郊外部、田園部、山間部、海岸部 
合意形成の対象住民 住居者、商店主・事業者、市民 

合意形成導入目的 景観形成、環境改善、交通利便性・円滑化、 
交通安全・事故対策 

景観に関わる地域性 景観形成に関する既存の市民参加活動、協定・条例等

２）合意形成活動の特性に関する項目 
項 目 内 容 

準備関連 体制（事務局、第３者の有無等）、合意形成手法、等 
実施関連 実施期間、手法の内容（日程､合意事項､使用ルール等）

合意形成後関連 成果（公表時期、範囲、内容）、合意事項の事後評価、

維持管理協定等の有無、その他 
使用ツール ツールの種類、内容、検討事項 等 
公表・成果 具体的な公表方法、成果のないように関する特徴 等

その他 運営上の問題点・解決方法、反省点、その他意見 等
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技術的知見を持って道路景観整備のあるべき姿を議

論し、助言や意見の総括などを行う。一方、ワーク

ショップなど一般市民が多く参加し検討を行う場で

はアドバイザーとして適切な助言を行い、時には参

加者の意見を技術的知見により軌道修正するなど、

参加者の意見を尊重しつつ実整備とのバランスを取

る役目として有効であると考えられる。 
○事業後の道路景観の保全・維持管理にむけた検討 

道路景観形成に向けた検討では、道路や付属物等

の構造・形状の検討だけでなく、整備後の維持管理

や沿道利用や地域協定について検討されることが多

い。これらは整備後の道路景観を保全・維持するた

め議論すべき内容であるが、決定事項は同時に沿道

住民に負担を強いる場合も多い。そのため、合意形

成の早い段階から住民を巻き込み、まず道路に対し

て関心を持たせるとともに、出来るだけ住民の意見

を反映させることにより、地域住民に｢自分達の道

路｣という意識を持たせることが整備後の自主的な

保全・維持管理に繋がるものと考えられる。 
○合意内容や地域活動の継承 
合意形成の成果である提言書や地域の協定等の取

り決めに基づき、美化清掃活動などが実施されてお

り、これら決定事項の遵守や地域活動の継続が道路

景観の保全・維持には重要である。しかし、世代交

代が上手くいかず、活動の継続が難しくなってきて

いる例もあり、今後は地域のイベント等を利用し、

実行委員として若い世代を巻き込むなど活動の世代

交代にむけた工夫が必要と考えられる。 
また、協定等については実質、日常の活動を伴わ

ないため合意内容が風化してしまうことや、地域へ

の新たな入居者によってルールが守られないことな

どが懸念される。その為、協定等は定期的に見直し

を行い、また常に周知徹底を図ることで、その実効

力を維持し続ける努力が必要であると考えられる。 

２. 合意形成ツールの整理 

 合意形成を実施する際には、参加者や一般市民への

説明のため各種ツールが用いられることが多い。特に

道路景観形成に関わる合意形成を進める際には、視覚

化ツールを活用し、関係者が共通のイメージを持って

議論を進めることが効果的であると考えられる。ここ

では、合意形成に用いられる視覚化ツールについて整

理し、その活用方法について検討した。 

視覚化ツールは、スケッチやパース、模型など 10

種類を対象として整理した。各事業段階に活用される

主な視覚化ツールを表３にまとめる。 

合意形成ツールの活用での留意点として、１．意識

的な誘導が感じられないよう事業段階に応じたツール

の詳細度や使用時期について配慮が必要であること、

２．議論が逸脱しないよう検討対象以外の作り込みに

は配慮すること、３．住民の意見や検討結果はなるべ

く早い段階で視覚的に整理し公表すること、４．公表

資料への掲載や公共の場での展示などにより出席者以

外への認識の共通化も必要であること等が挙げられる。 

［研究成果］ 

 本調査研究により、市民参画による道路景観形成に

ついて、次の各点を得た。 

①景観形成時の合意形成では、参加住民だけで合意を

形成することが難しいことも予想されるため、有識

者や専門家による適切な助言のもと議論を進めるな

ど、専門家を有効に活用することが必要である。 

②道路景観は道路敷内外共に形成後の継続的保全・維

持が重要であり、地域の協力が不可欠であるため、

早い段階から地域住民との合意形成を図り、協定の

締結や自主的な地域活動に繋げることが必要である。 

③景観を議論するうえでは目標像に対して共通したイ

メージを持ち議論することが円滑な運営に繋がる為、

視覚化ツールを効果的に活用することが有効である。 

［研究の活用］ 

 本調査研究をもとに、道路景観形成時の合意形成方

法のガイドライン化に向けてとりまとめる。 

表３．事業段階による活用ツールと用途 
事業段階 主な活用ツール 使用目的、合意内容 

構想段階 現地写真、事例写真、 

設計図 など 

道路景観の目標像、前提

条件の抽出、ルート設定

計画段階 
詳細パース･スケッチ、

フォトモンタージュ、 

スタディ模型 など 

景観整備基本方針、道路

の基本構成・基本構造、

残地・余地の土地利用 

予備設計 
フォトモンタージュ、 

ＣＧ、概略ＶＲ、 

詳細模型 など 

道路の基本構成、構造

物・付属施設の基本形状

や配置、緑化計画 など

詳細設計 
フォトモンタージュ、 

詳細ＣＧ･ＶＲ･模型 

建材カタログ など 

道路構造物・付属物の色

彩・材料・デザイン、緑

化修景、施設配置 など

施工･完了後
フォトモンタージュ、 

詳細パース･ＣＧ･ＶＲ 

合意事項の確認、屋外広

告物等への対応検討、等

表２．道路種別による合意形成方法の整理 
 幹 線 道 路 非 幹 線 道 路 

実施期間 ３年未満がほとんど ３年以上行う事例も多い

討 議 型 委員会が主体 
委員会を上位とする協

議会、検討会．ワークシ

ョップが主体 手 

法 情報公開 
収 集 

主にアンケートの実施 
そのほか緑化イベント

なども実施 

主にアンケートの実施 
社会実験や見学会など

体験型も実施 

位置付け 委員会での委員長とし

ての参画が多い 
ＷＳでのアドバイザー

としての参画が多い 専 

門 

家 分 野 
景観、景観・土木・橋梁・緑地・街並みデザイン、

景観工学、景観・まちづくりアドバイザー、色彩、

建築、造園、まちづくり、空間・都市地域設計 等

成 果 景観整備基本計画、提言 
報告書、マニュアル 

景観整備基本計画、 
景観形成市民協定 
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後世に残す美しい国づくりのための評価・事業推進手法 
Evaluation methods of road scenes and promotion methods for sustainable road scenes 

 
（研究期間 平成 16～17 年度） 

 
道路研究部 道路空間高度化研究室               室長  森  望 
Road Department   Advanced Road Design and Safety Division   Head   Nozomu Mori 
                               主任研究官 高宮 進 
                           Senior Researcher   Susumu Takamiya 
 
 Infrastructure provision projects will include consideration of scenery in future and concern for 
road scenes will also be considered in road projects. So it is important to summarize views and 
methods for forming fine road scenes and to improve roads along them. And it is also essential to 
summarize how to evaluate road scenes. In this study, examples of fine road scenes and views for 
evaluating road scenes were surveyed and discussed. 
 
［研究目的及び経緯］ 
 「美しい国づくり政策大綱」の策定や「景観法」の

公布を受け、今後は景観に配慮した社会資本整備が進

められていくことになる。道路においても同様に、今

後、景観面での配慮が図られることとなる。道路景観

の形成のためには、その考え方や方法をまとめ、それ

に沿って道路景観を整備していくことが必要である。

このため、本省道路局を中心に「道路デザイン指針」

がまとめられたところである。またこれと同時に、道

路景観の善し悪しを評価し、改善に繋げていくことが

必要と考えられる。 
 ここでは、道路事業担当者が、道路デザイン指針で

示す道路景観形成の考え方等を理解しやすいよう、道

路景観形成資料集について検討した。また、道路景観

評価の考え方について検討した。 
［研究内容］ 
１．道路景観形成資料集の検討・素案作成 
 今後の道路景観の形成・保全に向けて、その考え方

や方法などが「道路デザイン指針」としてまとめられ

たところである。ここでは、道路事業担当者が、道路

デザイン指針で示す道路景観形成等の考え方等をより

一層理解できるように、道路景観形成資料集について

検討し素案を作成した。資料集素案では、実例とそれ

に対する解説・コメントを通じて、道路景観形成等の

考え方等を示すこととした。 
 資料集の検討に際しては、まず地域特性や道路種別

などの観点から、道路景観形成事例の分類分けと概ね

の資料集目次構成を設定した。そのうえで、その分類

等を勘案しつつ国内における道路景観形成事例を収

集・整理し、また各事例について、道路景観形成の着

眼点、具体的な景観形成策、最終的な道路景観の出来

上がりなどについて整理した。その後、これらの結果

を用い、目次構成を見直すとともに資料集素案を作成

表-1 道路景観形成資料集素案の目次構成 
１．地域特性の観点から見た道路景観 
 1-1 山間地域における道路景観 
 1-2 丘陵・高原地域における道路景観 
 1-3 水辺における道路景観 
 1-4 田園地域における道路景観 
 1-5 都市近郊地域における道路景観 
 1-6 市街地における道路景観 
２．道路線形、道路構成要素等と、それらのまと

まりの観点から見た道路景観 
 2-1 構想・計画段階に関わる道路景観 
  2-1-1 線形計画 
  2-1-2 横断構成 
  2-1-3 幾何構造（線形計画、横断構成を除く）

 2-2 設計・施工段階に関わる道路景観 
  2-2-1 アースデザイン 
  2-2-2 擁壁等 
  2-2-3 橋梁・高架橋 
  2-2-4 トンネル・掘割道路等 
  2-2-5 歩道等部（舗装を含む） 
  2-2-6 車道部（舗装を含む） 
  2-2-7 環境施設帯 
  2-2-8 交差点 
  2-2-9 休憩施設等 
  2-2-10 道路付属施設等 
  2-2-11 植栽・植生 
  2-2-12 色彩 
 2-3 道路構成要素のまとまりに関わる道路景観 
  2-3-1 都市部幹線系道路 
  2-3-2 都市部準幹線系道路 
  2-3-3 地方部幹線系道路 
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した。 
 道路景観形成資料集素案の目次構成を表-1 に示す。

またその中の一例として、以下には、「植栽・植生」に

関する考え方や事例を示す。 
 「植栽・植生」の観点から道路景観を形成していく

際には、①植栽等を通じて地域の特徴を表現する、②

道路延長方向にある自然や建造物等を強調したり、道

路利用者の視線誘導を図る、③植栽により好ましくな

い景色を遮蔽したり、緑陰等を生み出す、の 3 点が重

要な観点になる。写真-1 は、周辺地域の自然植生に倣

って樹種を選定した例であり、植栽面で地域景観との

連続性を保つことを通じて、道路景観の中で地域の特

徴を表現したものである。写真-2 は、あえて在来種で

はない植栽を連続的に用い、南国であることを強調す

るなど地域の特徴を表現するとともに、自動車交通に

対する視線誘導効果も兼ね備えた例である。 
２．道路景観評価の考え方の検討 
 道路景観の評価に関しては、これまで、視覚的に見

える範囲やそれらを構成する道路施設等を対象に、道

路利用者の印象等から評価を進めた例がみられる。し

かしながら、道路景観の「望ましい姿」は、道路が存

在する地域の状況や道路の性格によって変わるもので

ある。そのため、評価を通じて道路景観の改善点等を

明確化するには、道路利用者の印象に基づいて評価点

を得ることや、一律の指標群により機械的に評価する

ことでは難しい。 
 そのためここでは、道路や道路景観に関する基礎的

知見や経験を備えた人（道路景観に対して専門的視点

を有する人・専門家）が、地域の状況等を踏まえたう

えで、表-2 に示す道路景観評価の軸を一つの目安とし

つつ取捨選択しながら道路景観を評価すべきであるこ

とを提案した。 
［研究成果］ 
 16 年度の調査研究により、次の各点を得た。 
① 道路景観形成事例を収集・整理し、道路景観形成

資料集素案を作成した。資料集素案では、実例と

それに対する解説・コメントを通じて、道路景観

形成等の考え方等を示した。 
② 道路景観の「望ましい姿」は道路によって変わり

うるため、一律の指標群等から機械的に道路景観

を評価することではその改善点等を導くことは難

しい。このため、道路景観の評価にあたっては、

道路や道路景観の専門家が、地域の状況等を踏ま

えつつ実施すべきであることを提案した。 
［成果の活用］ 
 道路景観形成資料集素案については、わかりやすさ、

現場での使用性等の観点から再度チェックした後に、

道路事業の各現場に配布し、道路景観形成に資する。

道路景観の評価については、ここで提案した専門家に

よる評価に関し、その実施方法等をまとめ、道路景観

の観点から事業を実施すべき道路の抽出などに資する。 

 

写真-1 周辺地域の自然に倣った植栽 

写真-2 特徴的な樹種を用いた景観の構成 
表-2 道路景観評価の軸 

遠景要素に関わるもの 
 ①特徴的な自然景観、地域景観の活用 
 ②地形の尊重、地形と道路線形の調和 
 ③自然への影響の軽減 
沿道要素に関わるもの 
 ④地域分断等の回避 
 ⑤他プロジェクトとの連携 
 ⑥沿道建造物、植栽との一体性 
 ⑦屋外広告物の規制 
道路本体・付属物等に関わるもの 
 ⑧道路の性格に応じた横断構成 
 ⑨道路の快適な走行性 
 ⑩周囲の地形や樹林等に調和した道路構造物 
 ⑪周囲の地形や樹林等に調和した道路付属物 
 ⑫道路付属物等の煩雑感の低減 
 ⑬景観資源認識の阻害 
 ⑭橋梁・高架等の地域景観への配慮 
 ⑮のり面・擁壁等の地域景観への配慮 
 ⑯自然景と調和した道路デザイン 
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交通事故の削減に関する方向性調査 
Study of Foreign Country's Policies and Measures for Road Safety 

 
（研究期間 平成 16 年度） 

 
道路研究部道路空間高度化研究室    室 長    森 望 
Road Department, Advanced Road Design and Safety Division Head Nozomu Mori 
 研究官    池田 武司 
 Researcher Takeshi Ikeda 
 

In this study policies and measures for road safety in foreign countries are investigated in 
order to make policies and measures in Japan. Traffic accident situation, each country's goals for road 
safety measures are collected. Also, major measures for road safety such as Road Safety Audit and 
measures in major countries' such as Britain are collected. 
 
［研究目的及び経緯］ 
 平成 16 年の交通事故死者数は 7,358 人と 1960 年以

降では最低の水準にあるが、依然として多くの尊い命

が交通事故によって失われている。また、死傷者数は

119 万人にも上り、過去最悪を更新しているなど、日

本における道路交通安全を取り巻く状況は厳しい。 
 日本における交通安全に関する施策は、「交通安全基

本計画」に示されている。これは、交通安全対策基本

法に基づいて中央交通安全対策会議（会長：内閣総理

大臣）において作成されるものである。このうち道路

行政においては、「道路交通環境の整備」を主に実施し

ており、中でも特に交通の安全を確保する必要がある

道路について、交通安全施設等整備事業を実施してい

る。道路行政における交通安全に関する目標や施策概

要については「道路行政の業績計画書」に示されてお

り、毎年施策のレビューと実施計画の見直しが行われ

ているところである。 
 本研究は、以上の交通安全にかかる施策・事業の方

向性の検討に活用するために、交通安全に関する国際

的な動向、先進的な取り組みを実施している国の動向

を調査するものである。 
［研究内容］ 

国際的な交通事故や交通安全対策、施策に関する動

向を調査した上で、先進的な取り組みを行っている国

を選定し、その国の交通安全対策、施策に関する詳細

な調査を実施した。 
［研究成果］ 

（1）国際的な交通事故を巡る情勢 
1）交通事故発生状況 
 世界保健機構（WHO）と世界銀行が 2004 年 4 月に

発表した報告書によると、全世界の道路における交通

事故による死亡者は年約 120 万人であり、今後発展途

上国の成長に伴って 2020 年までに 80%増加すること

が予測されている。経済協力開発機構（OECD）が発

表した 2003 年の速報では、西欧諸国の道路安全状況は

改善が続いている一方、中欧、東欧諸国、旧ソ連諸国

においては悪化の一途をたどっていることが報告され

ている。 
2）交通安全対策の考え方・目標 
 国際的に交通運輸政策の分野でも、健康政策の分野

でも、これまで以上に道路交通安全を重視する立場が

有力になっている。その背景として、道路交通事故が

偶然の事象ではなく、防止できるものであると認識さ

れてきたことが挙げられる。WHO5 ヶ年計画の序文で

は、「諸国は交通事故防止にもっと注力しなければなら

ない。適切な政治的意思があれば、将来何百万もの命

を救うことができる」と記されている。また、OECD
の報告書「Safety on Roads; What's the Vision?」では、

「（交通事故に関する）真の悲劇は、それに由来する死

傷は、かなりの程度まで防止可能なものだという点に

ある」と記されている。 
 同じ OECD の報告書では、明確なビジョンや数値目

標の必要性について強調している。また、世界道路会

議（PIARC）が作成した「Road Safety Manual」でも同

様のことが指摘され、また、施策実施効果評価の重要

性が指摘されている。こうした考え方は、欧米各国で

は一般的となっており、例えば表-1 に示すように、各

国において数値目標が設定されている。 
（2）代表的な取り組み 
1）道路安全監査（Road Safety Audit） 
 道路計画・設計に対して、交通安全に関する専門的

な知見を有する第 3 者が安全面からの評価を行う制度
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であり、安全性の向上、コストの低減、関係者の意識

の向上といった効果が見込まれる。現在 14 カ国におい

て道路安全監査を導入しており、11 カ国にて導入を検

討中である（表-2）。 
2）道路管理戦略（Route Management Strategy: RMS） 
 英国において道路整備長期計画を達成するための具

体的な戦略として策定されている。路線の区間ごとに

「安全」、「環境」、「円滑な移動」の各観点から目標を

設定し、官民のパートナーシップと合意形成手法に基

づいて対象区間や対策内容の重要度などが決定される

ものである。 
3）ISA（Intelligent Speed Adaptation） 
 先進技術の活用により車両の走行速度の上限値を抑

制する取り組みである。現在は技術開発や実証実験が

主に実施されており、これらはスウェーデンやイギリ

ス、オランダの各国で実施されている。また、EU の

プロジェクトとしても実施されている。 
4）高齢ドライバーに対応した道路設計指針 
 米国と豪州の 2 カ国において高齢ドライバーに対応

した道路設計の指針が作成されている。米国の連邦道

路庁（FHWA）は、交通工学、人間工学の領域の文献

の再検討や調査研究を実施し、道路設計者のための実

用的なハンドブック「Older Driver Highway Design 
Handbook」を作成している。豪州の Austroads は、米

国のハンドブックも参考にしながら豪州特有の状況を

反映し、「Road Safety Environment and Design for Older 
Drivers」を作成している。例えば前者においては、高

齢ドライバーにとって問題があり、注意すべき箇所と

して「平面交差点」、「インターチェンジ」、「曲線区間」、

「追越区間」、「工事区間」を挙げ、それぞれ留意点を

示している。例えば平面交差点の留意点としては、無

信号交差点において左右を確認する際に、高齢ドライ

バーは振り返るのが困難であるため、鋭角交差となる

ことを避けるべきであることなどが示されている。 
（3）先進的な取り組みを実施している国の動向 
 道路交通事故に関する状況が改善している西欧の中

でも、特に先進的に取り組んで成果を挙げた英国、ス

ウェーデン、ドイツの取り組みを調査した。 
 英国では、具体的な数値目標を掲げて交通安全施策

に取り組み、1998 年には 1981-85 年平均に対し年間交

通事故死者数を 39%、重傷者数を 45%削減する成果を

挙げている。現在の目標は 2000 年に制定された白書

「Tomorrow's Roads」に記述されており、2010 年まで

に 1994-98 年の平均と比較して「交通事故による死

者・重傷者数を 40%削減」、「軽傷者の事故率を 40%削

減」、「児童の死亡・重傷者を 50%減少」することであ

る。同白書ではまた、「より安全なインフラの整備」、

「スピード対策による安全の創出」、「より安全な車両

の導入」、「訓練や試験によるより安全な運転者の育成」

といった定性的な目標と、それぞれの目標を達成する

ための具体的な施策、施策の実施予定年次が明示され

ている。これら施策の実施状況は 3 年おきにレビュー

されることとなっており、2004 年にレビュー結果報告

書が発行されている。2000 年時点での施策数は 150 で

あったが、レビューの結果 29 の施策が追加されている。 
 また、英国は先述した道路安全監査の発祥地であり、

実施を義務づけているほか、RMS を実施している。 
 スウェーデンでは 1990 年に、2000 年までに年間

交通事故死者数を 600 人以下にするとの目標を掲げ、

1994 年に達成している。道路交通安全の長期的目標

は 1997 年に議会承認された「ヴィジョン・ゼロ」に

基づいており、その基本思想は道路交通における死

亡者・重傷者をゼロとするというもので、この思想

は欧州諸国で受け入れられ、施策に反映されている。 
 ドイツは着実に交通事故死者を減少させてきた国

であり、1997 年中の死者数 8,511 人は、1970 年の

21,332 人の 39.9%である。交通安全に関する教育が

幼児期から始まり、学校教育、運転者教育、高齢者

教育の中で一貫して実施されている。 
［成果の発表］なし 
［成果の活用］ 

 本省道路局と連携し、施策検討等への活用を行う。

また、交通安全に関する研究の方向性検討のためにも

活用する。 

表-1 各国の交通安全に関する数値目標 
国名 主な達成目標 目標期間
EU 死者数50%削減 2002年～2010年
英国 死者・重傷者数40%削減

軽傷者の事故率10%削減
94-98年平均対2010年

デンマーク 死者・重傷者数40%削減 2000年～2012年
オランダ 死者数50%削減 86-98年対2010年

スウェーデン 死者数50%削減 1998年～2007年
フィンランド 死者数65%削減 ～2005年
ポーランド 死者数20%削減 ～2001年
カナダ 死者・重傷者数30%削減 96-01年平均対08-10年平

均
オーストラリア 死者数40%削減 2000年～2010年

表-2 各国の道路安全監査の導入に関する動向 
地域 導入国

イギリス フランス フィンランド
デンマーク オランダ スウェーデン
ノルウェー ギリシャ ポルトガル
ドイツ スペイン チェコ
ニュージーランド
オーストラリア
シンガポール 韓国 フィリピン
マレーシア ベトナム
香港
タイ
バングラディシュ
アメリカ
カナダ

アフリカ 南アフリカ共和国

アメリカ

導入検討国
ヨーロッパ

オセアニア

アジア
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道路ネットワークの最適利用による事故削減 
Accident reduction by the optimal use of a road network 

 
（研究期間 平成 16 年度） 

 
道路研究部道路空間高度化研究室    室 長 森 望 
Road Department, Advanced Road Design and Safety Division Head Nozomu Mori 
 主任研究官 村田 重雄 
 Senior Researcher Shigeo Murata 

 
The number of traffic accident is still in the worst level, and the reduction of traffic accident is 

called for immediately. Although the intensive measures are implemented in hazardous spots, many 
spots where intensive measures are inefficient also exist. Therefore, the measure against field-which 
utilized the road network is demanded. The accident reduction effect of the development of safe walk 
areas and community zones was evaluated. 
 
［研究目的及び経緯］ 
交通事故死者数はピーク時に比べると半減したものの、

交通事故件数はいまだ過去最悪のレベルにあり、一刻も

早い交通事故削減が求められている。事故危険箇所等に

おいてハードの集中対策が実施されて効果を上げている

箇所がある一方、集中的な対策が非効率な箇所も多数存

在しており、道路ネットワークを活用した面的な安全対

策が求められている。 

 

［研究内容］ 
 これまでに実施されている面的交通安全対策として、

あんしん歩行エリア対策およびコミュニティゾーン形成

事業をとりあげ、両対策の事故削減効果について評価を

行う。 

 

［研究結果］ 
１．あんしん歩行エリア対策の効果 

わが国では、交通事故死者数全体に占める歩行者と自

転車利用者の割合が 4 割 を越え、欧米と比べて高い割合

となっている。また、歩行中の死亡事故の約 6 割が自宅

から 500ｍ以内で発生している。そこで、平成 15 年度よ

り５箇年の計画で、市街地の事故発生割合の高い地区約

800 箇所を「あんしん歩行エリア」に指定し死傷事故抑

止対策を実施している。 
平成 16 年度に行ったフォローアップ調査の結果を用

いて、あんしん歩行エリア対策による事故削減効果につ

いて分析を行った。使用したデータは早期に収集が完了

した中国地方のデータを用いて行った。平成 14 年から平

成16年までのあんしん歩行エリア内での交通死傷事故件

数の推移を図―１に示す。交通死傷事故件数は 14 年から
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さらに
事故削減効果が
期待できる

5.4%減

全国平均1.7%増

図－１ あんしん歩行エリア（中国地方）における交通死傷事故件数の推移 



24 

16年にかけて日本全体ベースでは約1.7%増加しているの

に対して、中国地方のあんしん歩行エリア内では 5.4%減

少していた。 

 歩行者または自転車利用者に係る事故に限定してみる

と、平成 14 年から 16 年にかけてあんしん歩行エリア内

で 12％減少しており、あんしん歩行エリア対策が歩行者

と自転車利用者の安全に効果を上げていることが確認で

きた。 

 フォローアップ調査では交通事故の状況や実施済みの

対策の他に、今後予定している対策についても調査して

いる。その結果を見てみると、７割以上のエリアで引き

続き何らかの新たな対策を計画しており、さらに事故削

減効果が高まると期待できる。 

 

２．コミュニティゾーン対策の効果分析 

 これまでに取り組まれたコミュニティゾーン形成事業

の内、面的なエリアで対策がとられ、かつ、交通事故対

策データが収集されていた鴻巣市、千葉市、名古屋市、

焼津市の４カ所について事故削減効果について分析を行

った。各エリアは約20ha～50ha程度の広さをもっており、

その中で歩車共存道路の設置やコミュニティ道路の設置、

クランクやシケイン、ハンプ、植栽等の設置を行うなど、

対策は４カ所で、かなり類似の対策を実施していた。 

対策実施前と対策実施後の交通事故発生件数を比較し

たところ、対策実施前にくらべ対策実施後には地区内の

交通事故発生件数が 28%～50%減とすべての箇所で大幅に

減少していた。（図―２、３、４参照） 

住居系地区におけるコミュニティゾーン対策が交通安

全の面で非常に高い効果があることが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―２ コミュニティゾーン（焼津市）における効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―３ コミュニティゾーン（名古屋市）における効果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図―４ コミュニティゾーン（千葉市）における効果 
 
［研究成果］ 

16 年度の調査結果から次のことが明らかになった。 

○ あんしん歩行エリアについて中国地方のデータを用

いて分析を行った結果、あんしん歩行エリア対策が

特に歩行者と自転車利用者の安全に効果をあげてい

る確認できた。 

○ コミュニティゾーン対策による面的交通安全対策は

高い事故削減効果をあげていることが確認できた。 
 

［成果の活用］ 

今後、さらにあんしん歩行エリアの全国のデータの

分析を進めて、面的交通安全施策の事業・施策の効果

的な進め方について纏めていく予定である。 
また、高速道路等の料金施策に係る長期間の社会実

験および本格運用を通じて、道路の規格別の安全面か

らみた効果を分析し、渋滞解消・環境改善効果とあわ

せて、道路ネットワークの適正な利用のあり方につい

て纏めていく予定である。そして、交通安全にかかる

行政評価目標設定に活用していく予定である。 

エリア 主たる対策内容 

焼津市 
栄町地区 
約 20ha 

クランク、シケイン、スラローム、ハン

プ、交差点ハンプ、狭さく、ボラード、

ランブ 

名古屋市 
緑区長根台地区

22ha 

歩道拡幅、ハンプ、イメージハンプ、

一方通行規制、駐禁規制、大型車通

行禁止 等 

千葉市 
轟地区 
54ha 

歩車共存道路、コミュニティ道路、ハ

ンプ、イメージハンプ、植栽・車止め

等 
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事故危険箇所安全対策による事業効果の向上 
To Improve effects of the countermeasures in hazardous spots 

 
（研究期間 平成 16～17 年度） 

 
 道路研究部道路空間高度化研究室   室   長        森  望 
 Road Department          Head     Nozomu Mori 
  Advanced Road Design and Safety Division       主任研究官        村田 重雄 
                                                     Senior Researcher        Shigeo Murata 

交流研究員               宮下 直也 
                        Guest Research Engineer  Naoya Miyashita 
 

In this research, in order to accumulate the information about planning and evaluation of the 
road safety measures, the system of the accident countermeasures data base was built. By utilizing 
this system, road administrators are enabled to acquire the information about the countermeasures in 
main hazardous spots, and examination of their countermeasures will be performed more efficiently. 
 
［研究目的及び経緯］ 
 近年の交通事故死者数は減少傾向にあるものの，事

故発生件数は依然として増加傾向にある。このため，

今後の事故抑止対策のより効果的な立案，効率的推進，

適切な対策効果の評価が求められている。 
これらの要求に対して，今後の対策の検討において

は，平成８年度から１４年度まで実施した事故多発地

点緊急対策事業などにおける対策検討において得た情

報を共有化し，これらの知見を活用することが重要と

考える。 

［研究内容］ 

これまでに実施した事故多発地点などで事故抑止対

策を検討した際の主な課題としては，①対策検討手法

が体系的に整理されておらず，要因分析や対策立案の

際に必要となる情報項目が不明瞭であること，②過去

に実施された対策検討の知見を，次の検討の際に十分

に活用できないこと，③発生要因が複雑な場合，対策

検討が困難なことがあることなどが挙げられる。 

 これらの課題に対応し，今後の対策をより効率的か

つ効果的に実施するため，事故の要因分析から対策立

案，効果評価までの検討手順の体系化を検討するとと

もに，事故多発地点における事故分析や対策検討の事

例を収集，整理して，これらの情報を共有化し，今後

の対策の検討に反映するための仕組みを検討してき

た。 

 本研究は，これまでの成果である，対策検討の一連

の手順を体系化した「交通事故対策・評価マニュアル」

及び事故要因の分析から対策立案までの具体的な検討

の際に参考となる「交通事故対策事例集」に基づき，

対策検討の過程を記録，収集する「事故対策データベ

ース」を構築した。 

［研究成果］ 
１ 入力項目 

データベースに入力するデータの項目については，

過去に行った事故多発地点に関する調査の項目をもと

に，これらを「交通事故対策・評価マニュアル」の内

容に基づいて，事故抑止対策前の対策立案時に必要な

もの及び対策後の対策効果評価時に必要なものに整理

した。また入力項目は，各地方整備局等の意見も踏ま

えて検討している。 

対策の立案と評価の過程の各段階における入力項目

との関係を図－１に示した。 

２ システムの機能 
 データベースシステムの基本的な機能として，デー

タを入力するためのデータ入力機能のほかに，設定条

件に該当する箇所を検索し，閲覧するための事例検索

／閲覧機能，必要なデータ項目を電子ファイルに出力

するためのデータ抽出機能を持たせることとした。 
（１） データ入力機能 
対策箇所のデータを入力する機能である。 

 入力機能のうち，事故発生要因の整理と対策検討過

程を入力する部分については，「交通事故対策事例集」

の対策検討の流れに基づいて作成した。これにより，

着目する事故パターンの要因分析から具体的対策工種

の立案の部分が，事例集の流れに沿って自動的に表示

され，入力作業を支援する機能とともに，対策検討を

支援する機能も併せ持つ形となっている。 
（２）事例探索／閲覧機能 
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設定した条件に該当する対策箇所を検索し，閲覧，

印刷する機能である。この機能により，平成１５年度

に指定された全国の事故危険箇所の情報の中から，自

分の管理する道路と類似した道路特性を持つ箇所や，

自分が分析した事故要因と同じ事故要因をもとに事故

抑止対策を実施した箇所等，参考にしたい事例を絞り

込んで見ることができ，効率的に事例の参照ができる。 

画面の遷移は図－２のとおりである。 検索について

は，自由入力部分以外の全てのデータベース情報項目

を検索条件として設定可能となっている。閲覧につい

ては，検索条件を設定して検索を行った後，検索条件

に該当する事故危険箇所等が一覧表に表示される。こ

の中から閲覧したい箇所を選択すると，その箇所のデ

ータを閲覧できるようになっている。 
（３）データ抽出機能 

設定した条件に該当する対策箇所を検索した後，必

要なデータベース情報項目を選択して，そのデータを

電子ファイルに出力する機能である。この機能で出力

したデータを利用することにより，事故抑止対策の分

析や評価，事業の進捗管理などを行うことができる。

検索条件の設定については，項目指定画面によりデー

タベースに入力してある情報項目を，事例検索／閲覧

機能の検索条件設定と同様の操作により行う。検索後

のデータの電子ファイルへの出力については，出力が

必要な項目を画面により設定して行う。出力したデー

タについては，市販のソフトウエアの利用により，デ

ータの集計やグラフの作成が可能となる。 

［成果の発表］ 
平成１６年９月２１日付けで，本省地方道・環境

課から報道発表された「科学的な分析に基づく成果

志向の道路交通事故の推進～「交通事故対策・評価

マニュアル」の活用について～」の中で，「実施され

た事故対策の情報は「事故対策データベース」へ蓄

積する」と記された。 
また，交通工学第４０巻２号で「交通事故対策・評

価マニュアル」，「交通事故対策事例集」とあわせて「事

故対策データベース」について掲載される予定であ

る。 

［成果の活用］ 

本データベースの運用により，事故危険箇所等の事

故抑止対策の立案・評価に関する情報が蓄積されてい

くこととなる。 
これにより，道路管理者の対策検討や対策箇所の事

業管理がより効率的に行われることが期待される。ま

た，蓄積した情報をもとに，「交通事故対策・評価マニ

ュアル」や「交通事故対策事例集」を更新していく予

定である。 

＜対策の立案・評価の流れ＞ ＜データベースへの入力項目＞

箇所概要

道路構造

交通状況

事故発生要因の整理

実施予定対策

効果評価値

効果評価値

箇所概要

事故データ

都道府県アドバイザー会議
における助言内容

道路管理者等

道路現況図・写真

既存の交通安全施設等

道路管理者等

道路構造

事故発生状況図

対策の立案

対策の実施

対策の評価

事故危険箇所等の抽出

対策前の現況の整理

事故要因の分析

対策の立案

対策に関する助言

評価のための事前調査

対策後の現況の整理

対策箇所の選定

評価の実施

交通状況

実施対策概要

評価のための事後調査

事故データ

対策検討過程

事故発生状況図

評価結果の整理

総合評価

＜対策の立案・評価の流れ＞ ＜データベースへの入力項目＞

箇所概要

道路構造

交通状況

事故発生要因の整理

実施予定対策

効果評価値

効果評価値

箇所概要

事故データ

都道府県アドバイザー会議
における助言内容

道路管理者等

道路現況図・写真

既存の交通安全施設等

道路管理者等

道路構造

事故発生状況図

対策の立案

対策の実施

対策の評価

事故危険箇所等の抽出

対策前の現況の整理

事故要因の分析

対策の立案

対策に関する助言

評価のための事前調査

対策後の現況の整理

対策箇所の選定

評価の実施

交通状況

実施対策概要

評価のための事後調査

事故データ

対策検討過程

事故発生状況図

評価結果の整理

総合評価

図－１ 交通事故対策立案・評価の流れと入力項目との関係 

①

②

③

検索条件の設定

「事例検索」を選択

検索結果の中から
閲覧箇所を選択

選択箇所の内容
を表示

図－２ 事故対策データベース画面の遷移例（事例検索の例）
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明確な管理水準に基づく合理的な冬期道路管理 
Research on rational winter road and winter sidewalk management standards 

 
（研究期間 平成 16～17 年度） 

 
道路研究部 道路空間高度化研究室          室 長       森 望 

Road Department                  Head        Nozomu Mori 
Advanced Road Design and Safety Division       研究官       池原 圭一 
                          Researcher     Keiichi Ikehara 
                          研究員       蓑島 治 
                          Research Engineer Osamu Minoshima 
 

This research project summarizes concepts applied to establish rational winter road and winter 
sidewalk management standards corresponding regional and road traffic characteristics in order to 
switch to winter road and winter sidewalk management based on a specific standard. 

 
 
［研究目的及び経緯］ 
日本全体が高齢社会へと移行する中で、積雪寒冷地

域の高齢化は全国平均を上回る速さで進行している。

また、かつては各世帯や地域社会で対応できた歩道や

生活道路などの除雪が核家族化により困難となってい

るため、除雪に対する行政への依存が高まり、公共意

識は薄れてきていると言われている。これに対して、

道路管理者側では車道と歩道の明確な管理水準がなく、

地元要望などにも応じるため、より高い水準で管理を

実行する傾向があることから事業費の高騰が問題とな

っている。本調査では、管理基準による雪寒事業への

転換を目指し、地域や道路の特性に応じた合理的な車

道と歩道の管理水準を定める考え方をまとめるもので

ある。 
 

［研究内容］ 

車道に関しては、既存データ（トラフィックカウ

ンタ、テレメータ等）をもとに気象条件と現状の実

態として提供されているサービスの程度（速度）の

関係を分析するとともに、今後の分析に必要な路面

データの取得方法を提案した。また、これら分析結

果などをもとに、現状管理レベルの問題点とその要

因を整理し、海外の先進事例を参考に改善の方向性

と実現に向けた課題を整理した。 

歩道に関しては、歩道の利用特性や沿道特性など

に応じて、適切なサービスレベルを設定するための

考え方を中心にとりまとめた。 
 
［研究成果］ 

(1)車道に関して 
(1)-1 既存データに基づく実態の検証 
現状の実態として提供されているサービスの程度を

検証するため、国道沿道に設置されているトラフィッ

クカウンタ及びテレメータなどのデータを入手した。

データを入手した地点は、北海道、東北、北陸を対象

に、地域・交通量・積雪量毎にある程度の傾向を把握

できるように配慮して各２地点ずつ選定した。時間降 
雪量と走行速度低減率（非降雪時の走行速度を 100 と

し、時間降雪量別の走行速度を百分率で表した）との

関係を図-1 に示す。平均値をみると時間降雪量が多く

なると走行速度が低下する顕著な傾向があるが、各地

点のプロット値は、時間降雪量が多くなると走行速度

低減率にバラツキが見られる。この原因としては、気

象や道路構造などが影響していると考えられ、降雪の 
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有無・降雪量・気温・縦断勾配が走行速度に与える影

響を地点毎に詳細に分析した。その結果、寒冷の甚だ

しい地域では、気温が下がるほど走行速度が上昇する

傾向がみられること、短時間で大雪の降る地域では、

時間降雪量が 5cm を超えると走行速度低減率が 50%
程度になること、5%程度の下り勾配部においては降雪

の有無により走行速度が大きく変化することを把握し

た。 
以上の分析で、気象条件と現状の実態として提供さ

れているサービスの程度（速度）を整理したが、さら

に現状で要している管理コストについても調査した。

その結果、走行速度低減率が大きい箇所ほどコスト増

となる傾向を確認したが、交通量とコストとの関係に

は相関が見出せなかった。また、降雪量及び気温とコ

ストとの関係については、ある程度の相関がみられる

が、地域によっては異なる傾向を示す場合があること

を確認した。 
路面状態と速度との関係については、国道 17 号に

設置されている路面情報収集システムのデータを入手

した。現状では、このシステム以外に路面に関するデ

ータ収集が行われていないため、地域毎の路面状態と

速度との関係を調査することができない。よって、次

年度以降に地域毎の傾向を分析するため、雪道巡回時

にトラフィックカウンタの位置での路面状態等に関す

るデータ取得方法を提案し、今冬期にデータ取得の依

頼を行った。 
 
(1)-2 改善方策の検討 

現状管理の実態を整理すると、地域により降雪の有 

 

 
無・降雪量・気温・縦断勾配といった要因でサービス

の程度（速度）が異なる傾向にあり、さらに管理に必

要なコストを視点にしてみると、必ずしも降雪量の多

少や交通量の大小に応じたコストとはなっていない点

が問題としてあげられる。 
この要因としては、現状の出動基準による作業にお

いては、作業量が計測されているが作業の効果につい

ては評価されにくいことが影響していると考えられる。

請負業者の立場からみれば、よりよい仕事を実行する

ためにオーバーワークの方向に動機が働いてしまう傾

向にあると思われ、結果として提供しているサービス

が地域により異なり、管理に必要なコストにもバラツ

キが生じていると考えられる。 

これに対して、スウェーデン、フィンランド、カナ

ダオンタリオ州における請負業者との契約で特徴的な

事例を表-1 に要約する。これら海外事例からみると、

達成すべき水準が設定されており、要求水準の達成に

対して請負業者への支払いが行われることが基本とな

っている。さらに、民間の創意工夫を引き出すため、

契約年数も長く、管理区間も工夫により利益が出やす

いように広範なエリアで契約されている。支払いシス

テムについても、作業量ではなく気象条件などから支

払額が決められるなど、費用を削減すれば利益につな

がるため効率的な管理を行う動機が与えられている。 
以上を踏まえ、国内における改善の方向性と実現に

向けた課題を整理すると、①道路管理者として目標と

すべきサービス・管理水準を検討・設定する必要があ

り、②要求水準を達成できたかどうかを適切にモニタ

リングし、請負業者が納得する公平な検査・判断がで

表-1 諸外国における請負契約の特徴 

○区域管理では、大規模な
請負企業が300～500kmの

道路維持管理業務のほとん
どを一括して請負う

○仕様に示された水準の達成に対して支
払い
○基準を満たしているかは厳しく検査さ
れ、満たしていない場合は契約破棄を含
めた厳しい厳罰が課せられる

○州道の交通量に応じた維持管理等級区分
○達成すべき水準の規定(例)
・降雪後:路面の完全露出までの最大許容○

時間まで
・除雪後:実施基準2cm以下

カナダ
オンタリオ州

○契約期間は3～4年
○請負業者は道路維持契約
書の中で示されている管理
水準をどのように保証する
のか品質計画書の提出が求
められる。道路庁はその品
質管理システムが機能して
いるか監視する役割

○仕様に示された水準の達成に対して支
払い
○達成できない場合はペナルティが課せ
せられる
○一冬の標準的な塩と砂の量の上限が決
められており、上限まで使わなければボ
ーナスが与えられる
・業績連動による支払いであるため、民
間による創意工夫による効率化の動機が
与えられる

○交通量と道路規格(主要道・地方道など)に
応じた維持管理等級区分
○達成すべき水準の規定(例)
・摩擦係数:通常は0.3を2時間以内に回復する
、路面温度-6℃以下では0.25以上
・除雪:降雪中またはその後の作業サイクル
○時間中は、最大積雪深○cm以下に抑える
・路面の平坦性:平坦性○cm以上を超えては

ならない

フィンランド

維持管理の効
率が上がり、
2001年度は
1992年度に比
べ、約20%の

支出削減達成

○監督者に対する教育訓練
の充実
○管理契約エリアが600～
1000kmで、請負側にとっ

て利益が出やすいとされて
いる

○作業量ではなく、気象条件や標準的な
滑り止め剤散布量などから支払額が決定
・請負業者は費用を削減すれば利益を上
げられるため、なるべく効率的な方法で
除雪を行う動機が与えられる

○交通量と国・地方道に応じた維持管理等級
区分
○達成すべき水準の規定(例)
・降雪時:最大積雪深○cm以下に抑えるよう

除雪
・降雪後:○時間以内に雪のない状態に戻す
・降雨後:○時間以内に良好な摩擦確保(摩擦
係数0.25以上)
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きる指標の設定が必要である。さらに、

③請負業者による創意工夫が発揮できる

ような契約方法の検討が必要である。 
 
(2)歩道に関して 

図-2 に冬期歩行空間を確保するため

の方針を決めるにあたり、配慮する要

因とサービスレベルを設定する考え方

をまとめた。以下に各段階における概

要をフローにそって整理する。 

 

(2)-1 歩行ネットワークの設定 
歩行ネットワークの設定にあたって

は、先ず地域の中で優先的に冬期歩行

空間を確保するエリア（重点エリア）

を大まかに把握する。なお、重点エリ

アの設定は、都市構造（都市規模、産

業構造など）と気象条件から抽出する

ものとした。次に道路交通センサスを

もとに実際に確保する路線を選定し、

さらに歩行者の目的地に応じて歩行空

間確保を行う歩行圏域を設定するもの

とした。 
 
(2)-2 歩行空間確保時間帯の設定 

歩行空間を確保する時間帯は、上記

で設定される歩行ネットワークにより

異なると考えられ、また同じ道路でも

ピーク特性があり、平日と休日による

違いも想定される。よって、現地の歩

道利用実態を調査することで、各歩行

圏域内において歩行空間を常時確保す

るのか、朝夕のみ確保するのか、ある 

いは日中のみ確保するのかを決定する 

ものとした。 

 
(2)-3 歩行空間の状態設定 

歩行空間として確保する幅と路面状態について検

討した。空間確保幅については、「道路構造令」、「道

路の移動円滑化整備ガイドライン」などを参考に、

“確保”、“安全”、“円滑・快適”のレベル毎に以下

のように設定するものとした。 

・ 確保レベル：1.5m（最小値） 

なお、現場の道路構造から十分な幅員が確

保できない場合は特例値として 1.0m とする。 

・ 安全レベル：2.0m（標準値） 

・ 円滑・快適レベル：3.0～3.5m 以上 

 

 

 

路面状態については、歩行者属性に応じて既往検

討結果などをもとに、以下のように確保すべき路面

状態を設定するものとした。 

・ 高齢者・身体障害者：残雪深 5cm 以下、勾配

5%未満 

・ 車いす利用者：残雪深 2cm 以下、勾配 3%以下 

 
(2)-4 サービスレベルの設定 

サービスレベルの設定は、(2)の確保時間帯に対し、

(3)の歩行空間の状態を提供するものとした。表-2

にサービスレベルと歩行空間の状態を整理したが、

サービスレベルは、ピーク時間交通量（歩行者交通

量）を基本交通量として設定するものとした。ただ 

確保路線の選定

歩行空間確保重点エリアの設定

歩行空間確保における
歩行圏域の決定

都市構造により、大まかな重点エ
リアが決まる。

センサスデータにより冬期歩行空
間確保路線を選定。

目的地（着地）に対する冬期歩行
圏域の設定。

歩行圏域：L=500～1000ｍ

(1)歩行ネットワークの設定(1)歩行ネットワークの設定

(2)歩行空間確保時間帯の設定 歩行ネットワークに対し、調査に
よって把握できる時間特性を設定
する。

・常時：朝、昼、夕方

・朝夕：朝、夕（通勤通学）

・日中：昼（高齢者、私用目的）

歩行空間幅の設定
冬期占用幅：1.0m/人を基本に、

様々な歩行速度、歩行目的に合致
した幅の設定を行う。

・確保=1.5m（1.0m；特例値）

・安全=2.0m
・円滑～快適=3.0～3.5m

路面状態の設定 歩行者属性（一般人、高齢者、障
害者、児童園児）に応じた歩行速
度、歩行目的が提供できる様に安
全性を提供できる路面状態を設定
する。

(3)歩行空間の状態設定(3)歩行空間の状態設定

(4)サービスレベルの設定

空間確保方針の決定 住民合意形成

付加的事項

管理手法の決定 官民協調手法
工法コスト
判断

確保路線の選定

歩行空間確保重点エリアの設定

歩行空間確保における
歩行圏域の決定

都市構造により、大まかな重点エ
リアが決まる。

センサスデータにより冬期歩行空
間確保路線を選定。

目的地（着地）に対する冬期歩行
圏域の設定。

歩行圏域：L=500～1000ｍ

(1)歩行ネットワークの設定(1)歩行ネットワークの設定

(2)歩行空間確保時間帯の設定 歩行ネットワークに対し、調査に
よって把握できる時間特性を設定
する。

・常時：朝、昼、夕方

・朝夕：朝、夕（通勤通学）

・日中：昼（高齢者、私用目的）

歩行空間幅の設定
冬期占用幅：1.0m/人を基本に、

様々な歩行速度、歩行目的に合致
した幅の設定を行う。

・確保=1.5m（1.0m；特例値）

・安全=2.0m
・円滑～快適=3.0～3.5m

路面状態の設定 歩行者属性（一般人、高齢者、障
害者、児童園児）に応じた歩行速
度、歩行目的が提供できる様に安
全性を提供できる路面状態を設定
する。

(3)歩行空間の状態設定(3)歩行空間の状態設定
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図-2 サービスレベルを設定する考え方 
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し、実際の状況を考えると歩道周

辺には、例えば交通量のピーク発

生状況、主要なバス停などでのた

まりの発生状況、水たまりや堆雪

などの路面状況などの付加的な事

項により、提供するサービスレベ

ルは低下してしまうことが考えら

れる。また交通弱者にとっては、

必ずしも安全な歩行が可能ではな

い可能性がある。よって、基本交

通量に加え、付加的な事項を踏ま

えたサービスレベルの設定フロー

を図-3 に整理した。 

 

［成果の発表］ 
・ 冬期道路管理水準設定における

課題と今後の方向性、第 17 回

ふゆトピア研究発表会論文集

(CD)掲載、2005 年 2 月 
 

［成果の活用］ 

車道に関しては、今後は地域に応

じたサービス・管理水準を設定する

考え方を地整等の意見を踏まえてま

とめていく予定である。 

歩道に関しては、今回まとめたサ

ービスレベルを設定する考え方に、

さらに適切な管理手法を選択する考

え方を付け加え、地整等の意見を踏

まえながら現場への適用性を高めて

いく予定である。 

 

 

 

 

 

車いす利用者が存在する場合３%以下２cm

高齢者、障害者が多く存在する場合５%未満５cm
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1時間あたりの最大歩道交通量

50人/時間 以下

1時間あたりの最大歩道交通量

50～400人/時間

1時間あたりの最大歩道交通量

400人/時間 以上

主要な駅、バス停、学校、
大規模オフィスなどがあ
り、交通量のピークが上記
の1時間のうちの数分間に集
中する

主要なバス停や施設の前面
において、人のたまりが頻
繁に発生する。

ルート上に交差点が多く、
路上における歩行者の停止
時間が長い。

ルート上に交差点が多く、
路上における歩行者の停止
時間が長い。

路面の状況、周辺環境等に
より、部分的な水たまり、
堆雪、凍結等が発生しやす
い。

路面の状況、周辺環境等に
より、部分的な水たまり、
堆雪、凍結等が発生しやす
い。

沿道に利用者の多い商業施
設が集積している。
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円滑・快適
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高齢者や身体障害者が多く
存在している。

NO

YES 高齢者や身体障害者が多く
存在している。

NO

YES

車イス利用身体障害者が存
在する。

YES

NO

表-2 サービスレベルと歩行空間の状態（案） 

図-3 付加的事項を踏まえたｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙ設定ﾌﾛｰ（案）
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３．２ 地方整備局等依頼経費 
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交通事故データ等による事故要因の分析 
Evaluation of Road Safety Facilities using Road Traffic Accident Database 

（研究期間 平成 16～17 年度） 
 
道路研究部道路空間高度化研究室    室 長 森 望 
Road Department, Advanced Road Design and Safety Division Head Nozomu Mori 
 研究官 池田 武司 
 Researcher Takeshi Ikeda 
 交流研究員 宮下 直也 
 Guest Research Engineer Naoya Miyashita 
 

In this study, how road safety facilities reduce road traffic accidents was evaluated using 
before/after analysis, in order to make it possible to predict effects of installing road safety facilities 
before their installation. The analysis derives differences of accident rate between before and after 
installation of each road safety facilities. 
 
［研究目的及び経緯］ 
 平成 16 年の交通事故死傷者数は 119 万人にも上り、

過去最悪を更新しているなど、日本における道路交通

安全を取り巻く状況は厳しい。 
 道路行政においては、交通安全に関連した具体の施

策は、その達成目標とともに「道路行政の業績計画書」

に示されている。ここでは、死傷事故率をベンチマー

クとし、その削減を図るために、死傷事故率の高い区

間を抽出して重点的に対策を行うこととしている（優

先度明示方式）。また「交通事故対策・評価マニュアル」

や「交通事故対策事例集」を用いて、科学的な分析に

基づく効果的な対策立案を支援することとしている。 
 本研究は、これらに基づく対策を実施する際、対策

を実施することによる事故削減効果をあらかじめ予測

し、妥当性と実現可能性を持つ達成目標の設定と、効

果的な対策工種の選定を行うことができるよう、交通

安全対策工種別の定量的な事故削減効果を分析するも

のである。 
［研究内容］ 

（1）マクロデータを用いた分析 
 交通事故統計データと道路交通センサスデータを事

故の位置情報をキーデータとして統合した交通事故統

合データベースに、道路の諸施設や道路構造などを収

録した道路管理データベース（MICHI）を統合したデ

ータを用いて、交通安全対策工種別に、その設置前後

の事故発生状況の差を分析した。ここでは、MICHI デ
ータで分析可能な 7 工種（いずれも単路部）を対象に

分析を行った。事故削減効果は事故率削減率「(設置後

事故率-設置前事故率)/設置前事故率」を用いて評価し

た。ただし、視線誘導標と連続照明については、昼間

事故の増加を勘案した夜間事故の減少割合（以下、夜

間事故減少率と称する）「1-(設置後夜間事故率/設置前

夜間事故率)/(設置後昼間事故率/設置前昼間事故率)」

を、排水性舗装は同様の考え方で雨天時事故減少率を

用いて効果を評価した。分析は施設が平成 10～11 年に

設置された区間を対象とし、設置前 2 年間と設置後 2
年間のデータを分析対象とした。なお対象道路は一般

国道（指定区間）で、平成 8～13 年のデータを用いた。 
（2）事故多発地点対策に関するデータを用いた分析 
 平成 8～14 年度に実施された事故多発地点緊急対策

事業実施箇所におけるフォローアップ調査結果（平成

15 年度実施）を用いて、交通安全対策工種別に、その

設置前後の事故発生状況の差を分析した。ここでは調

査対象のうち、サンプル数を確保するため同種・同類

の対策工種を集約した、単路 20 工種、交差点 20 工種

を対象に、単一の工種のみを設置している箇所のみを

対象として分析を行った。事故削減効果は、設置前の

事故件数（平成 2～5 年平均）と設置後の事故件数（設

置翌年～平成 14 年平均）を用いて、事故件数削減率

「(設置後事故件数-設置前事故件数)/設置前事故件

数」を算出して評価した。ここでは、箇所ごとに設置

後の年次にばらつきがあり、交通量を特定しにくいた

め、事故率ではなく事故件数で比較した。 
［研究成果］ 

 （1）の分析の結果の一例を表-1 に示す。なお、割

愛するが、沿道条件別（DID、その他市街地、平地、

山地）、車線数別（2 車線、4 車線以上）でも同様の分

析を行っている。また、（2）の分析の結果の一例を表

-2 に示す。なお、対策工種により、ねらいとする事故

類型が異なることから、対策工種が着目する事故類型
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を設定し、網掛けの有無で示している。（2）の分析で

は交通量の変化を勘案しておらず、交通量と全体

の事故件数が増加傾向にある中、事故抑止率の考

え方を用いた指標を用いることも考えられる。こ

こでは割愛しているが、別途算出を行っている。 
 以上の分析結果を用いて交通安全対策工種別

の事前の定量的な効果予測を行うことが可能と

なる。その際は、（1）と（2）の両者の分析結果

の特徴を勘案し、適宜選択して利用する必要が

ある。例えば、（2）は（1）と比較して、多くの

工種の効果を評価することができる一方、サン

プル数を確保しにくいという特徴がある。 
 なお、例えば防護柵については、防護柵衝突事

故が増加する傾向が見られた。このような副次的

な影響を複数の対策を実施することで緩和するこ

とも考えられることから、今後、複数の対策工種

を組み合わせた場合の効果を分析する予定である。 
 以上の分析に加え、各工種の形式別の分析（図

-1に中央帯の分離帯有無別の分析結果を示す）や、

交通安全施設整備状況とそれに伴う事故削減効果

の分析（図-2 に中央帯の設置延長と、現状設置さ

れている箇所の事故件数の経年変化を示す）も実

施した。これらは、道路行政における施策・対策

実施の効果を道路利用者や国民、沿道住民に説明

する材料としても活用可能である。 
［成果の発表］なし 

［成果の活用］ 

 本省道路局・各

地方整備局と連携

し、対策の事故削

減目標設定や効果

的対策の立案、道

路側の交通安全対

策説明等への活用

を行う。 

表-2 工種別の設置前後の比較

正
面
衝
突

追
突

出
会
い
頭

左
折
時

右
折
時

歩道 24 40.3 35.5 -7.4 -227.8 -63.3 -70.2 63.2 -2.3 

立体横断施設 0

中央帯 8 13.7 16.7 8.1 -34.0 -453.3 5.8 79.0 -10.1 

眩光防止施設 1 75.0 -200.0 -100.0 -44.4 

植栽の整理 7 56.7 36.3 -45.0 20.4 -305.3 -456.2 49.2 -21.2 

線形改良 8 23.8 10.0 -8.0 -37.0 -103.8 -9.4 -5.9 -12.6 

道路照明 79 55.2 55.3 -1.7 -11.2 11.4 -120.8 37.3 20.2

警戒標識 17 57.6 76.0 -26.5 -161.0 -17.9 -34.4 68.2 22.2

案内標識 5 -20.0 78.2 6.4 -506.7 -73.3 -28.5 94.4 10.0

路面標示 19 25.0 76.6 12.2 -77.9 -60.8 -35.7 57.4 11.2

車道外側線、中央線、境界線 19 13.3 -32.4 -6.1 -22.7 -113.6 -71.1 24.9 -10.5 

車線幅員等 22 23.2 65.9 -17.0 7.3 -5.8 4.4 6.6 13.3

防護柵 10 -12.6 26.7 -27.1 -103.2 -21.8 -59.3 -6.7 -15.3 

道路反射鏡 4 33.3 52.0 9.4 -100.0 -166.7 -63.6 45.5 1.5

視線誘導標 27 27.0 33.7 -32.1 -15.2 -49.1 -117.6 8.8 -6.0 

速度抑制施設 0

滑り止め舗装 29 -7.4 65.1 -36.2 -61.4 -8.0 -167.3 24.3 -16.7 

排水性舗装 6 -41.0 100.0 -52.5 -109.5 -251.1 -134.5 -1500.0 -53.6 

舗装その他 8 3.6 20.7 -19.9 -181.4 30.0 -90.3 50.6 -3.7 

バイパス 13 65.2 75.2 75.8 -26.7 100.0 -277.8 37.4 53.6

歩道 1 100.0 100.0 55.6 100.0 -300.0 65.2

立体化 7 54.4 43.3 -13.6 55.0 -7.5 57.2 4.0 38.0

線形改良 34 26.0 3.0 -67.5 45.3 -32.1 -17.2 -37.0 -9.7 

右折レーン 33 31.2 23.0 -7.1 53.1 10.3 38.5 -14.0 30.8

左折レーン 2 41.3 100.0 24.7 14.3 -50.5 -12.7 100.0 12.7

立体横断施設 0

中央帯 5 42.9 100.0 29.2 56.9 8.9 42.0 40.0 50.0

視距改良 3 -50.0 -55.3 31.4 -116.0 7.4 100.0 26.1

道路照明 55 34.7 43.8 2.7 27.5 -8.6 2.5 49.3 21.4

警戒標識 5 40.0 -210.9 67.0 50.0 -20.0 100.0 -9.8 

案内標識 4 41.9 -79.5 -7.1 -16.7 -49.2 -16.7 -27.1 

路面標示 24 40.3 -93.3 -31.9 18.4 11.1 24.2 -8.9 9.7

導流帯 3 41.8 -57.3 36.0 -23.3 -7.9 83.3 -0.6 

防護柵 5 10.1 32.8 -12.5 -10.4 -19.4 -50.0 18.0

道路反射鏡 2 -700.0 100.0 17.4 14.5 -100.0 8.3 60.0 1.8

カラー化 6 12.8 33.3 1.1 53.3 15.9 33.1 100.0 29.2

滑り止め舗装 13 25.1 -66.7 -26.5 54.4 16.8 29.6 48.1 13.9

排水性舗装 9 47.0 54.3 26.5 -0.1 53.3 12.8 85.2 30.2

舗装その他 1 -140.0 90.0 100.0 60.0

バイパス 3 91.8 71.4 56.0 77.1 78.6 77.1 85.7 70.5

交
差
点

人
対
車
両

車
両
単
独

死
傷
事
故
計

単
路
部

対策名

単
交
区
分

実
施
箇
所
数

車両相互

注 1）網掛け以外の部分が、各工種が着目する事故類型を示す 
注 2）サンプル数が 5 未満の工種名に網掛けをしている 

表-1 工種別の設置前後の比較 

通
行
中

横
断
歩
道

横
断
中

そ
の
他

横
断
中

人
対
車
両

そ
の
他

計

正
面
衝
突

追
突

出
会
い
頭

左
折
時

右
折
時

車
両
相
互

そ
の
他

防
護
柵
衝
突

そ
の
他

工
作
物
衝
突

路
外
逸
脱

車
両
単
独

そ
の
他

計

761 35.3 86.1 16.8 -223.5 3.6 -29.9 -34.4 -17.1 -2.3 -15.1 -4.1 -22.0
610 34.9 79.2* -1.9 -23.6 11.1 66.2* 4.0 17.8 9.6

車両の対向車線
への逸脱防止

245 死傷事故対象 100.0 － 37.3 29.5 59.7* 9.2 -56.6 53.0 100* -25.9 -144.3 14.6 100.0 -34.3 10.5

車両の路外逸脱
防止

1,687 カーブ区間対象 100.0 － 53.1 6.1 23.5 -23.8 46.4 21.8 29.6 -37.5 -40.8 -4.3 -87.8 -31.4 -11.3

反射式 4,050 37.9 8.3 2.8 17.1 -50.8 14.1 13.5 19.2 10.3
自発光式 413 -108.3 6.2 23.9 15.1 -25.0 -34.6 27.6 43.3 21.0

449 夜間事故減少率 -56.7 -42.9 11.3 21.0 52.0 -19.4 14.3 37.4 15.8
1,063 雨天時事故減少率 -10.6 -4.5 -3.1 30.2 -107.8 24.2 0.9 61.0 2.0

事故計

歩道

対策
設置

区間数
個別集計条件

人対車両

排水性舗装

視線誘
導標

カーブ区間対象
夜間事故減少率

連続照明

中央帯

防護柵

車両相互 車両単独

注 1）網掛け以外の部分が、各工種が着目する事故類型を示す 
注 2）「施設の有無別の事故率に差がない」ことを帰無仮説として母平均の差の検定を行った結果、有意水準 5%で帰無仮説が棄却されたものに*を付与 
注 3）分析の都合上、「人対車両」と「車両単独」については、個別の事故類型で集計しているものと合計値のみで集計しているものに分かれる。個別事故

類型と合計値の、集計を行わなかったどちらか一方に斜線を引いている 
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図-1 中央帯・分離帯有無別事故率（4 車線以上） 
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図-2 中央帯延長と事故件数の推移 
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多様な道路利用者に対応した道路交通環境に関する調査 
Study on road traffic environments for various road users 

 
（研究期間 平成 16～17 年度） 

 
道路研究部 道路空間高度化研究室               室 長   森  望 
Road Department   Advanced Road Design and Safety Division   Head   Nozomu Mori 
      研 究 官  池原 圭一     研 究 員  蓑島 治 
      Researcher   Keiichi Ikehara    Research Engineer   Osamu Minoshima 

      交流研究員  河合 隆 
       Guest Research Engineer   Takashi Kawai 
 
 This study focused on intersection lightings which are bearing important role to improve visual 
environment for drivers at night, and carried out traffic accident analysis and visibility evaluation 
experiments to clarify required illuminance by intersection lightings. 
 
［研究目的及び経緯］ 
 現在の道路交通環境の整備は、高齢運転者や歩行者

等への配慮など、従来にも増してニーズは多様化して

いる。多様な道路利用者が、安全かつ安心して利用で

きる道路整備を行うにあたり、現状の道路交通環境に

対して、ヒューマンエラーが生じにくくかつ快適に道

路を通行するためには、どのような改善を行う必要が

あるかを把握しなければならない。本研究では、夜間

の運転者の視環境を改善し、いわゆるヒューマンエラ

ーを防止するために重要な役割を担っている交差点照

明に着目し、事故分析と視認性評価実験から交差点照

明の必要照度について検討を行った。 
［研究内容］ 
１．平均路面照度と照明の事故削減効果に関する分析 

照明の明るさによって、事故削減効果がどのように

変化するのかを把握するために、交差点の平均路面照

度（以下、平均照度という）と夜間事故発生状況の関

係について調査した。 
調査対象は、関東地方整備局管轄、および千葉県管

轄の事故危険箇所に登録されている交差点とした。照

明による事故削減効果を表す指標は、交差点照明が夜

間のみの交通安全対策であるため、夜間の事故率を昼

間の事故率で除したもの（夜間事故率／昼間事故率、

以下、昼夜の事故率比という）で表すこととした。分

析条件を表 1 に、平均照度、平均照度均斉度と昼夜の

事故率比の関係についての分析結果を図 1 に表す。 
図１から、平均照度が低い場合と 25Lx 近辺におい

て、昼夜の事故率比の低下の傾きが大きくなっている。

平均照度が低い場合は、照明の有無による効果が大き

く現われたものと考えられ、25lx 近辺では、照度が高

くなることによる効果に加えて、平均照度均斉度も

CIE の勧告 1)の推奨値である 0.4 に近くなり、良好な

照明環境が得られていることから、照明による効果が

大きく現われたものと考えられる。また、照度 25Lx
以上での、昼夜の事故率比の減少はほとんど見られな

かった。このことから、本調査の対象である事故危険

箇所のような交通事故が発生しやすい場所では、交差

点照明の照度レベルは 25Lx、平均照度均斉度は 0.4
程度確保することが、交差点照明による効果的な夜間

の事故削減対策を実施するうえで一つの目安になると

考えられる。 

表 1 分析条件 
対象箇所 関東地方整備局、千葉県管内の事故危険箇所に登録されている交差点

対象箇所数 関東地方整備局：２５０箇所、千葉県：１１７箇所、計：３６７箇所

事故データ

１箇所につき、平成８～１０年、１１～１３年の各３年間をそれぞれ１サンプ
ルとした（１箇所に付き２サンプル）
但し、昼間事故または夜間事故が１件も発生していないものはサンプルか
ら除去した

有効データ数 ５６８サンプル

交通量
平成８年～１０年は平成９年のセンサスデータ、平成１１～１３年は平成１
１年のセンサスデータを用いた

図 1．平均照度、平均照度均斉度と昼夜の事故率比の関係 
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２．視認性評価実験 

交差点照明における必要最低照度を見極めることを

目的として、視認性評価実験を実施した。 

２．１照明条件の設定 

照明条件は表 2 のとおりに設定した。設定照度は、

CIE の勧告 1)の照度基準値の最低照度である 10Lx を

基本とし、15、10、5Lx、照明なしの 4 段階とした。

実験で確認する照明条件の組み合わせは、照明配置と

設定照度の組み合わせで 10 通りとした。 

２．２実験内容・方法 

実験用実大交差点を表 2 の照明条件で照明し、表 3

に示す実験条件にて、静止実験と走行実験を直進、左

折および右折のそれぞれの挙動について実施した。各

評価項目を表 4、実験概要図を図 2 に表す。 

２．３実験結果 

各評価項目において、評点 3 以上の回答（視認性評

価においては「まあまあ見える」以上、印象評価にお

いては「許容できる」以上）をしたモニターの割合を

支持率とし、実験結果を表 5 にまとめた。5Lx 以下で

は、照明配置に係わらず、視認性評価、印象評価とも

支持率が 80%に満たない評価項目が大半を占めてい

る。一方、10Lx 以上では、静止実験において横断歩

道上の歩行者（①、③、⑤、⑧）の視認性評価におけ

る支持率が高く、一部の乱横断歩行者（④、⑦）や横

断待機者（⑨）の支持率は低いが、走行実験ではこれ

らの支持率（⑭、⑮）も高くなっている。また、印象

評価でも 80%以上の支持率を得ている評価項目が多

くを占める。これらのことから、交差点照明における

平均照度に 5Lx を適用するのは問題があり、最低でも

10Lx 以上確保することが望ましいといえる。 

［研究成果］ 
 16 年度の調査研究により、次の各点を得た。 
① 事故分析から、事故危険箇所のように交通事故が

発生しやすい場所において、交差点照明による効

果的な事故削減対策を実施するには、平均照度は

25Lx、平均照度均斉度は 0.4 程度確保することが

一つの目安となることを把握した。 
② 視認性評価実験から、交差点内の必要照度は 10Lx

であることを把握した。なお、今後は交差点周辺

光環境に対応した必要照度基準を検討する必要が

ある。 
［成果の発表］ 

平成 17 年照明学会全国大会に論文投稿予定。 

［成果の活用］ 
 照明に関する基準類の改訂に資する。 
［参考文献］ 
1) Commission Internationale de l’Eclairage(CIE)： 
Recommendations for the lighting for motor and pedestrian traffic NO-115,1995 

表 4．評価項目 
評点

5：非常によく見える、4：よく見える、3：まあまあ見える、
2：かろうじて見える、1：見えない
　視対象
　静止直進車両からみた横断歩行者①③と乱横断歩行者②④
　静止左折車両からみた横断歩行者⑤横断待機者⑥乱横断者⑦

　静止右折車両からみた横断歩行者⑧横断待機者⑨乱横断者⑩
5：非常によく見える、4：よく見える、3：まあまあ見える、
2：かろうじて見える、1：見えない
　視対象
　走行直進車両からみた横断待機者⑪と乱横断待機者⑫
　走行左折車両からみた横断待機者⑬と乱横断待機者⑭
　走行右折車両からみた横断待機者⑮と乱横断待機者⑯

歩行者に対する
危険感（Ａ）

5：危なくない、4：やや危なくない、3：許容できる
2：やや危ない、1：危ない

運転のしやすさ
（B）

5：運転しやすい、4：やや運転しやすい、3：許容できる
2：やや運転しにくい、1：運転しにくい

運転するための
交差点の明るさ（Ｃ）

5：明るい、4：やや明るい、3：許容できる
2：やや暗い、1：暗い

安全面から考えた
照明状態（D）

5：安全、4：やや安全、3：許容できる
2：やや危険、1：危険

評価項目

横断歩行者の視認性

静
止
実
験

横断歩行者の視認性

走
行
実
験

視
認
性
評
価

視
認
性
評
価

印
象
評
価

交差点構造 4車線×4車線
道路幅員 13m

モニター
運転経験のある免許保有者20名

年齢22～78歳

横断歩行者の服装 上着、ズボンとも黒色
車両の前照灯 すれ違いビーム

表 3．実験条件 

図 2．実験概要図 

静止実験時の観測車両の位置は、右折待機場所とした。

右折車両からみた横断歩行者の視認性
静止実験、走行実験時とも、前照灯を点灯した停止車両を配置した。

走行実験時、モニターは徐行しながら右折した。

40ｍ

５ｍ

観測車両

停止車両

停止車両

⑧
⑨（静止実験）

⑮（走行実験）

（静止実験）⑩
（走行実験）⑯

5m

静止実験時の観測車両の位置は、進入先道路の車線端から5mの位置とした。

５ｍ

静止実験、走行実験時とも、前照灯を点灯した停止車両を配置した。

走行実験時、モニターは徐行しながら左折した。

左折車両からみた横断歩行者の視認性

観測車両

停止車両

停止車両

⑤（静止実験）⑥
（走行実験）⑬

（静止実験）⑦
（走行実験）⑭

5ｍ

走行実験時、モニターは60km/hの速度で交差点を通過した。

それぞれの視対象まで
４０ｍ

5ｍ

直進車両からみた横断歩行者の視認性

①② ③ ④

⑪（走行実験）⑫（走行実験）

表 2．照明条件 

照明配置

配置Ａ 配置Ｂ 配置Ｃ

配置の詳細 隅切り部に配置 設置基準による配置
設置基準の配置に加
え、隅切り部にも配置

設定照度
使用光源

15Lx、10Lx、5Lx、照明なし
高圧ナトリウムランプ

照明

表 5．実験結果 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ （Ａ）（B） （C）（D） ⑬ ⑭ （Ａ）（B）（C） （D） ⑮ ⑯ （Ａ）（B） （C）（D）
A15 △ △ ○ △ ○ ○ × ○ × × ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △
B15 ○ ○ ○ △ ○ ○ × ○ × ○ ○ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
C15 ○ ○ ○ △ ○ △ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
A10 △ ○ ○ × ○ △ × ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
B10 ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
C10 ○ ○ ○ △ ○ △ × ○ × ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
A5 × △ × × ○ × × △ × × ○ △ △ △ × × △ △ × △ × △ △ △ △ △ × ×
B5 ○ △ △ × ○ △ × ○ × △ △ × × × × × ○ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △
C5 △ △ × × △ △ × △ × × △ △ × △ × × △ △ △ △ △ × △ △ △ △ × ×

照明なし × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

視認性評価

・各評価項目において、評点３以上の回答をしたモニターの割合を支持率とし、８０％以上の支持率を○、６０％以上８０％未満の支持率を△、
　６０％未満の支持率を×とした

・表中の視認性評価における①～⑯は、各視対象を表す

・表中の印象評価の（Ａ）～（D）は、（Ａ）：歩行者の対する危険感、（Ｂ）：運転のしやすさ、（Ｃ）：運転するための交差点の明るさ、
　（Ｄ）：安全面から考えた照明状態、の評価を表す

静止実験 走行実験
右折左折直進

・表２に示す照明配置と設定照度との組み合わせより、A15、A10、Ａ5、B15、B10、B5、C15、C10、C5、照明なしとした

左折 右折
印象評価 視認性評価 印象評価 印象評価視認性評価

直進
視認性評価
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人優先の道路空間づくりの方策と効果に関する調査 
Measures and effects of improving road space suitable for pedestrians 

 
（研究期間 平成 16～17 年度） 

 
道路研究部 道路空間高度化研究室               室長  森  望 
Road Department   Advanced Road Design and Safety Division   Head   Nozomu Mori 
                               主任研究官 高宮 進 
                           Senior Researcher   Susumu Takamiya 
 
 In resent years, it is desired that an existing road space is used properly and that a safe and 
comfortable road space is provided. Therefore, zonal road development for a daily life and/or transit 
mall is being promoted in 48 areas in Japan. It is essential to grasp a process of planning measures 
and an effect of measures and to accumulate technical knowledge. In this study, the states of the 48 
areas were surveyed and some issues and direction of provisions for them were discussed. 
 
［研究目的及び経緯］ 
 自動車優先の道路整備から人優先の道路整備へと施

策が展開する中で、既存の道路ストックを活用しつつ、

安全で快適な道路空間を提供していくことが望まれて

いる。このため、歩行者・自転車優先施策として、く

らしのみちゾーン・トランジットモールの推進が進め

られており、全国から 48 地区が対策実施地区に選定

されている。これらの地区での対策立案や合意形成等

の経過、対策の効果、残された課題等については、調

査・分析、評価を進め、技術的知見の収集と継承を図

ることが望ましい。 
 16 年度は、対策実施地区 48 地区の進捗状況を整理

するとともに、地区内で実施される交通安全対策の効

果（対策による自動車速度抑制効果、面的交通静

穏化効果等）、社会実験が及ぼす効果等に関して、

48 地区の中からそれぞれ数地区を選定し調査を

行った。 
［研究内容］ 
１．双方向通行道路での速度抑制策の効果等調査 
 くらしのみちゾーンでは、通行する自動車の速

度を適切な速度へと抑制するため、ハンプ、狭さ

く等が設置される。狭さくは、これまで一方通行

の道路を中心に設置されてきたが、すれ違う自動

車が互いに道を譲ることによる自動車の速度抑制

を期待して、近年では双方向通行の道路に設置す

る例もみられる。ここでは、双方向通行道路に狭

さくを設置した社会実験において、自動車の走行

速度や自動車のすれ違い時の状況等を調査した。 
 狭さくの設置状況を写真-1 に示す。写真のように、

この場所では自動車の通行空間を片側から狭めた。狭

さくにおける自動車通行部分の幅は 4m、狭さくの長

さは道路の延長方向に 7m であった。通行する自動車

からランダムにサンプルを選定し速度プロフィルを計

 

写真-1 双方向通行道路における狭さくの設置 
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図-1 狭さく設置箇所における待合せ発生回数 
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測したところ、50 サンプル中 9 サンプルが、対向車と

の待合せのために速度を 10km/h 程度まで低下させて

いた。狭さく設置箇所における待合せ発生回数は図-1
に示すとおりで、多い場合には 1 分間に 1 回程度の割

合で待合せが発生した。一方で、待合せが発生しない

場合も多く、この場合は、走行速度が抑えられること

はほとんどなかった。この結果、狭さくにより待合せ

が発生する場合は期待通り速度抑制はみられるものの、

待合せが発生しない場合も考慮して、例えば狭さくと

ハンプを組合せるなどの対応が必要であることを考察

した。 
２．面的な交通静穏化効果把握のための調査 
 くらしのみちゾーンでの対策実施前後における面的

な交通量等の変化を把握するため、ここでは、対策実

施前段階にある地区において、ナンバープレートによ

る交通量調査を行った。 
 図-2 は調査を実施した地区である。この地区は、

地区の東側・北側に 2 車線の幹線系道路があるも

のの地区の西側にはそのような道路はなく、A-B
間、A-C 間で通過交通がみられている。この地区

では A-B 間、A-C 間でハンプ等の設置を検討して

おり、ここでは、調査からこれら道路に関わる対

策実施前段階での交通量を得た。図-3 に流入・流

出交通量、図-4 に A から流入した自動車の通過経

路と通過交通量を示す。図から、A、B、C におけ

る流入・流出交通量が多く、やはり A-B 間、A-C
間での通過が多いことがわかる。地区での対策実

施後には、再度調査を行い、これら交通量がどう

変化するかを把握する予定である。 
［研究成果］ 
 16 年度の調査研究により、次の各点を得た。 
① 双方向通行の道路に狭さくを設置した社会実験で

は、狭さくにより対向車との間の待合せが発生す

る場合において、自動車の速度抑制がみられた。

一方、待合せが発生しない場合は走行速度が抑え

られることは少なく、何らかの対策を重ねて行う

ことなどが必要と考えられた。 
② くらしのみちゾーンでの対策実施前後における面

的な交通量等の変化を把握するため、対策実施前

段階での交通量調査を行い、流入・流出交通量、

地区内通過経路及び通過交通量等のデータを把握

した。 
［成果の活用］ 
 16 年度は、くらしのみちゾーンで実施される各種対

策の効果等について調査・分析した。今後もこれら調

査により効果等を収集・分析・評価しかつ蓄積して、

人優先の道路空間づくりに資する。 

Ａ

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ
地区境界

図-2 調査対象地区と地区出入口 
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冬期道路管理手法に関する検討 
Research on winter road management 

 
（研究期間 平成 16～17 年度） 

 
道路研究部 道路空間高度化研究室          室 長       森 望 

Road Department                  Head        Nozomu Mori 
Advanced Road Design and Safety Division       研究官       池原 圭一 
                          Researcher     Keiichi Ikehara 
                          研究員       蓑島 治 
                          Research Engineer Osamu Minoshima 
 

This research project summarizes concepts applied to establish rational winter road 
management standards corresponding regional and road traffic characteristics in order to switch to 
winter road management based on a specific standard. 

 
 
［研究目的及び経緯］ 
冬期の道路管理は、道路利用者のニーズの多様化な

どにより、より安全で快適な冬期道路交通の確保が望

まれている。それに対して、道路管理者側では明確な

管理水準が確立していないことから、客観的な基準に

よる合理的な除雪や路面凍結対策などが行えていない

ため、事業費の高騰を招いている。本調査では、管理

基準に基づく雪寒事業への転換を目指し、地域や道路

の特性に応じた合理的な管理水準を定める考え方をま

とめるものである。 
 

［研究内容］ 

16 年度は、既存データ（トラフィックカウンタ、テ

レメータ等）をもとに気象条件と現状の実態として提

供されているサービスの程度（速度）との関係を分析

するとともに、今後の分析に必要な路面データの取得

方法を提案した。また、これら分析結果などをもとに、

現状管理レベルの問題点とその要因を整理し、海外の

先進事例を参考に改善の方向性と実現に向けた課題を

整理した。 

 
［研究成果］ 

(1)既存データに基づく実態の検証 
現状の実態として提供されているサービスの程度を

検証するため、国道沿道に設置されているトラフィッ

クカウンタ及びテレメータなどのデータを入手した。

データを入手した地点は、北海道、東北、北陸を対象

に、地域・交通量・積雪量毎にある程度の傾向を把握

できるように配慮して各２地点ずつ選定した。時間降 

 
 

雪量と走行速度低減率（非降雪時の走行速度を 100 と

し、時間降雪量別の走行速度を百分率で表した）との

関係を図-1 に示す。平均値をみると時間降雪量が多く

なると走行速度が低下する顕著な傾向があるが、各地

点のプロット値は、時間降雪量が多くなると走行速度

低減率にバラツキが見られる。この原因としては、気

象や道路構造などが影響していると考えられ、降雪の

有無・降雪量・気温・縦断勾配が走行速度に与える影

響を地点毎に詳細に分析した。その結果、寒冷の甚だ

しい地域では、気温が下がるほど走行速度が上昇する

傾向がみられること、短時間で大雪の降る地域では、

時間降雪量が 5cm を超えると走行速度低減率が 50%
程度になること、5%程度の下り勾配部においては降雪

の有無により走行速度が大きく変化することを把握し

た。 
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以上の分析で、気象条件と現状の実態として提供さ

れているサービスの程度（速度）を整理したが、さら

に現状で要している管理コストについても調査した。

その結果、走行速度低減率が大きい箇所ほどコスト増

となる傾向を確認したが、交通量とコストとの関係に

は相関が見出せなかった。また、降雪量及び気温とコ

ストとの関係については、ある程度の相関がみられる

が、地域によっては異なる傾向を示す場合があること

を確認した。 
路面状態と速度との関係については、国道 17 号に

設置されている路面情報収集システムのデータを入手

した。現状では、このシステム以外に路面に関するデ

ータ収集が行われていないため、地域毎の路面状態と

速度との関係を調査することができない。よって、次

年度以降に地域毎の傾向を分析するため、雪道巡回時

にトラフィックカウンタの位置での路面状態等に関す

るデータ取得方法を提案し、今冬期にデータ取得の依

頼を行った。 
 
(2)改善方策の検討 

現状管理の実態を整理すると、地域により降雪の有

無・降雪量・気温・縦断勾配といった要因でサービス

の程度（速度）が異なる傾向にあり、さらに管理に必

要なコストを視点にしてみると、必ずしも降雪量の多

少や交通量の大小に応じたコストとはなっていない点

が問題としてあげられる。 
この要因としては、現状の出動基準による作業にお

いては、作業量が計測されているが作業の効果につい

ては評価されにくいことが影響していると考えられる。

請負業者の立場からみれば、よりよい仕事を実行する

ためにオーバーワークの方向に動機が働いてしまう傾

向にあると思われ、結果として提供しているサービス 

 

 

が地域により異なり、管理に必要なコストにもバラツ

キが生じていると考えられる。 

これに対して、スウェーデンとフィンランドにおけ

る請負業者との契約で特徴的な事例を表-1 に要約す

る。これら海外事例からみると、達成すべき水準が設

定されており、要求水準の達成に対して請負業者への

支払いが行われることが基本となっている。さらに、

民間の創意工夫を引き出すため、契約年数も長く、管

理区間も工夫により利益が出やすいように広範なエリ

アで契約されている。支払いシステムについても、作

業量ではなく気象条件などから支払額が決められるな

ど、費用を削減すれば利益につながるため効率的な管

理を行う動機が与えられている。 
以上を踏まえ、国内における改善の方向性と実現に

向けた課題を整理すると、①道路管理者として目標と

すべきサービス・管理水準を検討・設定する必要があ

り、②要求水準を達成できたかどうかを適切にモニタ

リングし、請負業者が納得する公平な検査・判断がで

きる指標の設定が必要である。さらに、③請負業者に

よる創意工夫が発揮できるような契約方法の検討が必

要である。 
 

［成果の発表］ 
・ 冬期道路管理水準設定における課題と今後の方向

性、第 17 回ふゆトピア研究発表会論文集(CD)掲
載、2005 年 2 月 

 

［成果の活用］ 

本成果をもとに、今後は地域に応じたサービス・管

理水準を設定する考え方を地整等の意見を踏まえてま

とめていく予定である。 

○契約期間は3～4年
○請負業者は道路維持契約
書の中で示されている管理
水準をどのように保証する
のか品質計画書の提出が求
められる。道路庁はその品
質管理システムが機能して
いるか監視する役割

○仕様に示された水準の達成に対して支
払い

○達成できない場合はペナルティが課せ
せられる

○一冬の標準的な塩と砂の量の上限が決
められており、上限まで使わなければボ
ーナスが与えられる

・業績連動による支払いであるため、民
間による創意工夫による効率化の動機が
与えられる

○交通量と道路規格(主要道・地方道など)に
応じた維持管理等級区分
○達成すべき水準の規定(例)
・摩擦係数:通常は0.3を2時間以内に回復する
、路面温度-6℃以下では0.25以上
・除雪:降雪中またはその後の作業サイクル○
時間中は、最大積雪深○cm以下に抑える
・路面の平坦性:平坦性○cm以上を超えては

ならない

フィンランド

維持管理の効
率が上がり、
2001年度は
1992年度に比
べ、約20%の

支出削減達成

○監督者に対する教育訓練
の充実
○管理契約エリアが600～
1000kmで、請負側にとっ

て利益が出やすいとされて
いる

○作業量ではなく、気象条件や標準的な
滑り止め剤散布量などから支払額が決定

・請負業者は費用を削減すれば利益を上
げられるため、なるべく効率的な方法で
除雪を行う動機が与えられる

○交通量と国・地方道に応じた維持管理等級
区分
○達成すべき水準の規定(例)
・降雪時:最大積雪深○cm以下に抑えるよう
除雪
・降雪後:○時間以内に雪のない状態に戻す
・降雨後:○時間以内に良好な摩擦確保(摩擦
係数0.25以上)

スウェーデン

備考その他特徴支払いシステム仕様国名

○契約期間は3～4年
○請負業者は道路維持契約
書の中で示されている管理
水準をどのように保証する
のか品質計画書の提出が求
められる。道路庁はその品
質管理システムが機能して
いるか監視する役割

○仕様に示された水準の達成に対して支
払い

○達成できない場合はペナルティが課せ
せられる

○一冬の標準的な塩と砂の量の上限が決
められており、上限まで使わなければボ
ーナスが与えられる

・業績連動による支払いであるため、民
間による創意工夫による効率化の動機が
与えられる

○交通量と道路規格(主要道・地方道など)に
応じた維持管理等級区分
○達成すべき水準の規定(例)
・摩擦係数:通常は0.3を2時間以内に回復する
、路面温度-6℃以下では0.25以上
・除雪:降雪中またはその後の作業サイクル○
時間中は、最大積雪深○cm以下に抑える
・路面の平坦性:平坦性○cm以上を超えては

ならない

フィンランド

維持管理の効
率が上がり、
2001年度は
1992年度に比
べ、約20%の

支出削減達成

○監督者に対する教育訓練
の充実
○管理契約エリアが600～
1000kmで、請負側にとっ

て利益が出やすいとされて
いる

○作業量ではなく、気象条件や標準的な
滑り止め剤散布量などから支払額が決定

・請負業者は費用を削減すれば利益を上
げられるため、なるべく効率的な方法で
除雪を行う動機が与えられる

○交通量と国・地方道に応じた維持管理等級
区分
○達成すべき水準の規定(例)
・降雪時:最大積雪深○cm以下に抑えるよう
除雪
・降雪後:○時間以内に雪のない状態に戻す
・降雨後:○時間以内に良好な摩擦確保(摩擦
係数0.25以上)

スウェーデン

備考その他特徴支払いシステム仕様国名

表-1 スウェーデンとフィンランドの請負契約の特徴 
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冬期歩行空間管理手法に関する検討 
Research on winter sidewalk management 

 
（研究期間 平成 16～17 年度） 

 
道路研究部 道路空間高度化研究室          室 長       森 望 

Road Department                  Head        Nozomu Mori 
Advanced Road Design and Safety Division       研究官       池原 圭一 
                          Researcher     Keiichi Ikehara 
                          研究員       蓑島 治 
                          Research Engineer Osamu Minoshima 
 

This project summarizes concepts to be applied to establish a rational winter sidewalk 
management standard based on characteristics of the way that sidewalks are used and the region, 
and to select appropriate snow removal methods in order to switch to a rational standard winter 
sidewalks. 
 
［研究目的及び経緯］ 

積雪寒冷地域では、高齢化や過疎化の進展に伴い、

地域コミュニティーの崩壊や雪国の生活習慣の消失を

招いており、凍結による歩行者の転倒事故も多発して

いることなどから歩道除雪に対する住民の要望が高ま

っている。しかし、近年は車道の除雪費も高騰してい

るため、現在の道路管理者の除雪能力では、住民の要

望に充分に応えることが困難な状況である。また、一

部地域では、官民の連携により歩道除雪が行われてい

るが、官側の責任範囲が明確ではないことなどからあ

まり普及していない。本調査では、管理基準に基づく

雪寒事業への転換を目指し、歩道の使われ方の特性や

地域に応じた合理的な歩道の管理水準を定める考え方、

官民連携も含め合理的な除雪方法を選択する考え方を

まとめるものである。 
 

［研究内容］ 

16 年度は、歩道の利用特性や沿道特性などに応じて、

適切なサービスレベルを設定するための考え方を中心

にとりまとめた。 

 
［研究成果］ 

図-1 に冬期歩行空間を確保するための方針を決

めるにあたり、配慮する要因とサービスレベルを設

定する考え方をまとめた。以下に各段階における概

要をフローにそって整理する。 

(1)歩行ネットワークの設定 

歩行ネットワークの設定にあたっては、先ず地域 

の中で優先的に冬期歩行空間を確保するエリア（重 

 

 

点エリア）を大まかに把握する。なお、重点エリア

の設定は、都市構造（都市規模、産業構造など）と

気象条件から抽出するものとした。次に道路交通セ

ンサスをもとに実際に確保する路線を選定し、さら 

確保路線の選定

歩行空間確保重点エリアの設定

歩行空間確保における
歩行圏域の決定

都市構造により、大まかな重点エ
リアが決まる。

センサスデータにより冬期歩行空
間確保路線を選定。

目的地（着地）に対する冬期歩行
圏域の設定。

歩行圏域：L=500～1000ｍ

(1)歩行ネットワークの設定(1)歩行ネットワークの設定

(2)歩行空間確保時間帯の設定 歩行ネットワークに対し、調査に
よって把握できる時間特性を設定
する。

・常時：朝、昼、夕方

・朝夕：朝、夕（通勤通学）

・日中：昼（高齢者、私用目的）

歩行空間幅の設定
冬期占用幅：1.0m/人を基本に、

様々な歩行速度、歩行目的に合致
した幅の設定を行う。

・確保=1.5m（1.0m；特例値）

・安全=2.0m
・円滑～快適=3.0～3.5m

路面状態の設定 歩行者属性（一般人、高齢者、障
害者、児童園児）に応じた歩行速
度、歩行目的が提供できる様に安
全性を提供できる路面状態を設定
する。

(3)歩行空間の状態設定(3)歩行空間の状態設定

(4)サービスレベルの設定

空間確保方針の決定 住民合意形成

付加的事項

管理手法の決定 官民協調手法
工法コスト
判断

確保路線の選定

歩行空間確保重点エリアの設定

歩行空間確保における
歩行圏域の決定

都市構造により、大まかな重点エ
リアが決まる。

センサスデータにより冬期歩行空
間確保路線を選定。

目的地（着地）に対する冬期歩行
圏域の設定。

歩行圏域：L=500～1000ｍ

(1)歩行ネットワークの設定(1)歩行ネットワークの設定

(2)歩行空間確保時間帯の設定 歩行ネットワークに対し、調査に
よって把握できる時間特性を設定
する。

・常時：朝、昼、夕方

・朝夕：朝、夕（通勤通学）

・日中：昼（高齢者、私用目的）

歩行空間幅の設定
冬期占用幅：1.0m/人を基本に、

様々な歩行速度、歩行目的に合致
した幅の設定を行う。

・確保=1.5m（1.0m；特例値）

・安全=2.0m
・円滑～快適=3.0～3.5m

路面状態の設定 歩行者属性（一般人、高齢者、障
害者、児童園児）に応じた歩行速
度、歩行目的が提供できる様に安
全性を提供できる路面状態を設定
する。

(3)歩行空間の状態設定(3)歩行空間の状態設定

(4)サービスレベルの設定

空間確保方針の決定 住民合意形成

付加的事項

管理手法の決定 官民協調手法
工法コスト
判断

図-1 サービスレベルを設定する考え方 
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に歩行者の目 

的地 に応じ

て歩 行空間

確保 を行う

歩行 圏域を

設定 するも

のとした。 

(2)歩行空間

確保時間帯の設定 

歩行空間を確保する時間帯は、上記で設定さ

れる歩行ネットワークにより異なると考えられ、

また同じ道路でもピーク特性があり、平日と休

日による違いも想定される。よって、現地の歩

道利用実態を調査することで、各歩行圏域内に

おいて歩行空間を常時確保するのか、朝夕のみ

確保するのか、あるいは日中のみ確保するのか

を決定するものとした。 

(3)歩行空間の状態設定 

歩行空間として確保する幅と路面状態につい

て検討した。空間確保幅については、「道路構造

令」、「道路の移動円滑化整備ガイドライン」な

どを参考に、“確保”、“安全”、“円滑・快適”の

レベル毎に以下のように設定するものとした。 

・ 確保レベル：1.5m（最小値） 

なお、現場の道路構造から十分な幅員

が確保できない場合は特例値として

1.0m とする。 

・ 安全レベル：2.0m（標準値） 

・ 円滑・快適レベル：3.0～3.5m 以上 

路面状態については、歩行者属性に応じて既

往検討結果などをもとに、以下のように確保す

べき路面状態を設定するものとした。 

・ 高齢者・身体障害者：残雪深 5cm 以下、

勾配 5%未満 

・ 車いす利用者：残雪深 2cm 以下、勾配 3%

以下 

(4)サービスレベルの設定 

サービスレベルの設定は、(2)の確保時間帯に対し、

(3)の歩行空間の状態を提供するものとした。表-1

にサービスレベルと歩行空間の状態を整理したが、

サービスレベルは、ピーク時間交通量（歩行者交通

量）を基本交通量として設定するものとした。ただ

し、歩道周辺の付加的な事項により、提供するサー

ビスレベルは低下してしまうことが考えられるため、

基本交通量に加え、付加的な事項を踏まえたサービ

スレベルの設定フローを図-2 に整理した。 

 

 

 
 
［成果の発表］ 
・ 冬期道路管理水準設定における課題と今後の方向

性、第 17 回ふゆトピア研究発表会論文集(CD)掲
載、2005 年 2 月 

 

［成果の活用］ 

本成果をもとに、サービスレベルを設定する考え方、

さらに適切な管理手法を選択する考え方を地整等の意

見を踏まえてまとめていく予定である。 

車いす利用者が存在する場合３%以下２cm

高齢者、障害者が多く存在する場合５%未満５cm
3.0～3.5m400人/hr以上円滑・快適

５%未満５cm2.0m50～400人/hr安全

高齢者、障害者が存在する場合５%未満５cm

交通弱者がいない状態制約なし
1.5m(特例値1.0m)50人/hr以下確保

路面勾配（%）残雪深（cm）

路面状態
空間確保幅（m）

適用

歩行空間の状態

基本交通量
（ピーク時間交通量）

サービスレベ
ル

車いす利用者が存在する場合３%以下２cm

高齢者、障害者が多く存在する場合５%未満５cm
3.0～3.5m400人/hr以上円滑・快適

５%未満５cm2.0m50～400人/hr安全

高齢者、障害者が存在する場合５%未満５cm

交通弱者がいない状態制約なし
1.5m(特例値1.0m)50人/hr以下確保

路面勾配（%）残雪深（cm）

路面状態
空間確保幅（m）

適用

歩行空間の状態

基本交通量
（ピーク時間交通量）

サービスレベ
ル

表-1 サービスレベルと歩行空間の状態（案） 

 

1時間あたりの最大歩道交通量

50人/時間 以下

1時間あたりの最大歩道交通量

50～400人/時間

1時間あたりの最大歩道交通量

400人/時間 以上

主要な駅、バス停、学校、
大規模オフィスなどがあ
り、交通量のピークが上記
の1時間のうちの数分間に集
中する

主要なバス停や施設の前面

において、人のたまりが頻
繁に発生する。

ルート上に交差点が多く、
路上における歩行者の停止
時間が長い。

ルート上に交差点が多く、
路上における歩行者の停止
時間が長い。

路面の状況、周辺環境等に
より、部分的な水たまり、
堆雪、凍結等が発生しやす
い。

路面の状況、周辺環境等に
より、部分的な水たまり、
堆雪、凍結等が発生しやす
い。

沿道に利用者の多い商業施
設が集積している。

YES

NO

NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

確保
【幅員：1.5m】

安全
【幅員：2.0m】

円滑・快適
【幅員：3.0～3.5ｍ以

上】

　基
本
交
通
量

ピ
ー
ク
の
発
生
状
況

た
ま
り
の
発
生
状
況

交
差
点
の
状
況

路
面
の
状
況
等

沿
道
環
境

サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル

歩
行
者
属
性

高齢者や身体障害者が多く
存在している。
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YES 高齢者や身体障害者が多く
存在している。
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車イス利用身体障害者が存
在する。
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NO

図-2 付加的事項を踏まえたｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙ設定ﾌﾛｰ（案）
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自律的移動支援に関する調査検討 
Study and Investigation into Free Mobility Assistance  

（研究期間 平成 16 年度） 
 
道路研究部道路空間高度化研究室    室 長 森 望 
Road Department, Advanced Road Design and Safety Division Head Nozomu Mori 
 主任研究官 村田 重雄 
 Senior Researcher Shigeo Murata 
 

In this study, the original problem about the security policy of Free Mobility Assistance Project was 
examined to reference in ISO/IEC 17799 which is the methodology of the standard security to 
general-purpose computer systems. The technical-specifications of the system were examined being 
based on the verification experiment on a real way. 
 
［研究目的及び経緯］ 
我が国では、急速な少子高齢化がすすみ、今後は要

介護者と暮らし、介護者も高齢者になる社会になろう

としている。このような社会背景のもと、国土交通省

では、すべての人が持てる力を発揮し、支え合う「ユ

ニバーサル社会」実現に向けた取組の一環として、社

会参画や就労などにあたって必要となる「移動経路」、

「移動手段」、「目的地」などの情報について、「いつで

も、どこでも、だれでも」がアクセスできる環境づく

りを目指す自律移動支援プロジェクトに取り組んでい

る。 
 

［研究内容］ 

本調査検討では、汎用のコンピューターシステムに

対する標準的なセキュリティの方法論が示してある

ISO/IEC 17799 をベースとし、自律移動支援プロジ

ェクトが構築するシステム独自の問題について評価・

検討を行った。また、近畿地方整備局が実施する委託

研究で明らかにされる実道上での要素技術の検証実験

結果を踏まえながら、自律移動支援システムの技術仕

様素案について検討した。 
 
［研究結果］ 

(1)情報セキュリティポリシーの分析評価 
 自律移動支援プロジェクトの情報セキュリティポリ

シーを検討するにあたり、汎用的なコンピューターシ

ステムのセキュリティがガイドラインである ISO/IEC
をベースとして用いた。自律移動支援プロジェクトに

おいても、ネットワーク経由でサービス要求を受け、

結果を応答するサーバー系のセキュリティについては

ほとんどそのまま適用できると考えられる。 
しかし、自律移動支援プロジェクトのシステムがユ

ビキタスコンピューティング技術を活用していること

から、これまでのガイドラインでは考慮されてこなか

った新規のデバイスが多数登場してきている。そこで、

従来のコンピューターシステムでは考慮されてこなか

った、「タグ」、「携帯端末」「解決サーバー・コンテン

ツサーバー」「通信インフラ」「認証局」について特に

重点的に検討した。 
 検討にあたっては、特に、以下の機能に対する問題

について整理した。 
 機密性：アクセスを認可された者だけがアクセスで

きること 
 完全性：情報および処理が正確であることおよび完

全であることを保護すること 
 可用性：認可された者が、必要な時に、情報および

関連する資産にアクセスできること 
 そして、想定される脅威に対する対策として、純粋

に技術だけで対応する技術層、運用体制で対応する運

用層、社会教育および法制システムの整備によって対

応する社会層の３層に分類して検討し、その最適な層

や適切な組み合わせについて検討した。 
 主な検討結果について以下に示す。「タグ」で想定さ

れる主な脅威を表―１に、主な対策および留意点を表

―２に示す。 
表―１ タグで想定される主な脅威 

機能 想定される主な脅威 
機 密
性 

・格納情報およびそこに紐付けされた情報の漏
洩 
・通信ログの漏洩、不正管理によるプライバシ
侵害 

完 全
性 

・傷、汚れ、人為的データ破損、改竄 
・通信機器としてのハード障害、利用環境の変
化による障害、通信時のデータ欠損 
・不正な付け替え、設置ミス 
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可 用
性 

・傷、汚れ等物理的な要因による通信障害 
・不正な電波妨害 
・複数のリーダー／ライターの混在による電波
干渉 
・アンチコリジョン処理への干渉 
・想定していないエアプロトコルタグの混入に
よる通信不能 
・複数のタグが存在する中で最適なタグの識別

 
表－２ 主なセキュリティ対策の留意点（タグ） 

 
 
(2)技術仕様の検討 

近畿地方整備局が実施する委託研究で明らかにされ

る実道上での要素技術の検証実験結果を踏まえながら、

自律移動支援システムの技術仕様素案について検討を

おこなった。ここでは、検討の一例として、タグ入り

誘導ブロックの仕様検討結果について示す。 
タグ入り誘導ブロックについては、検証実験ならび

にこれまでの実験において、通信可能距離が著しく低

下する場合があることが指摘されており、㈱日立製作

所と凸版印刷㈱の協力を得て原因の特定行い、技術仕

様を検討した。 
タグ入り誘導ブロックで使用されているRF-IDタグ

のアンテナ回路は共振回路になっており、タグリーダ

ーから送信される周波数前後で共振するように設計さ

れている。しかしながら、実際に通信可能距離が低下

しているタグで共振周波数を測定すると、当初設定の

８割近くまで低下していた。従来から、アンテナコイ

ルから数 mm 以下の距離に水分があると、タグの共振

周波数が低下することが知られている。しかし、タグ

入ブロックで使用されている RF-ID タグは、アンテナ

コイルを含めて樹脂でモールドされており、たとえモ

ールドされた表面に水分が付着しても、共振周波数に

は大きな影響は与えないと考えられていた。 
そこで、まずタグ入り誘導ブロックに使用している

RF-ID タグを完全に水没させた状態で共振周波数を計

測したが、共振周波数はずれなかった。次に、同じ

RF-ID タグを高温多湿状態（60 度、90%RH）に長時

間（100hr）置いたところ、共振周波数が低下するこ

とが確認できた。さらにその状態から乾燥状態（70 度、

0%RH、24hr）に置いたところ、共振周波数が当初設

定値に戻ることが確認できた。 
そこでさらに、実際に道路に埋設し通信距離が低下

したタグ入りブロック（厚さ 60mm）を採取し２ヶ月

間乾燥させたところ、共振周波数が当初設定値に近づ

き、通信距離は回復傾向にあるものの、２ヶ月時点で

もまだ完全には回復していない。 
このことから、通信距離の低下はひび割れ等により

コンクリートブロック内部への水分の侵入したことに

より RF-ID タグが長時間水分に浸った状態になり、

RF-ID タグに水分が付着することになったと考えられ

る。対策としては、タグの構造改善、つまり、次のよ

うな吸水・防水対策の強化で解決が可能であると考え

られる。①モールド材を吸水率の低い樹脂に変更する、

②モールド樹脂と樹脂ケース間の接着力の向上、③ラ

ミネート済みコイルの採用による二重防水対策。 
また、一旦ブロック内部に水が浸入すると、なかな

か乾燥せず通信距離が回復しないことから、RF-ID タ

グをコンクリートブロックに内蔵するのではなく、コ

ンクリートブロックの下面に装着することとした。こ

れにより、ひび割れから浸透する水分の影響を排除す

るとともに、万一タグが故障した場合でも取替え可能

で、かつ、施工性も向上するのではないかと考えられ

る 
 

［成果の発表］ 
第１２回ＩＴＳ世界会議に自律移動支援プロジェク

トの概要を報告するとともに、プロジェクトで用いる

要素技術仕様について報告する予定である。 

 

［成果の活用］ 

本調査で作成した情報セキュリティポリシー案を

もとに、自律移動支援推進委員会の元に専門委員会を

設置し検討をすすめていく。 
また、本要素技術仕様をもとに、神戸に実証実験シス

テムを構築し、平成 17 年度に実証実験を行い、技術

研鑽ならびに仕様の改善をはかっていく予定である。 

対策 主な対策および留意点 
技 術
層 

・タグからの発信情報に対するエラー検出機構
を具備することが望ましい。その際に、コスト
パフォーマンスに見合った技術を採用するこ
とが重要。 
・広域の停電に対するフォールバック手法の提
供が重要。 
・機密性が求められる場合には情報の保護技術
が必要。 
・データアクセスのための一連の管理技術体系
を確立する必要がある。 
・取り外しの困難化技術、貼付するモノとの高
度な一体化技術 
・タグ自体の偽造困難な技術も有効 

運 用
層 

・タグ本体にセキュリティ保護した情報を格納
し、サーバー群側での定期的な再暗号化 
・定期的または自律的なタグ設置管理 

社 会
層 

・タグの除去、付け替え、物理的損傷、妨害電
波等人為的または管理弛緩による不正に対す
る罰則禁則が必要 
・ユビキタスコンピューティング社会に対する
法制度の整備は必要不可欠 
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３．３．１ 交通安全に関する研究の取組 
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３．３．２ 交通事故分析、交通事故対策に関する研究 



1．はじめに 

 わが国における交通事故件数並びに交通事故によ

る負傷者数は，平成 14年こそ若干の減少に転じたも

のの，平成 15年は再び増加して過去最悪を更新して

おり，非常に憂慮すべき状況にある 1)．交通事故は，

同一の交差点や同一のカーブ区間などで多発するこ

とがあり，このような場合においてはその地点の道

路・交通環境が何らかの事故要因をもたらしている

可能性が考えられる．このため，警察庁・国土交通

省が進める交通安全対策事業の中でも，事故多発地

点の抽出と対策実施に取り組んでいるところである． 

 ところで，対策実施による事故削減効果を得るた

めには，対策実施箇所で発生している事故の要因を

的確にとらえ，要因から論理的に対策を導く必要が

あることはいうまでもない．ここで，事故要因の分

析材料としては，交通事故の発生状況を用いること

も考えられるが，交通事故の発生状況を記録したデ

ータには，事故類型や行動類型，法令違反などが収

録されているものの，交通事故に至る過程が時間を

追って順に記録されているわけではない．これに対

し筆者らは，道路利用者が道路上で「ヒヤリ」，「ハ

ッ」とした危険事象（以下，ヒヤリ事象とする）を

調査し地図上に表現する「ヒヤリ地図」に着目して，

その作成方法や活用に関する検討を行ってきている
2)．先の研究では，この危険事象の発生過程を分析

の材料として，危険要因の分析と対策立案を実施し

た 3）．その結果，「カーブ区間に存在する交差点で

中央分離帯に植栽が存在する場合は，植栽によって

右折車両から対向車線に対する視認範囲が阻害され，

対向車線を走行する車両に対する視認距離が制限さ

れる」などの危険要因を明らかにすることができた． 

 このほか，筆者らは複数のヒヤリ事象指摘箇所に

おいて，ヒヤリ事象を活用して危険要因の分析と対

策の立案を実施してきた．本稿では，そのうち，交

通が交錯する場所である交差点を対象として検討を

実施した事例を報告する． 

 

2.対象箇所の概要 

 執筆者らは，つくば市内を対象範囲とし，計 244

名を対象者としてヒヤリ地図を作成した 2）．このヒ

ヤリ地図では，446 箇所がヒヤリ事象発生箇所とし

て指摘されている．これらの指摘箇所のうち，道路

構造や交通状況の特徴に起因してヒヤリ事象が発生

している複数の箇所をその後の分析の対象箇所とし

た．そして，ヒヤリ事象と合わせて，ヒヤリ事象指

摘箇所での道路構造や交通状況に関する調査を行い，

両者の結果から，道路・交通環境とヒヤリ事象との

関係を分析するとともに，対策案を導いた．本稿で

はこのうち下記の 3箇所における検討結果を示す． 

（a）交差点 1（図-1参照） 

 信号が設置されている十字交差点で，道路 Xは 6

車線，道路 Yは 2車線の道路である．道路 Xには右

折車線が設置されているが，道路 Yには右折車線が

設置されていない．この交差点では，道路 Yを北か

ら南へ直進する車両（以下，車両 Aとする）が交差

点内にさしかかった際，対向車線の右折車両（以下，

車両 Bとする）が右折を開始し，接触しそうになっ

たことがヒヤリ事象の 1つとして指摘されている． 

（b）交差点 2（図-2参照） 

 無信号の 3 枝交差の交差点で，道路 X が主道路，

道路 Yが従道路である．従道路は一時停止規制がな

され，主道路と鋭角に交差している．交差点南東部

には民家が存在する．この交差点では，道路 Yの車

両（以下，車両 Aとする）から道路 Xの東方向の車

両（以下，車両 Bとする）に対する見通しが悪いこ

とがヒヤリ事象の 1つとして指摘されている．  

（c）交差点 3（図-3参照） 

 無信号の 3 枝交差の交差点で，道路 X が主道路，

「ヒヤリ事象」に基づく交差点での危険要因の分析と対策の検討* 
Study on factors and countermeasures for dangerous incidents based on the near-miss experience* 

 

池田 武司**・高宮 進***・森 望****

By Takeshi IKEDA **・Susumu TAKAMIYA***・Nozomu MORI****

* キーワード：交通安全，意識調査分析，交通行動分析 
** 正会員，博士（工），国土交通省国土技術政策総合研究所 
*** 正会員，博士（学術），国土交通省国土技術政策総合研究所
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道路 Yが従道路である．従道路は一時停止規制がな

され，主道路と鋭角に交差している．主道路は交通

量が多く，速度も高い．この交差点では，道路 Yか

ら交差点を左折する車両（以下，車両 Aとする）が

交差点に進入する際，道路 Xの西方向から接近する

車両（以下，車両 Bとする）に注意が向き，道路 X

北側，交差点東側の歩道を西進して交差点に進入す

る自転車（以下，自転車 Cとする）に注意が向かず，

気づかないため，接触の危険があることがヒヤリ事

象の 1つとして指摘されている． 

3.ヒヤリ事象の解釈と現地調査の内容 

 2.で示した 3 交差点において，それぞれの箇所に

おけるヒヤリ事象の内容を解釈し，それに応じて次

のような調査を行って，データを収集した． 

（a）交差点 1 

 ヒヤリ事象が発生した要因として，車両 Bのドラ

イバーが①車両 Aを認知していなかったこと，及び

②車両Aが到達する前に右折を完了することができ

ると判断したことが考えられる．ここで道路 Yが直

線で，見通し阻害物も存在しないことから，①の状

況は，交差点内に右折待機車両が存在する時に生じ

ると考えられる．そこで，右折待機車両が存在する

時の車両 Bから車両 Aの見え方を調査した．一方，

交差点 1は，道路 Yが 2車線，道路 Xが 6車線であ

り，交差点内が南北に長い形状をしている．このた

め，図-4のように対向車線を横切る距離が長くなり，

上記②のように判断したにも関わらず，右折完了に

時間を要することとなり，ヒヤリ事象に至ったもの

と考えられる．そこで，車両 Bが交差点内で停止し

て対向の直進車両を確認して右折を開始してから，

右折を完了する（車両最後尾が対向車線外側線延長

線を越える）までの時間を調査した． 

（b）交差点 2 

 車両Aから道路Xの東方向に対する見通しが悪い

ためヒヤリ事象が発生したと考え，車両 Aからの視

認範囲を調査した．車両 Aのドライバーはまず①停

止線位置で交差道路 Xを確認するが，右側に民家が

存在するため，停止線位置では十分な見通しを得ら

れず，②道路 X進入直前位置（道路 Xの外側線の延

長線上の位置）で再び停止し，道路 Xを確認するも

のと考えられる．このため，①，②それぞれの位置

（ただしボンネット長さを考慮して 2m 手前の位

置）からの視認範囲を調査した．なお，視点の高さ

は 1.2m とした．また，道路 X 走行車両の速度が高

いこともヒヤリ事象に至った要因と考え，道路 X走

行車両の速度を調査した． 

NN

施設O

A

B

道路X

＜危険事象指摘内容＞道路Yの施設O西側の交差点を北か
ら南に直進する際､南から来て東に右折する車が確認せず
に曲がろうとしたために接触しそうになりヒヤリとした｡

道路Y

 
図-1 交差点 1のヒヤリ事象内容 

A

B

NN
民 家

道路Y

道路X

＜危険事象指摘内容＞道路Xに南から来る道が合流するT字路｡道路Xの東
方向に右折する場合､右からの車が見にくい｡一般にスピードが出ている｡

図-2 交差点 2のヒヤリ事象内容 

看
板

道路X

A

B

C

＜危険事象指摘内容＞道路Yから道路Xに左折する際､道路Xの西方向から直
進して来る車に注意する｡この時､道路Xの東方向から直進して来る自転車
に気付かないで接触の危険がある｡

NN

道路Y

図-3 交差点 3のヒヤリ事象内容 

2車線道路と2車線道
路の交差点の場合

2車線道路と6車線道
路の交差点の場合

 
図-4 右折車両が対向車線を交差する距離 
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（c）交差点 3 

 車両 Aのドライバーは，道路 X手前で停止し，道

路 Xの西方向の車両を確認するが，道路 Xを東進す

る車両の交通量が多く，車群がなかなか途切れない

ことから，道路 Xの西方向を確認し続けなければい

けないと考えられる．このため，道路 Xの東方向に

意識が向かず，自転車 Bに気づかないというヒヤリ

事象が発生したと考えられる．そこで，道路 X東進

車両の車群形成状況を把握するために，車頭時間間

隔を調査した．また，道路 Yを左折する車両のドラ

イバーが道路Xの確認を開始してから交差点に進入

するまでの，ドライバーの頭部の向きを調査した． 

 

4.現地調査結果とその考察 

 各箇所において得られた結果と考察を以下に示す． 

（a）交差点 1 

 交差点中央でいったん停止した右折車両が加速し

ながら対向車線を横断するために必要な時間 t は，

対向車線との交差角が 90°の場合，右折車が進行す

る距離を Sとしたときに， α/2St = で導かれる 4）．

S として右折車両の長さ（4.7m）5）と対向車線の幅

員（交差点 1の場合 2.8m）を加えたものをとり，加

速度αとして，通常用いられる 2m/sec2 を採用した

場合，t=2.74秒となる．一方，表-1に示すように，

道路Yを右折する車両が右折開始から右折を完了す

るまでの時間は，平均 3.79秒と tと比較して 1秒以

上長いことがわかる．以上より，対向車線を横断す

る時の交差角が小さくなっている結果，右折車が交

差点を通過するのに時間を要していることが推察さ

れる．さらに，現地での調査の結果，図-5に示すと

おり，道路 Yを直進する車両は，右折待機車両が存

在する場合，右折待機車両を避けるために大きく左

に蛇行して走行していることがわかった．このよう

な対向車両の走行範囲を右折車両が通過するために

はさらに時間を要することとなる．そこで，

交差点 1では，右折車両の交差角を大きく取

るとともに，直進車両が蛇行せずに交差点を

通過できるようにして，交差時間を短くする

こと，具体的には従道路側にも右折車線を設置する

ことが対策の 1 つとして考えられる．一方，写真-1

に示すように，直進車両が蛇行して走行する結果，

右折車両の陰に対向の直進車両が隠れ，発見が遅れ

る結果となっているものと考えられる．上で提案し

た右折車線の設置は，このような問題へ対処する上

でも効果的であると考えられる． 

（b）交差点 2 

 停止線位置からの視認範囲は，右側に民家が存在

するため，視認範囲が図-6のように制限される．一

方，道路 X進入直前位置（以下，地点 aとする）で

は，図-6のように，90m先の走行車両の左端を視認

することが可能である．ここで，道路 Yを右折する

車両が地点 aで停止し，安全を確認した後，右折を

開始し，車両最後尾が道路 Xの中央線を通過するま

でに必要な時間を交差点1と同様 α/2St = を用いて

求めると，5.15秒となる（反応時間 T=2.0秒を加え

ている）．一方，道路 Xを西進する車両の速度は平

均値が 44.6km/h，最大値が 54.0km/h（サンプル数 50）

であり，観測された最大速度の 54.0km/hで走行する

車両は 5.15秒で約 77m進むことになる．このため，

90m見通しが確保できていれば，道路 Yの走行車両

が安全に右折するためには十分であり，地点 aの見

通しは十分であるといえる．ところが，道路 Y走行

車両の地点 aまでにおける一時停止状況を見ると，

表-2のように，半数以上の車両が一時停止せずに右

折していることがわかった．このような車両は，徐

 

図-5 車両の走行軌跡例 

表-1 右折開始から完了までの時間（秒） 
サンプル数 7
平均通過時間 3.79
最大通過時間 4.30
最低通過時間 3.07  

NN
道路Y

道路X

民 家

5.1m

90.0m

交差点中心位置

道路X進入直前位置
（地点a）

停止線位置

停止線位置からの視認範囲

道路X進入直前位
置からの視認範囲

図-6 停止線位置，道路 X進入直前位置からの右方向視認範囲

写真-1 対向右折車両の

陰に隠れる対向直進車両
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行して前進しなが

ら道路 X 走行車両

の確認を行い，右折

することとなるた

め，接近車両の速度

や距離を見誤る可

能性もある．ここで，

一時停止しない要

因として，①地点 a

手前で道路反射鏡

等により安全を確

認できること，及び②どの地点で停止して確認すべ

きかわかりにくいことが考えられる．①について，

地点 aから道路反射鏡により確認できる範囲を調べ

たところ，高々60m先を確認できるに過ぎず，地点

a で目視による確認を行う必要があることが推定で

きた．一方，道路 Y の停止線手前から先を見ると，

写真-2 のように，道路 X 進入位置が不明確であり，

このため②の状況が発生しているものと考えられる．

そこで，道路 Xの車道外側線を設置するなど，道路

Xの進入位置を明確にすることが対策の 1つとして

考えられる． 

（c）交差点 3 

 道路 Xの通過車両は図-7に示すように，車群注 1）

を形成しており，道路 Yからの車両はこの車群の間

隙に道路 Xに流入している．表-3に示すように，車

群が通過している時間は観測時間の約 3割を占め，1

回あたりの車群の継続時間は平均 12.4秒，最大 38.8

秒にも達する．この間，道路 Yから左折する車両は

道路 Xの右方向を確認し続けることになり，例えば

図-8に示すドライバーは，10秒間右側を見続けた後

に，0.5秒正面を確認し，また 0.7秒右を確認し，0.7

秒正面を確認した上で左折を開始している注 2）．す

なわち，左方向はほとんど見ることなく，左折を開

始している状況

となっており，道

路 X の北側歩道

を自転車ないし

歩行者が西方向

に通行している場合，これらと接触する危険がある

と考えられる．これに対し，運転者に，右側に注意

が向きがちではあるが，左側からも歩行者や自転車

が接近する可能性があることを理解してもらい，左

側も確認して交差点内に進入するよう，注意喚起す

ることが対策の 1つとして考えられる． 
注 1） ここでは，車頭間隔が 5秒以下（道路 Xの車両が規制速度の

50km/h で走行している場合に，道路 Y 車両が道路 X 進入直
前位置で一時停止して安全を確認した後に，加速しながら，

道路Xの車両と接触せずに左折できるために必要十分な道路
X車両の車頭間隔）となる車列の一群を車群とした． 

注 2） 正面に頭が向いていれば，左方向を確認可能． 

 

5.まとめ 

 本稿では交差点を対象に，発生している危険要因

を分析し，その結果から対策案を導いた事例を報告

した．ここではヒヤリ事象を活用して危険要因の分

析を実施したが，危険事象に至る過程を把握でき，

危険要因を導くことができる点で，ヒヤリ事象を活

用することの意義があるものと考える．ただしヒヤ

リ地図は，限られた対象者の回答を元に作成したも

のであるため，実際の対策選定を行う際は，本稿で

導いた対策はあくまで選択肢の 1つと考え，検討を

重ねる必要があると考える．一方，交差点 1，2では，

道路施設等の整備，改良という対策案が導かれたの

に対し，交差点 3では，道路利用者に対する注意喚

起という対策案が導かれた．このように，対策の検

討の際は，道路施設等の整備のみにとらわれず，必

要に応じて道路利用者への注意喚起も選択肢として

検討することが望ましいと考える．いずれにせよ，

本稿で示した対策，あるいは対策立案過程を参考に

して，効果的な対策が立案されることを期待すると

ともに，同様の知見が蓄積されることを期待する． 
参考文献 

1） （財）交通事故総合分析センター：交通統計平成 15年版，2004.4 
2） 高宮進・池田武司・森望：ヒヤリ地図の作成方法と活用に向け
た一考察，土木計画学研究・論文集，No.21（投稿中） 
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表-2 道路 Y右折車両の 
一時停止状況（n=25） 

台数
（台）

一時停止 12

一時停止せず 13  

車群①29.6秒 車群②20.1秒 車群③38.7秒 車群④9.0秒 車群⑤25.0秒

（sec）0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

車頭通過時点

道路Y車両の流入

図-7 車群の状況例 

(S)

正面
～左

右

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

左折開始

図-8 道路 Yの車両のドライバーの目視方向（例）

表-3 車群の状況 

車頭通過時
間間隔（秒）

車群継続時
間（秒）

平均値 6.2 12.4
最大値 64.5 38.8
合計値 1750.6 520.8

写真-2 道路 Y停止線前方 
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高齢者ドライバーが第1当事者である事故の道路交通環境要因と対策に関する事例的分析 

A Case Study for Road Traffic Factors and Measures of Accidents Caused by Elderly Drivers 
 

池田武司*・森望**・古屋秀樹***・民田博子****・上野一弘*****・ 

菅藤学******・舟川功*******・山中彰********・市橋政浩********* 

By Takeshi IKEDA*・Nozomu MORI**・Hideki FURUYA***・Hiroko MINDA****・Kazuhiro UENO*****・ 

Manabu KANTO******・Isao FUNAKAWA*******・Akira YAMANAKA********・Masahiro ICHIHASHI********* 

 

1.はじめに 

 わが国における交通事故件数ならびに交通事故に

よる負傷者数は，平成2年以降，平成14年を除き増

加の一途をたどり，非常に憂慮すべき状況にある1）．

中でも，高齢者ドライバー（ここでは65歳以上の自

動車運転者とする）が第1当事者（以下1当と略記）

となる事故は，最近10年で約3.5倍に増加している．

加えて高齢者の免許保有者数の増加に伴い，今後も

高齢者ドライバーが1当となる事故は増加し続ける

と考えられる．ここで，文献2）でも示されている

ように，高齢者の身体機能の特性が，高齢者ドライ

バーが1当となる事故発生の一因となっていると考

えられるが，同時に，後に述べるように，特定の道

路交通環境において，高齢者の身体機能の特性に起

因する事故が発生しやすい状況となっていると考え

られる． 

 そこで本研究は，道路交通環境に着目し，高齢者

ドライバーが1当となる事故を抑制するための対策

案を提案することを目的とする．このために，まず

交通事故統計データを用いて，高齢者ドライバーが

1当となる事故が発生しやすい道路交通環境を抽出

することとする．そして事故例調査データ（詳細は

後述）を用いて，このような箇所における事故発生

要因を事例的に分析し，対策を検討することとする． 

 なお本稿は，総合的調査に関する調査分析検討会

「道路・環境分科会」での取り組み成果の一部をと

りまとめたものである． 

2.高齢者ドライバーが 1当となる事故の傾向分析  

 都道府県警察が収集した交通事故原票データに基

づく交通事故統計データを用いて，1当が高齢者ド

ライバーの事故と非高齢者ドライバーの事故を比較

し，高齢者ドライバーが1当となる事故の傾向を分

析した．この分析は，平成14年に発生した死傷事故

（自動車類）を対象として行った．まず，交差点部

と単路部（交差点部以外の区間）の事故件数構成比

を高齢者・非高齢者ドライバー間で比較したところ，

高齢者ドライバーは非高齢者ドライバーと比較して,

交差点部における事故件数構成比が高い，すなわち，

1当が高齢者ドライバーの事故は交差点で発生する

割合が高いことが特徴であることがわかった（図-

1）．以下交差点の事故を対象に同様の分析を行っ

たところ，無信号交差点における事故の割合が高い

ことが特徴であることがわかった（図-2）．また，

事故類型では，出会い頭事故の割合が高いことが特

徴であることがわかった（図-3）．なお，以上の結

果は，高齢者と非高齢者で走行経路に差異がないこ

キーワード：交通安全，交通行動分析 
*正会員，博士（工），国土交通省国土技術政策総合研究所 
つくば市大字旭 1，tel:029-864-4539，e-mail:ikeda-t92gm@nilim.go.jp 
**正会員，修士（工），国土交通省国土技術政策総合研究所 
***正会員，博士（工），東洋大学国際地域学部国際観光学科 
****非会員，（独）交通安全環境研究所 
*****非会員，日本工営（株） 
******正会員，（株）ドーコン 
*******非会員，修士（工），大日本コンサルタント（株） 
********非会員，修士（工），トヨタ自動車（株） 
*********非会員，（財）交通事故総合分析センター 

57.6%

62.7%

42.4%

37.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非高齢者

高齢者

事故件数構成比（％）

交差点部 単路部

 
図-1 交差点部と単路部の事故件数構成比 

40.3%

38.1%

59.7%

61.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非高齢者

高齢者

事故件数構成比（％）

信号交差点 無信号交差点

 
図-2 信号交差点と無信号交差点の事故件数構成比
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とを分析上の仮定とおいて，導いたものである． 

 ここで，文献2）は高齢者の身体機能特性に起因

して下記のような影響が生じるとしている． 

①体が固くなり行動範囲が狭くなることから安全確

認動作が行いにくくなる 

②複数の課題を同時に処理する能力が低下し，不適

切な対応をすることにつながる 

③夜間の視覚能力が低下し，夜間時の周辺状況を確

認しづらくなる 

 無信号交差点では，運転者は通行時に左右の安全

確認を必要とし，また周辺車両の有無や停止位置の

確認，速度調整などの複数の情報処理が必要である

ことから，①と②の影響を生じやすい環境であると

考えられる．このため，結果として無信号交差点で

の事故の割合が高くなっているものと考えられる． 

 

3.事故発生要因の分析 

 2.の成果をふまえて，平成5年～14年に実施した

事故例調査データ全2,730件のうち，高齢者ドライ

バーが1当となる無信号交差点における出会い頭事

故（計35件）を用いて事故発生要因の分析，検討を

行った（なお，これらの箇所では，必ずしも非高齢

者ドライバーが1当となる事故が発生していないわ

けではない）．分析にあたっては，現地にて道路交

通状況の確認調査も合わせて実施した．ここで事故

例調査データは，（財）交通事故総合分析センター

がつくば市周辺地域で発生した事故を詳細に調査し

て得られたデータであり，人，車両，道路環境それ

ぞれの観点から事故に及ぼした影響や事故に至った

経過が詳細に記されている．ここでは，35件の対象

事故例のうち，道路交通環境が高齢者の身体機能の

影響を生じさせ，事故に至ったと考えられる4事例

について，事故発生要因の分析，検討を行った結果

を報告する．なお，以下では第1当事者車両をA車，

第2当事者車両をB車と表記する． 

 

（1）事故例1（交差点1で発生,図-4参照） 

 交差点1は十字交差点で，交差道路がともに市道

であり，市道Yが主道路，市道Xが従道路である．交

通量は主道路，従道路とも少ない．従道路の停止線

付近からは左方は見通しがよいが，右方はブロック

塀が存在するため主道路側の車両を視認することが

できない．このため，従道路側のA車は，主道路右

方を道路反射鏡で確認しながら交差点内に進入した

が，左方の安全確認を怠ったために，主道路左方か

ら交差点内に進入してきたB車の側面に衝突してい

る．なお，事故は晴天の昼間時に発生している． 

 ここでA車のドライバーが主道路左方への注意確

認を怠った理由として，高齢であるために左右へ首

を振る動作が困難であること，課題処理能力の低下

により左右を同時に確認することが困難なこと，及

び右方を道路反射鏡により確認していることから，

右方の確認に時間を要したことが考えられる．さら

に，このように確認に時間を要するにもかかわらず，

交差点に進入しながら確認を行っていることが挙げ

られる．これに対し，停止して確認するよう道路利

用者に注意喚起を行うことや，確認が容易となるよ

う道路反射鏡を改良することが対策の一つとして考

えられる．後者の対策の際は，高反射率，かつ大き

く見えると言った反射鏡自体の性能の向上だけでな

く，設置位置にも注意を払うべきである．一方，B

車は周辺の道路状況を見ると高い速度である50km/h

で走行していた．このことが事故の要因ではないに

せよ，事故を避けられ得なかった要因であると考え

られる．よって，B車の走行速度を低下させる対策，

例えば標識やカラー舗装，ハンプ等を設置すること

が対策の一つとして考えられる． 
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図-4 交差点 1における事故の概況 
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（2）事故例2（交差点2で発生，図-5参照） 

 交差点2は十字交差点で，交差道路がともに市道

であり，市道Yが主道路，市道Xが従道路である．交

通量は主道路，従道路とも少ない．従道路の停止線

付近からは左方は見通しがよいが，右方はブロック

塀が存在するため主道路側の車両を視認することが

できない．このため，従道路側のA車は道路反射鏡

を用いていったん右方を確認したが，右方から接近

するB車の存在を見落とし，次に左方を確認しなが

ら交差点内に進入したため，B車がA車の側方に衝突

した．なお，事故は晴天の昼間時に発生している． 

 ここで，現地調査により，道路反射鏡の支柱にへ

こみと曲がりが生じ，道路反射鏡で確認できる範囲

がずれ，視覚上の死角が生じていることがわかった．

その死角の範囲にB車が存在したことが，A車のドラ

イバーがB車を見落とした理由として挙げられる．

ゆえに，道路反射鏡の管理を徹底することが対策の

一つとして考えられる．一方，A車のドライバーが

高齢であるために，事故例1と同様の理由で，左方

の確認に時間を要したために，その後右方を確認す

ることなく交差点に進入し，右方から接近するB車

を見落としたとも考えられる．このため，十分に確

認するよう道路利用者に注意喚起を行うことも対策

の一つとして考えられる．さらに，事故例1と同様，

B車の速度も45km/hと高い速度であったことから，

主道路側車両の速度を低下させることも対策の一つ

として考えられる． 

 

（3）事故例3（交差点3で発生，図-6参照） 

 交差点3はT字交差点で，県道が主道路，市道が従

道路である．従道路の停止線付近からはブロック塀

が存在するため主道路側の車両を視認することがで

きない．また，道路反射鏡はあるが，設置角度が悪

く，左右の確認が困難な状況となっている．交差点

3前後の主道路は直線区間であり，走行車両の速度

はやや高い．また，主道路，従道路とも交通量が多

い．ここでは，従道路側のA車が停止線で一時停止

後，左右の安全確認をしながら交差点内に進入（右

折を開始）し，右方からの車両に気がついたものの，

先に右折可能と判断してさらに進行し，最終的に右

方からのB車と衝突するに至っている．なお事故は

夕刻（天候曇り）に発生している． 

 ここで，B車は法定速度（40km/h）を上回る55km/

hの速度で走行していた．主道路の交差点3前後は直

線区間であり，付近に信号機が設置された交差点が

ないことがその要因と考えられ，現地調査において

も、高い速度で走行する車両が多く見られた．一方，

従道路停止線付近からは主道路左右の確認が困難な

ため，従道路から右左折する車両のほとんどが停止

線で止まることなく交差点内に進入し，横断歩道付

近から主道路左右を確認していることがわかった．

このように，停止線より先に進入して主道路左右を

確認することとなるため，A車のドライバーは左右

の確認だけでなく，停止すべき位置を判断しながら

交差点内を走行しなければならない．また，A車の

ドライバーは高齢で課題処理能力が低下し，速度の

判断が困難であり，また複数の確認，判断を行うこ

とが困難であるため，主道路右方からのB車の速度

を見誤り，その結果B車が到達する前に右折可能と

判断したものと考えられる． 

 これに対し，民家のブロック塀を除去し，左右の

見通しを確保することが対策の一つとして考えられ

るが，実現可能性が高い対策とは言えない．道路反

射鏡の設置角度を改良することも対策の一つとして

考えられるが，交通量が多いことから，根本的には

信号機を設置することが望ましい． 
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図-6 交差点 3における事故の概況 
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（4）事故例4（交差点4で発生，図-7参照） 

 交差点4は十字交差点で，交差道路がともに市道

であり，市道Yが主道路，市道Xが従道路である．交

通量は主道路がやや多く，従道路は少ない．従道路

から見て左方は見通しがよいが，右方は石垣と植栽

が存在するため主道路側の車両を視認することがで

きない．従道路側のA車は停止線で一旦停止し，左

右の確認を行った後に交差点に進入（右折を開始）

したが，主道路右方からB車が交差点内に進入し，

交差点内でB車の側方に衝突した． 

 交差点4においても，交差点3と同様，停止線から

は主道路右方を確認することができないため，交差

点内に進入して左右を確認する必要があり，高齢者

ドライバーにとって付加される課題が大きくなる．

加えて，主道路側の車両の速度が高く，主道路の右

方の先でカーブしているため，従道路側の車両から

主道路右方の車両を確認することが困難になってい

る．主道路の交通量が多いこともふまえると，交差

点3と同様，信号機を設置することが抜本的な対策

と考えられる．なお，交差点4付近は近年沿道に商

業施設が多く立地するようになり，交通量が大きく

増加している．このような沿道・交通状況の変化に

応じて，交通安全施設も適切に整備することが重要

であると考えられる． 

 

4.まとめ 

 本研究では，交通事故統計データを用いて高齢者

ドライバーが1当となる事故の特徴を分析した．そ

の結果，交差点部，特に無信号交差点における出会

い頭事故の割合が高いことが，高齢者ドライバーが

1当となる事故の特徴であることがわかった．この

結果をふまえ，事故例調査データから高齢者ドライ

バーが1当となる無信号交差点での出会い頭事故を

抽出し，高齢者の判断・意思決定過程，及び道路交

通環境との関連性を事例的に分析した上で，対策の

検討を行った．その結果，以下の成果を得た． 

①今回分析対象とした各事例とも、視認性を阻害す

る要因が存在する箇所であったが，それだけで

なく，高齢者の身体的特徴と相まって事故が発

生していると考えられた．具体的には，左右へ

首を振る動作が困難なことや，課題処理能力の

低下により左右の同時確認が困難なことが，周

辺車両の確認の欠落と，状況を誤って認知する

ことにつながっており，結果として，車両が接

近しているにもかかわらず交差点内に進入する

など，誤った運転操作につながっていると考え

られた． 

②道路反射鏡等の改良により，高齢ドライバーの情

報収集を補うことが対策の一つとして考えられ

た．同時に交差道路の双方の交通量が少ない非

幹線系道路同士の交差点では，主道路，従道路

の区別なく，交差点付近では速度を低下するよ

う道路利用者に促すことも対策の一つとして考

えられた． 

③主道路が幹線系道路で交通量が多い交差点では，

信号機の設置が抜本的な対策として考えられた．

この際，沿道・交通環境の変化に応じて従来信

号機が設置されていない交差点でも適宜信号機

を設置していくことが重要であると考えられた． 

 以上の結果は，実際の事故例の要因を分析した結

果導かれたものであるが，限られたデータに基づい

たものであり，今後事例を積み重ねることが重要で

あるとともに，対策の効果を実証的，実験的に検証

する必要がある．  

 なお，本研究の実施にあたって，（財）交通事故

総合分析センターの星氏と中村氏の協力を得たこと

をここに感謝します．  
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無信号交差点における出会い頭事故の分析* 
 

An Analysis on Right Angle Accidents in Unsignalized Intersections* 
 

萩田 賢司**･井川 泉***･浦井 芳洋****･宮下 直也*****･土屋 三智久****** 

By Kenji Hagita**･Izumi Ikawa***･Yoshihiro Urai****･Naoya Miyashita*****･Michihisa Tsuchiya****** 
 

 

１．はじめに 

 

 平成 14 年の警察庁交通事故統計によると，出会い頭

事故は，全事故の 26％を占めている。全事故を事故類

型別に集計すると，出会い頭事故は最も多く発生して

いる追突事故の次に多く発生しており，出会い頭事故

に対する交通安全対策は非常に重要である。 

 無信号交差点の出会い頭事故に対する道路交通環

境面からの対策を検討する際には，当事者の交差点や

相手当事者の認識状況に関する情報が重要であるとい

える。そのため，事故直前の当事者の行動に着目して

無信号交差点の出会い頭事故の実態を把握し，事故

防止対策を検討するための基礎資料を作成することを

目的とした研究を行った。 

 

２．研究の位置付け 

 

 無信号交差点の出会い頭事故に関する研究は，交通

規則や安全通行方法に関する意識調査 1),2),3),4)，無信

号交差点に設置されている交通安全施設の評価 5),6),7),8)，

事故発生地点の運転挙動分析 9),10),11)などがみられる。

しかし，これらの研究では，交通事故対策に重要な示唆

を与えると思われる事故発生時の運転者の認知判断や 

 
*キーワーズ：交通安全，交通管理，交通制御 

** 正員，科学警察研究所交通部交通規制研究室 

 (千葉県柏市柏の葉 6-3-1， 

TEL:04-7135-8001, E-mail：hagita@nrips.go.jp) 
*** 非会員，(株)日本建設コンサルタント技術研究本部 

 (東京都港区新橋 6-17-19,  

TEL:03-5405-8145, E-mail：ikawa@nikken-con.co.jp) 
**** 非会員，(株)本田技術研究所栃木研究所 

 (栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢 4630,  

TEL:028-677-7647, E-mail：yoshihiro_urai@n.t.rd.honda.co.jp) 
***** 非会員，国土技術政策総合研究所道路空間高度化研究室 

 (茨城県つくば市大字旭一,  

TEL:029-864-4539,  E-mail：miyashita-n9246@nilim.go.jp) 
****** 非会員，(財)交通事故総合分析センター研究第二課 

 (東京都千代田区麹町６－６ 麹町東急ビル５Ｆ, 

 TEL:03-3515-2522, E-mail：tsuchiya@itarda.or.jp) 

，認知判断に対応した運転行動についての分析はみら

れない。そのため，このような項目が詳しく調査されてい

る(財)交通事故総合分析センターの事故例調査結果を

分析した。 

 

３．研究の方法 

 

 平成５年～14 年の事故例調査結果を用いて，無信号

交差点における出会い頭事故を分析した。従道路側当

事者の性別，年齢，通行頻度等の属性に着目した分析

を行った。 

 事故例調査では，事故発生後，調査員による当事者

に対する聞き取り調査および現地調査等を実施してい

る。調査項目は，当事者の事故直前の行動，人的要因，

調査員が判断した事故要因の総括や事故に対する参

考意見も含まれており，記述式で記録されている。これ

らの記録から，従道路側当事者の交差点，一時停止義

務，主道路側車両の認識状況を読み取り，従道路側当

事者の事故直前の認識状況と通行頻度や道路交通環

境の関係を分析した。 

 

４．第一当事者の属性に着目した分析 

 

（１） 第一当事者と従道路側当事者について 

 無信号交差点の出会い頭事故の大半は，従道路側

当事者が第一当事者(以下，一当とする)，主道路側当

事者が第二当事者となる。本研究では，従道路側当事

者に着目して分析したため，四輪車相互の無信号交差

点の出会い頭事故では，従道路側当事者が第二当事

者となっている事例は分析対象から除外した。その結果，

分析対象とした四輪車相互の無信号交差点の出会い

頭事故は 174 件となった。 

 

(２) 一当の性別，年齢層別，通行頻度別分析 
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 2 

 属性が事故発生に与える影響を分析するために，事

故類型別発生割合を属性別に集計した。図－１は，一

当の男女別割合を示したものである。出会い頭事故は，

一当が女性である割合が高いことを示している。図－２

は，一当の年齢層別割合を示したものである。この図も

同様に，出会い頭事故は，一当が65歳以上である割合

が高いことを示している。図－３は，一当の事故地点の

通行頻度別割合を示したものである。この図をみると，

出会い頭事故は全事故と比較して，一当が事故地点

“初めて通行した”と回答した者の割合が高い。運転能

力や事故地点の通行経験の不足が，出会い頭事故を

引き起こしていることが示唆される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 事故類型別・男女別事故件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 事故類型別・年齢層別事故件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 事故類型別・通行頻度別事故件数 

（３） 従道路側，主道路側当事者の通行頻度別分析 

 表－１は，無信号交差点の出会い頭事故を，従道路

側当事者と主道路側当事者の通行頻度別に集計した

ものである。従道路側当事者が事故地点を“初めて通

行した”と回答した割合は 17.2％に達しているのに対し，

主道路側当事者が事故地点を“初めて通行した”と回

答した割合は 2.3％に過ぎない(1％水準で有意差あり)。

すなわち，主道路側当事者と比較しても，従道路側当

事者の通行頻度が非常に低い。すなわち，従道路側当

事者の事故地点の通行経験の不足により，出会い頭事

故が発生していることが示されている。 

 

表－１ 従道路側，主道路側当事者の通行頻度別事故件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. 事故直前の従道路側当事者の運転行動の分析 

（１） 交差点・一時停止義務の認識状況別分析 

 事故例調査の記録を基にして，無信号交差点におけ

る四輪車相互の出会い頭事故の従道路側当事者の交

差点・一時停止義務の認識状況を表－２のように分類し

た。これらの事故の 26％は，従道路側当事者が交差点

や一時停止義務を認識していなかったために発生した

ことが示された。 

 

表－２ 交差点・一時停止義務の認識状況別事故件数 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 通行頻度別・認識状況別分析 

 事故地点の通行頻度が交差点・一時停止義務の認識

状況に与えている影響を分析するために，通行頻度

別・認識状況別の集計を行った結果を図－４に示す。
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370

116

31

24

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全事故

(1,944件)

出会い頭事故

(595件)

出会い頭事故

(無信号交差点)

(四輪車相互)

(174件)

65歳以上 24歳以下 25～64歳 その他不明

65歳以上の比率の差の検定

   全事故＜出会い頭事故(無信号交差点,四輪車相互)　1%有意

   全事故＜出会い頭事故　1%有意

151

65

30

770

236

60

812

223

81

211

71

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全事故

(1 ,944件)

出会い頭事故

(595件)

出会い頭事故

(無信号交差点)

(四輪車相互)

(174件)

初めて通行した 毎日通行する

時々通行する 該当なし・不明

初めて通行したの比率の差の検定

   全事故＜出会い頭事故(無信号交差点,四輪車相互)　1%有意

   全事故＜出会い頭事故　5%有意

初めて通
行した

毎日通行
する

時々通行
する

不明等 総計

初めて通
行した

17 9 4
30

(17.2%)
毎日通行

する
2 41 15 2

60
(34.5%)

時々通行
する

2 36 31 12
81

(46.6%)

不明等 1 1 1
3

(1.7%)

総計
4

(2.3%)
95

(54.6%)
56

(32.2%)
19

(10.9%)
174

(100.0%)
“初めて通行した”の割合　従道路側＞主道路側　1%有意差あり

主道路側当事者

従
道
路
側
当
事
者

認識状況の分類 内容 事故件数

認識あり
　交差点が存在することを認識し、その交
差点では一時停止義務があることを認識
していた。

124
(71.3％)

認識なし

　交差点が存在することを認識していた
が、一時停止標識を見落とすなどして、一
時停止義務があることを認識していなかっ
た。または、交差点が存在することが認識
できなかったため、一時停止義務につい
ても認識していなかった。

46
(26.4%)

不明 　認識状況が不明なもの 4(2.3％)

80
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従道路側当事者が交差点・一時停止義務を認識してい

なかった割合は，通行頻度が“初めて通行した”である

事故が“毎日通行する”，“時々通行する”である事故よ

り非常に高かった。すなわち，事故地点の通行頻度が

低い従道路側当事者は，交差点や一時停止義務を認

識できず，出会い頭事故を引き起こしていることが示さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 通行頻度別・認識状況別事故件数 

 

６．道路交通環境に着目した分析 

 １／４以上の無信号交差点における出会い頭事故は，

従道路側当事者が交差点・一時停止義務を認識してお

らず，交差点や一時停止義務を認識できれば事故が防

止できたと考えられる。そのため，道路交通環境が交差

点・一時停止義務の認識状況に与える影響についての

分析を行った。 

 

（１） 従道路の規格別・認識状況別事故件数 

 従道路の規格が認識状況に与える影響を分析するた

めに，従道路の規格別・認識状況別に集計した。ここで

は，従道路の規格を示す指標は，道路幅員と中央線と

した。従道路の道路幅員別に集計したものが図－５であ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－５ 従道路幅員別・認識状況別事故件数 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ 従道路中央線の有無別・認識状況別事故件数 

 

り，従道路の中央線の有無別に集計したものが図－６で

ある。どちらの結果とも，従道路の規格が高い道路ほど

認識なしの割合がやや高くなっていることを示しており，

相対的に高規格な従道路で，交差点や一時停止義務

を認識されにくいことを示していると考えられるが，事故

件数が少ないため，従道路の規格による有意な差はな

い。 

 

（２） 道路幅員差別・認識状況別事故件数 

 主道路と従道路の道路幅員の差が小さい交差点ほど

優先関係が明確でないため，交差点そのものが認識し

づらくなることが想定される。そのため，主道路幅員から

従道路幅員を引いた道路幅員差と認識状況の関係の

分析を行った結果を図－７に示す。道路幅員差が小さ

い交差点において，有意差は得られていないものの，

認識なしの割合がやや高いことが示された。すなわち，

道路幅員が類似している地点で，交差点や一時停止義

務を認識できなかったために発生した出会い頭事故が

やや多いことが示された。 

 また，道路幅員差が 0～5ｍ未満の交差点で発生した

出会い頭事故は 121 件(69.5%)を占めており，道路幅員

差別交差点全数のデータは存在しないが，このような道

路幅員差が小さい無信号交差点において出会い頭事

故が多発していることが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－７ 道路幅員差別・認識状況別事故件数 
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31

14

28

11

7

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.5m未満

(109件)

5.5～9.0m未満

(44件)

9.0m以上

(21件)

認識あり 認識なし 不明

97

27

32

14

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央線なし

(133件)

中央線あり

(41件)

認識あり 認識なし 不明

11

83

30

4

35

7

3

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0m未満

(15件)

0～5m未満

(121件)

5m以上

(38件)

認識あり 認識なし 不明

3

61

50

10

18

8

20

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不明

(3件)

時々通行する

(81件)

毎日通行する

(60件)

初めて通行した

(30件)

認識あり 認識なし 不明

認識なしの比率の差の検定   毎日通行する＜初めて通行した　1%有意

                                    　　　　時々通行する＜初めて通行した　1%有意
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７．交差点・一時停止義務の認識に影響与える要因の

ロジスティック回帰分析 

 

 当事者属性，通行頻度，道路交通環境が，交差点・

一時停止義務の認識に与える影響を総合的に分析す

るために，男女(男，女)，年齢層(24 歳以下，25～64 歳，

65 歳以上)，通行頻度(初めて通行した，ときどき通行す

る，毎日通行する)，“道路幅員差(主道路幅員－従道

路幅員)”を説明変数，交差点・一時停止義務の認識状

況を目的変数としたロジスティック回帰分析を行った。

認識状況が不明な事故 4件と通行頻度が不明な 3件は

除いた 167 件のデータを分析した。従道路幅員と道路

幅員差は相関が高いため，モデルの説明力が高くなる

道路幅員差を説明変数に用いた。 

 この結果は表－３に示すとおりであり，パラメーターが

大きくなるにつれて，交差点・一時停止義務を認識する

確率が高くなることを示している。影響力の高い説明変

数は，パラメーター，有意差などから，通行頻度，年齢，

道路幅員差の順となっている。従道路側当事者が，事

故地点の通行頻度が低い場合や高齢者である場合，あ

るいは，道路幅員差が小さい交差点では，交差点・一

時停止義務を認識していない事故となる可能性が高い

ことを示している。 

 

表－３ ロジステックス回帰分析の結果 

 

 

 

 

 

 

 

８．まとめ 

 

 当事者の属性を分析し，結果を総体的に捉えると，運

転能力や通行経験が不足することにより，無信号交差

点における出会い頭事故を引き起こしていることが示唆

される。 

 交差点・一時停止義務の認識状況を分析した結果で

は，従道路側当事者の 26％が認識なしと回答しており，

このような事故に対しては，従道路側当事者から交差

点・一時停止標識を認識しやすくするような道路交通施

設面からの対策が必要であることを示している。 

 従道路側当事者の事故地点の通行頻度を認識状況

別に比較すると，事故地点を“初めて通行した”と回答し

た従道路側当事者の２／３が，交差点・一時停止義務

を認識していなかった。通行経験の不足により，交差

点・一時停止義務を認識できず，出会い頭事故に繋が

っていることが示されている。また，道路幅員差が小さい

交差点や従道路の規格が比較的高い交差点で発生し

た事故は，認識なしの割合がやや高く，主道路と従道

路の優先関係が明確になっていないためとも考えられ

る。 

 従道路側当事者が，事故地点の通行経験が少ない場

合や高齢者である場合，主従の優先関係が不明確な

交差点では，交差点や一時停止義務を見落としやすく

なると考えられた。よって，無信号交差点の事故防止対

策を推進する方法の１つとして，事故多発交差点を選

定し，すべての運転者に認識されやすいような交差点

を設計することが考えられる。このような対策を実施する

ことにより，交差点や一時停止義務を認識できなかった

ために発生した事故を減少させることが可能ではないか

と考えられる。 
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パラメーター ｔ値 有意差
24歳以下 0.487 0.71
25～64歳 1.076 1.86

65歳以上(ダミー) 0
男 0.258 0.63

女(ダミー) 0
毎日通行する 2.661 4.74 **

ときどき通行する 2.012 4.05 **
初めて通行した(ダミー) 0

0.051 1.40

-1.860 2.42 *

道路幅員差
(主道路幅員－従道路幅員(m))

定数項

説明変数

ρ2
(尤度比)＝0.18，**1%有意，*5%有意

男女

年齢層

通行頻度
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３．３．３ 交通安全施設に関する研究 
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３．３．４ 道路景観に関する研究 
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３．３．５ 冬期道路管理に関する研究 



冬期道路管理水準設定における課題と今後の方向性 
 

池原圭一*1、森 望*2 
 
１．はじめに  
日本全体が高齢社会へと移行する中で、積雪寒冷地域

の高齢化は全国平均を上回る速さで進行している。また、

かつては各世帯や地域社会で対応できた歩道や生活道路

などの除雪が核家族化により困難となっているため、除

雪に対する行政への依存が高まり、公共意識は薄れてき

ていると言われている 1)。これに対して、道路管理者側

では車道と歩道の明確な管理水準がなく、地元要望など

にも応じるため、より高い水準で管理を実行する傾向が

あることから事業費の高騰が問題となっている。また、

行政全般を取り巻く要請として、効率的・効果的かつ透

明性の高い行政マネジメントが求められている。 
本論文では、このような状況を踏まえながら、車道と

歩道の管理水準を設定する考え方を示すことを目的に取

り組んでいる調査研究において、現在までの検討の結果

である冬期道路管理における現状の課題と今後の方向性

について報告する。 
 
２．車道管理水準設定のための課題と方向性検討 
２．１ 現状と課題 

現状の冬期道路管理の基本は、道路管理者と除雪等を

行う業者との契約関係のもとに実施され、図-1に示すよ
うに必要な機械及び予測システム等の情報を道路管理者

が提供し、業者が実際に作業しており、道路管理者は業

者の動向を全般的に管理する立場となっている。ここで、

定量的基準として出動基準があるが、路面状態に関して

維持すべき管理目標は設定されていないのが現状である。 

ところで、スウェーデンでは、表-1(次頁)に示すように
交通量に応じて管理水準が区分され、管理水準の区分毎

に降雪深等の基準値が設定されている 2)。これらの基準

値は、平常時（表-1の右側「降雨雪後活動終了後の乾燥
気象時の要件」）においては常に満たされなければならな

いとされており、請負業者は、「降雨雪中／降雨雪後の活

動中における要件」（表-1の左側）の基準値に達すれば、
所定の活動時間内に冬期道路管理作業により基準値以上

をサービスとして提供していくことになる。また、フィ

ンランドにおいても同様にすべり摩擦係数の基準値が設

定されており、請負業者は与えられた基準値の中で効率

的な作業を実施することになる。 
このように、スウェーデンやフィンランドでは降雪深

やすべり摩擦係数などの基準値、すなわち提供する目標

が設定され、効率的な作業を行う動機付けが図られてい

ることになる。これに対しては日本では、多くの場合、

出動基準と経験により判断して行動されていることから、

表-2に示す事項が問題点や懸念事項として指摘される。 

研究・

開発

（道路管理者） （除雪業者）

所管する除雪工区を
全般的に管理

ユーザーへ道路及び

気象情報を提供

監視

予測

出動

作業

終了

契約関係

予測システム

指示

除雪機械

報告

気象庁

（新雪除雪⇒拡幅除雪
　　 ⇒薬剤散布、路面整正）

センサ、機器

判断
出動基準

*1 国土交通省国土技術政策総合研究所  道路研究部 道路空間高度化研究室研究官 
*2     〃             〃   道路空間高度化研究室長  

表-2 現状の問題点・懸念事項 
 

図-2 冬期道路管理のサービスレベル 

生活の確保、経済停滞への影響最小化、緊急時の移動空間確保走行確保

安全な走行の確保安全

円滑な走行の確保円滑

快適な走行の確保快適

最低限のライン

どのレベルが適当
か？（現状では不
明確）

サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル

図-1 現状の冬期道路管理の流れ 

段階 懸念事項 

監視・予測 ・ 隣接あるいは同一エリアでの複数機関による情報の有機的交換が 
難しい。 

・ 結果的に必要以上のデータを収集してしまう。  

出動・作業 ・ 各道路管理者で独自の判断が行われている。 
・ 熟練者の勘と経験に頼る部分がある。 
・ 効率的な作業への動機付けがない。 

作業後 

（終了） 

・ 安全側に作業した結果として、過剰な水準となっている懸念がある。  

・ 国道サービスレベルが上昇するに従い交差道路（県道、市町村道）  
とのレベル差が大きくなる。 
・ 仕上げレベルが明確にないため、達成度合いを評価できない。 
・ 利用者及び管理者の視点で作業が適当であったか評価できない。  

・ 費用便益上、客観的な意思決定であるかを評価できない。  
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２．２ 管理目標設定の必要性と課題 
現状のサービスレベルは、どの程度のサービスレベル

をどのような理由で提供すべきなのか明確になっていな 
いと言える（図-2）。よって、客観的な理由に基づく管理
目標を設定することにより、限られた機械や施設の中で

の効率的な管理の実行とともに、ユーザーに対する冬期

道路管理の内容や管理方法の説明と理解を得ることに努

めることが必要である。 
図-3に管理目標設定の効果と目標設定・実施に向けて
の課題を整理する。 
 
２．３ 車道管理水準設定の方向性 
今後、効率的な冬期道路管理の実現とユーザーへの説

明責任を果たすという道路管理者の役割を達成するため

には、目標達成型の冬期道路管理への移行が必要である。

目標設定にあたっては、今後様々な説明や議論が想定さ

れる。具体的には、現状の冬期道路管理の実態をユーザ 

図-3 目標設定の効果と課題 

表-1 スウェーデンの冬期道路管理水準  

●目標設定の効果
・一般住民に対する雪寒事業への理解促進
・道路の提供すべき機能・地域性を考慮した
管理の実行
・道路管理者としての責任範囲の明確化
・予算要求、配分における根拠の明確化

●目標設定の効果
・一般住民に対する雪寒事業への理解促進
・道路の提供すべき機能・地域性を考慮した
管理の実行
・道路管理者としての責任範囲の明確化
・予算要求、配分における根拠の明確化

●水準設定の課題
・利用者に提供するサービス内容、
水準の考え方
・管理指標・水準の設定

●水準設定の課題
・利用者に提供するサービス内容、
水準の考え方
・管理指標・水準の設定

●設定値に基づく管理実施の課題
・現場での対応、判断
・達成度合いの確認
・道路管理者と除雪業者の責任分担
・除雪業者との契約方法

●設定値に基づく管理実施の課題
・現場での対応、判断
・達成度合いの確認
・道路管理者と除雪業者の責任分担
・除雪業者との契約方法

●目標設定の効果
・一般住民に対する雪寒事業への理解促進
・道路の提供すべき機能・地域性を考慮した
管理の実行
・道路管理者としての責任範囲の明確化
・予算要求、配分における根拠の明確化

●目標設定の効果
・一般住民に対する雪寒事業への理解促進
・道路の提供すべき機能・地域性を考慮した
管理の実行
・道路管理者としての責任範囲の明確化
・予算要求、配分における根拠の明確化

●水準設定の課題
・利用者に提供するサービス内容、
水準の考え方
・管理指標・水準の設定

●水準設定の課題
・利用者に提供するサービス内容、
水準の考え方
・管理指標・水準の設定

●設定値に基づく管理実施の課題
・現場での対応、判断
・達成度合いの確認
・道路管理者と除雪業者の責任分担
・除雪業者との契約方法

●設定値に基づく管理実施の課題
・現場での対応、判断
・達成度合いの確認
・道路管理者と除雪業者の責任分担
・除雪業者との契約方法

（ａ）冬期道路管理基準（管理水準１～３） 
降雨雪中／降雨雪後の活動中における要件 降雨雪後活動終了後の乾燥気象時の要件 

降雪 降雨 活動時間（時間） 摩擦係数 

管理水準 路面の温度 

横断面 

構成要素 降雪深

（㎝） 

摩擦

係数 1 2 3 －6℃＜ －12℃以上－6℃以下 ＜－12℃ 

平坦

性(㎝) 

車  線 1 0.30 2 3 4 雪氷無し 0.35 0.25 1.5 

路  肩 1 0.25 2 3 8 0.25 0.25 0.25 1.5 

路側施設帯 1 0.25 4 6 8 0.25 0.25 0.25 1.5 

 

（ｂ）冬期道路管理基準（管理水準４～５） 
降雨雪中／降雨雪後の活動中における要件 降雨雪後活動終了後の乾燥気象時の要件 

降雪 降雨 活動時間(時間) 

降雪深(㎝) 
活動時間(時間) 

降雪深

(㎝) 
降雪深／

摩擦 
平坦性 

管理水準 管理水準 管理水準 管理水準 管理水準 

横断面 

構成要素 

4 5 

摩擦係数 

4 5 4 5 

摩擦 

係数 

平坦

性(㎝) 

4 5 4 5 

車  線 2 3 0.25 5 6 2 3 0.25 1.5 5 6 48 72 

路側施設帯 2 3 0.25 8 8 2 3 0.25 1.5 8 8 48 72 
 
注）・年平均日交通量(AADT)による管理水準の区分 
管理水準１：AADT≧8,000  管理水準２：AADT 4,000-7,999  管理水準３：AADT 2,000-3,999 
管理水準４：AADT 500-1,999  管理水準５：AADT＜500 

・路側施設帯には、バスベイ、待避所、休憩所、情報サイト、駐車帯等がある。 
・摩擦係数の測定は、「SNRA方法仕様 110：2000、冬期路面摩擦係数測定」による。 
・平たん性（不陸）：60cm の長さの定規を凍結路面、圧雪路面上の２つの尾根、または尾根と路面上に置き定規と
直角方向に定規から路面までの長さを計測する。この計測は、道路の縦断方向、及び横断方向の両方で行う。 
・活動時間：降雨雪により各管理水準に対する降雪深等の値が基準値に達してから冬期道路管理作業により路面状態
基準値に達成されるまでの時間、又は、降雨雪が止んでから冬期道路管理作業による基準値達成までの時間で、降
雨雪中に作業を開始し雨雪が降り止んだ場合は、その時点から基準達成までの時間。 
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ーに説明し、現状を評価していた

だき、道路管理者が考える管理目

標の設定方針と、これによりサー

ビスの変化があり得ることなどを

説明する必要がある。また、目標

設定、管理の実行、評価の各プロ

セスにおいてユーザーの声も取り

入れる必要がある。 
図 -4 に車道管理水準を検討す
る際に留意すべき視点、解決すべ

き問題点や取り組むべき技術開発

などについて、議論の展開と全体

の流れを示す。 
今後の課題としては、目標設定

にあたり、管理者とユーザーの双

方の視点から、客観性を持ち、わ

かりやすい指標（管理指標、サー

ビス指標）を設定する必要がある。 
そのためには、管理者として安

全な走行、円滑な走行、快適な走

行を確保するために必要なコスト 
や社会的便益などを明確にして、 
ユーザーが求める安全、円滑、快

適な走行のレベルを勘案した目標

設定の考え方を検討する必要があ

る。さらに、路線の特性やネット

ワークとしての路線の位置づけを

踏まえた目標設定の統一的な考え

方が必要である。 
 
３．歩道管理水準設定のための課

題と方向性検討 
３．１ 現状の歩道除雪実施方針 
現状の歩道除雪は、図-5 に示

すようなフローにより計画され

実施されている。基本方針は、

道府県毎で策定されている「冬

期歩行空間確保のための基本方

針」によるが、歩行者交通は、概ね住区内で完結し、

地域の日常生活の課題であることから、「歩道除雪の実

施要領（案）」に基づき、市町村が中心となって「雪み

ち計画」を策定している。この計画と整合をとりつつ

各道路管理者は協力して歩道除雪を行っている。  

 

３．２ 「雪みち計画」の内容 

「雪みち計画」において、除雪水準の決定に影響があ 

 
 

 
 
る歩道利用状況や沿道利用状況を調査した結果を図 -6
に示す。優先順位が高いのは、市街地と非市街地ともに、

１位：通園通学路、２位：病院・行政機関等の公共性の

高い施設へのアクセス路、３位：公共交通ターミナル等

その周辺などであることから、広範な受益者を対象とし

ており、除雪水準も概ね A～Bと高く設定されている。

図-4 車道管理水準設定に向け考えられる議論の展開 

図-5 現状の歩道除雪計画策定フロー 

冬期歩行空間確保
のための基本方針

対象地区の設定

現 地 調 査

全体構想の作成

整備計画の策定

積雪の影響調査

道府県・市の
全体フレーム

雪みち計画

歩道除雪実施計画

事 業 実 施

歩行者の圏域に対応したゾーニング
を行い、対象地区を設定する。

・総合計画等既定計画
・自然条件，社会的条件等現況
・道路施設および利用状況
・除排雪現況

対象地区における積雪の影響、問題
点、課題を整理。
（通学路の安全確保等）

・基本方針の決定
・対象路線の選定

・プライオリティの検討
・除排雪手法の選定
・整備プログラムの作成
（短期，長期，除雪目標水準）

歩道除雪実施要領(案)

（各道路管理者）

冬期歩行空間確保
のための基本方針

対象地区の設定

現 地 調 査

全体構想の作成

整備計画の策定

積雪の影響調査

道府県・市の
全体フレーム

雪みち計画

歩道除雪実施計画

事 業 実 施

歩行者の圏域に対応したゾーニング
を行い、対象地区を設定する。

・総合計画等既定計画
・自然条件，社会的条件等現況
・道路施設および利用状況
・除排雪現況

対象地区における積雪の影響、問題
点、課題を整理。
（通学路の安全確保等）

・基本方針の決定
・対象路線の選定

・プライオリティの検討
・除排雪手法の選定
・整備プログラムの作成
（短期，長期，除雪目標水準）

歩道除雪実施要領(案)

（各道路管理者）

４．冬期道路のマネジメント実施

２．近年の社会背景等を
踏まえた新たな視点

１．現状の評価

３．冬期道路管理の今後のあり方、合意形成

道路管理者 ユーザー

目標設定

・実施内容、方法
・現在のサービスレベル
・サービス確保のためのコスト

現状の理解、評価

ユーザーの理解

合理的な考え方

管理指標・水準

サービス指標・水準
わかりやすい
アウトカム

実行

評価 無雪地域住民の理解

効率的に作業するため
の技術開発（予測、機械
性能、IT、省力化、効率
的な散布）

ＰＩ

目標達成のための
作業方法

仕上がり判定の技術

指針作成

協働

ＰＲ

・地域性を示した指標・水準

・道路の規格（高速、国道、県道、市町村道）、道路の機能
（ネットワーク、地域特性）等を考慮した考え方

４．冬期道路のマネジメント実施

２．近年の社会背景等を
踏まえた新たな視点

１．現状の評価

３．冬期道路管理の今後のあり方、合意形成

道路管理者 ユーザー

目標設定

・実施内容、方法
・現在のサービスレベル
・サービス確保のためのコスト

現状の理解、評価

ユーザーの理解

合理的な考え方

管理指標・水準

サービス指標・水準
わかりやすい
アウトカム

実行

評価 無雪地域住民の理解

効率的に作業するため
の技術開発（予測、機械
性能、IT、省力化、効率
的な散布）

ＰＩ

目標達成のための
作業方法

仕上がり判定の技術

指針作成

協働

ＰＲ

・地域性を示した指標・水準

・道路の規格（高速、国道、県道、市町村道）、道路の機能
（ネットワーク、地域特性）等を考慮した考え方
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（A：早朝除雪、B：昼間除雪、C：連続降雪後除雪、D：
積雪の落ち着いた時または春先） 
 また、除雪箇所を選定する際に実際に配慮している要

件を調査した結果を図-7に示す。配慮要件は、１位：通
勤・通学などの用途、２位：利用頻度、歩行者数、３位：

歩行者の安全性が上位を占め、全体の７割程度を占める。

これらは、通学路や歩行者交通量に配慮したものであり、

「歩道除雪の実施要領（案）」により選定される路線と

概ね一致した結果となる。次に４位：住民要望や苦情、

５位：除雪能力であり、これらにより除雪箇所が決まる

割合は全体の３割程度を占める。 
 
３．３ 利用者に対するサービスの現状 
利用者に対するサービスの現状をみるため、「歩道除

雪の実施要領（案）」、「雪みち計画」で想定されている

除雪の受益対象者の範囲（狭←→広）と提供されている

サービスの質（ここでは、歩行確保（歩行スペースの確

保）→安全→円滑（歩きやすい）→快適の４つのサービ

スレベルで整理）との関係を図-8に整理した。 
「歩道除雪実施要領（案）」における計画対象路線の

選定の目安としては、以下の区間が想定されている。 
・ 通学路、あるいは自動車交通量 1,000台/12h以上で
かつ歩行者交通量 100人/日以上 
また、以下の区間が特にプライオリティの高い区間と

されている。 
・ 通学路で自動車交通量 2,000台/12h以上、歩行者交
通量 100人/日以上 
このように「歩道除雪実施要領（案）」は、通学路や

歩行者や自動車交通量に配慮したものであるが、それに

対して、「雪みち計画」では、地域の特性や実情を踏まえ

た計画となっていると想定され、例えば公共性の高い施

設へのアクセス路や公共交通ターミナル等その周辺など、

広範なエリアを対象に広範な受益者に対してサービスが

提供されているのが現状である。 
 
３．４ 社会背景等から新たに求められるサービス 
近年の冬期歩行空間を取り巻く社会背景としては、以

下のようなものがある 1)。 
・ 少子高齢化に伴う雪への対応力の低下 
・ 深刻な高齢化・過疎化の進行 
・ 中心市街地の空洞化 
また、管理上の課題としては以下などがあげられる。 
・ 雪国特有のバリア  
・ 冬期観光・地域づくり支援 
・ 冬期道路管理の効果的な推進 など 
以上を踏まえると、現状のサービスに追加が必要なも 

※バーの長さが利用状況・沿道状況の優先順位の高さを示す

(a)市街地

調査対象全域(市街地)　優先順位

通園通学路

商店街・繁華街・オフィス街の街路

公共交通ターミナル等その周辺

地域振興上の要所やその周辺

病院、行政機関等の公共性の高い施設へのアクセス路

その他

調査対象全域(市街地)　除雪水準

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通園通学路

商店街・繁華街 ・オフィス 街の街路

公共交通ターミナル 等その周辺

地域振興上の要所やその 周辺

病院、行政機関等の公共性 の高い施設へのアクセス 路

その他（除雪可能 な歩道の有無）

その他（幹線道路の確保）

その他（市街地連担地域内街路及 び住宅団地 に通じる路線）

その他（幹線道路）

その他（生活道路）

A
B
C

D

※バーの長さが利用状況・沿道状況の優先順位の高さを示す

(a)市街地

調査対象全域(市街地)　優先順位

通園通学路

商店街・繁華街・オフィス街の街路

公共交通ターミナル等その周辺

地域振興上の要所やその周辺

病院、行政機関等の公共性の高い施設へのアクセス路

その他

調査対象全域(市街地)　除雪水準

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通園通学路

商店街・繁華街 ・オフィス 街の街路

公共交通ターミナル 等その周辺

地域振興上の要所やその 周辺

病院、行政機関等の公共性 の高い施設へのアクセス 路

その他（除雪可能 な歩道の有無）

その他（幹線道路の確保）

その他（市街地連担地域内街路及 び住宅団地 に通じる路線）

その他（幹線道路）

その他（生活道路）

A
B
C

D

※バーの長さが利用状況・沿道状況の優先順位の高さを示す

(b)非市街地

調査対象全域(非市街地)　優先順位

通園通学路

公共交通ターミナル等へのアクセス路

病院、行政機関等の公共性の高い施設へのアク

セス路

過疎地域の街路

その他

調査対象全域(非市街地)　除雪水準

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通園通学路

公共交通ターミナル等へのアクセス路

病院、行政機関等の公共性の高い施設へのア
クセス路

過疎地域の街路

その他（除雪可能な歩道の有無）

その他（幹線道路の確保）

A
B
C
D

※バーの長さが利用状況・沿道状況の優先順位の高さを示す

(b)非市街地

調査対象全域(非市街地)　優先順位

通園通学路

公共交通ターミナル等へのアクセス路

病院、行政機関等の公共性の高い施設へのアク

セス路

過疎地域の街路

その他

調査対象全域(非市街地)　除雪水準

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通園通学路

公共交通ターミナル等へのアクセス路

病院、行政機関等の公共性の高い施設へのア
クセス路

過疎地域の街路

その他（除雪可能な歩道の有無）

その他（幹線道路の確保）

A
B
C
D

図 -6 雪みち計画における水準決定の優先順位
と除雪水準 
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のとしては、以下が考えられる。 
①高齢化・過疎化進行地域の医療や公共施設への円滑

なアクセス路の確保 
②少子高齢化に伴う雪対応力の低下を補完するため

の確実な除雪 
これらを図-8 に示したサービスの質をあてはめて考
えると、①については、円滑な歩行が可能な（歩きやす

い）空間の確保が必要であり、②については、住居系地

区内における除雪体制と水準のあり方に関わる問題とな

るが、歩行スペースを確保することが必要になると考え

られる。 
また、新たなサービス提供としては、地域間交流や冬

期観光拠点が考えられ、ここでは目的に応じた適切な水

準での管理、サービスの提供が必要と考えられる。 
 
３．５ 歩道管理水準設定の方向性 
現在は歩道除雪の範囲が拡大しており、住民要望によ

る除雪も負担になりつつある。今後、新たな除雪範囲を

設定することを想定すると、各道路の除雪の必要性から

みた客観的な理由を有する除雪計画が必要になる。また、

管理手法についても様々な工夫が必要と考えられる。 
今後の課題としては、歩道の利用特性や沿道特性など

に応じた利用者に提供すべきサービスの内容やレベル設

定の考え方、また、適切な管理手法選択の考え方などに

ついて、プロセスをオープンにしながら検討し、適切な

歩道除雪範囲の設定に活用していくことが必要である。 
 
４．おわりに  
本論文では、車道と歩道の冬期道路管理における現状

と課題を中心に報告した。今後は、社会背景や地域の実

情、路線の性格、ネットワークとしての路線の位置づけ

などを踏まえ、さらにユーザーが求める水準を勘案して

歩道と車道の管理水準を設定する合理的な考え方につい

て検討していく予定である。 
 
参考文献  
1)雪みち懇談会提言「雪国を支える道づくり・道づかい
の新たな方向」、2003.9、(社)雪センター 

2)WINTER 2000, General Technical Specification, 
Issued 15 November 1999, SNRA Publication 

 
 

歩道除雪箇所選定条件

通勤・通学などの用途 利用頻度、歩行者数 歩行者の安全性 住民要望や苦情 除雪能力

地域戦略

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市街地

非市街地

34% 20% 16% 16% 13% 1%

32% 21% 15% 15% 11% 1%5%

0%

図-7 除雪箇所を選定する際に配慮している要件 

図-8 サービスレベルと受益対象者の現状 

（B～A水準）（D～C水準）

（ロードヒーティング）
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４．職員一覧 

 
氏名 役職 研究内容 

森 望 室長 総括 
安藤 和彦 主任研究官 交通安全施設 
高宮 進 主任研究官 コミュニティ・ゾーン 

道路空間再構築 
道路景観 

村田 重雄 主任研究官 交通事故対策 
交通弱者対策 

池原 圭一 研究官 交通安全施設 
冬期道路管理 

池田 武司 研究官 交通事故分析 
交通事故対策 

蓑島 治 研究員 交通安全施設 
冬期道路管理 

宮下 直也 交流研究員 交通事故分析 
交通事故対策 

河合 隆 交流研究員 交通安全施設 
自律移動支援 

堤 敦洋 交流研究員 交通事故分析 
交通事故対策 

中野 圭祐 交流研究員 道路空間再構築 
道路景観 
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５．年間スケジュール 

開催日 学　会　名 備　　　　　考

5月23日（日） TRANSED2004国際会議 本文101,107貢

6月5日（土） 土木計画学研究発表会 本文51貢
8月5日（木） 照明学会全国大会 本文119貢

11月11日（木） 交通工学研究発表会 本文121貢
11月23日（火） 土木計画学研究発表会 本文75,79貢

2月4日（金） ふゆトピアフェア研究発表会 本文131貢

開催日 発　表　会　名 備　　　　　考

5月24日（月） 国土技術政策総合研究所研究発表会 参考資料1貢

3月24日（木） 道路研究部新人・交流研究員研究発表会 参考資料5貢

開催日 講　演　会　名 備　　　　　考

12月8日（水） 革新的交通基盤が果たすもの 参考資料27貢

2月14日（月） 道路景観－ドイツなどを事例に－ 参考資料27貢

開催日 内　　　　　容 備　　　　　考

5月20日（木） 道路景観講話会

5月23日（日） TRANSED2004国際会議
6月15日（火） 道路景観講話会
3月13日（火） 道路景観講話会
7月21日（水） くらしの道全国アドバイザー会議
7月22日（木） 日立ITコンベンション
8月18日（水） 交通工学実技講習会
8月28日（土） 地域経営アドバイザー養成セミナー
9月9日（木） 防護柵の設置基準に関する講習会

9月15日（木） 道路景観講話会
10月12日（火） 道路景観講話会
10月17日（日） ITS世界会議
10月27日（水） 次世代ユビキタスシンポジウム
11月4日（木） ドイツAudit講演会

11月16日（火） COEシンポジウム
11月16日（火） 道路景観講話会
11月17日（水） 交通安全講演会
12月1日（水） 英国GPS講演会
12月4日（土） Toronイネーブルウェアシンポジウム
12月9日（木） 交通事故対策広島県アドバイザー会議
1月24日（月） 交通事故対策大阪府アドバイザー会議
1月29日（土） デザインワークショップ2005
2月3日（木） ふゆトピアフェアin旭川

2月28日（月） 日仏ワークショップ
3月4日（金） 交通事故対策埼玉県アドバイザー会議
3月8日（火） 道路講習会

3月16日（水） 次世代ユビキタスシンポジウム
3月28日（月） 交通事故対策福岡県アドバイザー会議

   所外発表（学会等）

   所内発表

   その他イベント・講演会・会議・講習会等への参加

   道路空間高度化研究室主催の講演会



 

おわりに 
 

 本資料は、道路空間高度化研究室の平成16年度の研究成果を中心に、研究室の変遷等を含め、ま

とめたものです。道路がさらに安全で快適なものとなり、また、よりよい社会環境を形成する空間

の一部として整備されていくために、本資料が活用されることを期待します。 

当研究室のホームページ（http://www.nilim.go.jp/lab/gdg/index.htm）においても、当研究室の研究成

果などを公開しておりますので、ぜひご覧ください。 
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景観に配慮した防護柵 

 

道路研究部 

道路空間高度化研究室 室   長 森 望 

研 究 官 池原 圭一 

(財)土木研究センター 次   長 安藤 和彦*1 

 

  
［研究目的及び経緯］ 

 近年、高規格の道路整備の進展に伴い、交通安全施

設も高度化が図られてきたが、今後は道路景観に対す

る配慮も強く望まれている。本研究では、道路の多様

化に対応して交通安全施設の高度化を図り、本来の安

全性を確保した上で、どのように道路の景観形成を図

っていくのかを検討している。平成 15 年度は、道路

景観に大きな影響を与える防護柵について、景観への

配慮方法等について検討を行った。 

 

［研究内容］ 

 防護柵は、車両が路外に逸脱するのを防ぎ、乗員の

傷害を防止・軽減する等の目的のために設置されてい

るが、道路に沿って連続的に設置されることから道路

景観を構成する要素の一つとなっている。これまで、

防護柵は安全性確保の観点から、視認性の高い色彩や

必要な性能をみたす構造・材料が用いられてきたが、

今後、21 世紀に「美しい国づくり」を進め日本の魅力

を高めていくためには、防護柵についても景観に配慮

したものとしていくことが必要である。このため、景

観に配慮した防護柵設置の基本的考え方、地域特性に

応じた景観配慮の考え方、景観に配慮した防護柵が満

たすべき要件等を明らかにして、道路管理者が景観に

配慮した防護柵を設置、更新、修景する際のガイドラ

インを策定することを目的として検討を行った。 

１．検討の流れ 

  まず景観に配慮した防護柵の先進事例について、防

護柵の形式、色彩の状況、景観に配慮した防護柵を選

定するプロセス等について調査を行った。その後、景

観に配慮した防護柵に関する基本的な要件について検

討を行った。 

２．先進事例調査 

  景観に配慮した防護柵を整備する上での取組み状況

や課題、及びガイドラインに対する要望等を把握する

ことを目的に、モデル地区や先進事例実施地区（整備

済み地区）においてアンケート調査を実施した。 

１）調査の対象 

  景観に配慮した防護柵の設置を計画している地区、

設置済みの地区の合計 32 地区を対象として調査を行

った。 

２）調査項目 

  対象地区の道路諸元、地域特性、防護柵整備前の状

況、景観に配慮した防護柵の検討方法、検討体制、整

備計画の具体的な内容、整備後の景観性能の評価方

法、課題等を調査した。 

３）調査結果 

  調査結果によれば、景観に配慮した防護柵の整備地

区としては、市街地等の人口集中地区や平地部が多

く、街路景観整備などとの関係で配慮が必要になって

いる地区や、景勝地・自然公園などが多い。また、整

備にあたっては、自然公園法や各種条例などに配慮し

ているようである。景観に配慮した防護柵整備の動機

としては、自主的な判断の他、関係機関からの要請が

挙げられている。 

３．学識経験者等へのヒアリング 

  景観に配慮した防護柵整備の考え方について、学識

経験者や道路管理者による委員会を設けヒアリングを

行った。以下に主な結果を示す。 

①色彩は背景との関係で、景観上は目立たせない配慮 

が必要。配慮方法としては、構造的な配慮と色彩的 

な配慮の観点から考える。 

②運転者の目線を考えた透過性等構造的な工夫が必要 

③防護柵の設置の適切性・必要性について検討が必要 

④他の道路付属施設を取り込んだシステム設計 

⑤つかんだり触ったりという機能も考慮 

４．基本的要件の検討 

  景観に配慮した防護柵の整備状況や、委員会でのヒ

アリング結果などを踏まえて、景観に配慮した防護柵

を整備する基本的な要件を整理した。 

１）対象とする道路 

  今後道路を整備する際に、景観に配慮することは全

ての道路が対象となるべきであり、防護柵の景観対策

*1：前 道路研究部道路空間高度化研究室 主任研究官 
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を行う箇所を限定することは望ましくないが、整備箇

所の優先付けを行う場合には、市街地中心部、公園な

どの景勝地などについて、まず整備を進めていくこと

が適当であると考えられる。 

２）道路の景観と防護柵に係る問題点 

 市街地景観では、防護柵が他の人工構造物等ととも

に多様な人工的要素のひとつとして眺められ、かつ歩

行者が直接に触れる機会が多い。自然・田園地域で

は、道路の線形・構造、地形・植生等の要素や沿道に

広がる自然の風景が遠景や中景となる地域において、

風景の手前に連続的に眺められる。また、風景を眺め

る人の視点としては、道路利用者などが道路上から眺

める内部景観と、道路の敷地外から眺める外部景観が

ある。さらに、自動車走行中に眺める場合のシークエ

ンス景観、歩行者等がほぼ静止したような状態で眺め

るシーン景観もあり、それぞれによって眺められる防

護柵の様相も異なるという問題がある。 

３）景観に配慮した防護柵の基本要件 

 上述のような景観を考えた場合、防護柵による景観

的な課題としては、必ずしも必要とされていない場所

に設置されている例があること、白色の防護柵は目立

ちやすいこと、また外部の眺望を阻害していること等

が挙げられ、これらを踏まえ、今後防護柵を整備して

いく上での基本的な要件として、以下の 4 項目が考え

られる。 

①代替策も含め防護柵の必要性を十分に検討する 

②構造的合理性に基づいた形状とする 

③周辺景観との融和を図る 

④近接する他の道路付属物等との景観的調和を図る 

⑤人との親和性に配慮する 

４）基本となる色 

  景観に配慮した基本的な色彩としては、日本の建築

物や自然の色になじむ色相がよく、代表的なものに黄

赤系のダークブラウン、グレーベージュなどがある。

また、歴史的地域等ではダークグレーなどもなじむ

（写真１～３）。 
５）視線誘導への配慮 

 カーブが連続するような箇所および濃霧が発生しや

すい道路区間においては、視線誘導を確保することが

望まれるので、これらの区間に防護柵を設置する場合

は、視線誘導標や反射シートを設置して視線誘導機能

を確保することも重要となる。 

６）景観に配慮した防護柵整備の考え方 

  景観に配慮した防護柵の新設、更新は、一貫した考

えに基づいて行うことが基本であり、そのためには、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
景観に配慮した防護柵の新設、更新にあたってのマス

タープランを策定することが重要である。 

５．今後の取り組み 

  本調査を基に、国土交通省では、「景観に配慮した

防護柵整備ガイドライン」をとりまとめた。今後は、

このガイドラインに沿って景観に配慮した防護柵が広

く使われていくための、継続的な検討を行う。 

写真１ ダークブラウンの設置例 
（上の写真：試行前、下の写真：試行後） 

写真２ グレーベージュの設置例 

写真３ ダークグレーの設置例 
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２．平成16年度道路研究部新人・交流研究員研究発表会 発表論文 
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交差点照明の照明要件に関する研究 

 

 

研究室名 道路空間高度化研究室 

氏  名  蓑  島    治 

 

１．まえがき 
平成１５年の交通統計１）によると、交通事故の総死傷事故件数のうち、５６％が交差点およびその付

近で発生している。また交差点内と交差点付近で発生した交通事故件数の夜間比率は、死傷事故が２９％

に対し死亡事故では５０％となっている。また事故類型では、人対車両の事故が多く、特に横断中の歩行

者が当事者となる事故が多発している。このように交差点は事故が多く、夜間には、歩行者が当事者とな

る重大事故が発生しやすい場所であるといえる。現在、夜間の交差点における交通安全対策として、「道

路照明施設設置基準」２）（以下設置基準）により交差点照明の設置が規定されているが、近年の交差点構

造は、車道の拡幅により交差点の面積が増大していることや、立体交差や右左折専用レーンの付加などに

より道路構造が複雑化しており、単純な交差事例について示されている現在の設置基準に従って交差点照

明を整備しても十分な設置効果が得られないことがある。特に、横断歩行者と車両の重大事故が多発して

いる事を考慮すると、ドライバーから見た歩行者の視認性を向上させることが夜間交通事故削減への賢明

な策であると考えられる。 
 
２．研究目的 
本研究は、夜間における交差点の安全対策である交差点照明に着目し、ドライバーから見た歩行者の視認性

の観点から視認性評価実験を実施し、交差点内で必要となる最低限の平均路面照度（以下、必要照度）を確認

すると共に、照明位置を決定する上で配慮すべき点を見出すことを目的とした。 
 

３．研究内容 
本研究では、まず各国および地域の規格・基準（以下、基準類）や既存の研究の文献調査を行い、視認

性評価実験で確認する照明条件を立案した。次に、視認性評価実験により、本案の妥当性を確認した。そ

して実験結果を基に比較分析を行い、最終結果として、設置基準作成に資する交差点照明の照明要件につ

いて検討を行った。 
３．１文献調査 
 視認性評価実験で確認する照明条件を抽出するために文献調査を行い、次の各点を把握した。 
（１）  多くの基準類が、交差点は交通が錯綜するエリアであるため「重要な箇所」と述べているにも

関わらず、具体的に照度基準値を示したものは少ない。この中で、ＣＩＥの勧告３）では表－１の

ように、またアメリカにおける標準規格ＡＮＳＩ４）では表－２のように照度基準値を示している。 
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交差点構造 4車線×4車線（直行交差）
道路幅員 13m

20名
男性11名女性9名

年齢22～78歳（内高齢者5名）
歩行者（視対象

者）の服装
黒色の上着とズボン

車両の前照灯 すれ違いビーム(halogen)

ドライバー
（被験者）

① ② ③ ④
視対象①～④

5m
40m
40m

5m視認位置

(a)   直 進 時

表－１ ＣＩＥ照度基準値 

表－３ 照明条件一覧 

表－２ ＡＮＳＩ照度基準値 

表－４ 実験条件 

（２）  夜間の交差点では、右折車と対向直進車、右折車と横断歩

行者の事故が多いことを考慮すると、横断歩行者と対向直進

車の視認性を向上させることを目的として交差点の隅切り

部と車両流入部に照明を増強することが望ましいと考えら

れる５）。 
（３）  人対車両の重大事故が夜間に起こりやすいことを考慮す

ると、交差点の隅切り部に優先して照明を配置することが望

ましいといえる６）。 
３．２照明条件の設定 
文献調査の結果を基に、視認性評価実験で確認する照明条件を表

－３のように設定した。必要照度は、ＣＩＥの勧告およびＡＮＳＩ

に示された基準値を参考に１５Ｌｘ、１０Ｌｘ、５Ｌｘで見極める

こととし、これに比較分析を目的として「照明なし」を加えた４種

類を設定照度とした。照明位置は、交差点隅切り部に配置したもの、

設置基準に示されている配置のもの、両者を組合せたものの３種類

を設定し、合計１０種類の照明条件を設定した（以下、各照明条件

を表－３に示す記号で表す）。 
３．３視認性評価実験 
視認性評価実験は、実大交差点を用いて表－４に示す条件で行っ

た。また実験に先立ち、交差点内の路面照度と横断歩道上の鉛直面

照度を測定し、設定条件を満たしていることを確認した。 

３．３．１静止実験 

図－１に静止実験の実験パターンを示す。評価内容は車両直進時

における、横断歩行者（②・③）および乱横断歩行者（①・④）の

視認性、車両右左折時における横断歩行者（⑤・⑧）、横断待機者（⑥・

⑨）、乱横断者（⑦・⑩）の視認性である。ドライバーは、それぞれ

の視認位置に静止させた車両から、注視時間１秒で各歩行者を視認

し、それぞれの視認性を五段階（非常によく見える・よく

見える・まあまあ見える・かろうじて見える・見えない）

で評価した。また見えた歩行者の体の部分についても回

答した。 

３．３．２走行実験 

図－２に走行実験の実験パターンを示す。評価内容は交

差点直進時における、横断待機者（⑪）および乱横断待機者（⑫）

の視認性、右左折時における横断待機者（⑬・⑮）および乱横断待

5m

⑥

視対象⑤～⑦

視認位置

5m

⑦

⑤

(b) 左 折 時

⑧ ⑨

視対象⑧～⑩

5m

40m

視認位置

⑩

(c) 右 折 時

視対象⑬⑭

5m⑬

⑭

(b) 左 折 時

視対象⑮⑯

5m

⑯

⑮

(c) 右 折 時

基準照度 ＣＩＥの照明区分

主要幹線道路 20～50Lx C0～C2

幹線・補助幹線道路 10～15Lx C3～C4

道路分類

一般国道など

商業地 居住地
主要幹線道路 22Lx 11Lx

幹線・補助幹線道路 10Lx 4Lx

基準照度
道路分類

⑫ ⑪

視対象⑪⑫

5m

(a) 直 進 時

図－２ 実験パターン（走行実験）

図－１ 実験パターン（静止実験）

配置A 配置B 配置C

隅切り部配置 設置基準配置 設置基準＋隅切り部配置

15Lx A-15 B-15 C-15

10Lx A-10 B-10 C-10
5Lx A-5 B-5 C-5
0Lx

照明位置

使用光源 高圧ナトリウムランプ

照明なし

設定照
度（平均
水平面
照度）
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機者（⑭・⑯）の視認性である。３．３．１と同様に視認性を

五段階で評価した。 

３．４実験結果 

視認性評価実験の結果は「非常によく見える」を５点とし、

評価が一段階下がるごとに１点ずつ下がるように配点してま

とめた。 

３．４．１設定照度別の実験結果 

図－３は、横軸に実験パターン、縦軸に平均評点をとり設定

照度別に示したものである。この図から、評点は、実験パター

ンによって大きく異なり、特に車両直進時における奥側横断歩

道付近の乱横断歩行者（④）、車両右左折時における横断待機

者（⑥⑨）、乱横断歩行者（⑦⑩）の評点が低いことがわかる。

しかし、照度の上昇に伴って評点が向上する割合はどの実験パ

ターンにおいてもほぼ等しく、照度を上昇させることで交差点

内の歩行者の視認性を一律に向上させられることがわかった。

走行実験は、静止実験に比べ視認時間が長いことから、実験パ

ターンごとの評点の違いは小さくなる傾向にあるが、静止実験

と同様に乱横断待機者（⑫⑭⑯）の評点が低いことがわかる。 

３．４．２照度が視認性に及ぼす影響 

図－４は、横軸に平均路面照度の実測値、縦軸に平均評点を

とり各照明条件別にプロットしたものである。照度と評点は対

数比例の関係で表わされ、１０Ｌｘ以上では照明位置に関わら

ず平均評点が３（まあまあ見える）を超えることがわかる。 

３．４．３照明位置が視認性に及ぼす影響 

図－５は、横軸に実験パターン、縦軸に設置基準配置（配置

Ｂ）との評点の差について照明位置別に示したものである。こ

の図から配置Ａでの評点は設置基準配置での評点と比較して

(a)設定照度５Ｌｘでは全体的に低いが、(b)設定照度１５Ｌｘ

では車両右折時の横断歩行者(⑧)、横断待機者（⑨）に対して

高くなり、乱横断歩行者に対しては極端に低くなることがわか

る。また配置Ｃでの評点は設置基準配置での評点と比較して、

(a)設定照度５Ｌｘでは全体的に低いが、（b）設定照度１５Ｌ

ｘでは全体的に高くなり、特に車両直進時の全ての歩行者（①

～④⑪⑫）と車両右折時の横断歩行者（⑧）、横断待機者（⑨）

に対して高くなることがわかる。 

照明無し(0.2Lx)

C-5
A-5

B-5

C-10

A-10

B-10

A-15

C-15

B-15

対数近似　　R2 = 0.8773

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 5 10 15 20
平均路面照度実測値（Lx)

平
均

評
点

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

実験パターン

平
均

評
点

15Lx

10Lx

5Lx

0Lx

実験パターン
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

(b) 設定照度15Lx

B
-
1
5
と

の
評

点
の

差

B-15(18.2Lx)基準
A-15(14.4Lx)
C-15(15.1Lx)

(a)設定照度5Lx
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

B
-
5
と

の
評

点
の

差

B-5(6.06Lx)基準

A-5(4.45Lx)
C-5(4.78Lx)

見えた部分

R
2
 = 0.9079

R2 = 0.8409

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10評価平均点（対数目盛）

被
験

者
の

割
合

(%
)

全身

上半身

下半身

頭部

対数 (全身)

対数 (上半身)

対数 (頭部)

対数 (下半身)

実験パターン⑤⑧ 

実験パターン⑦ 

図－３ 設定照度別実験結果 

図－４ 平均路面照度と評点の関係 

図－５ 設置基準配置との評点の差 

図－６ 評点と視認できる部分の関係 
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３．４．４静止実験において視認できた部分 

図－６は、視認できた歩行者の体の部分を媒介変数とし、横軸に実験パターン別の平均評点をとり、縦

軸にドライバーの割合をとったものである。この図から、実験パターン⑤・⑧のように視認性の評点が高

い場合ほどドライバーは歩行者の全身を視認している割合が高く、実験パターン⑦のように評点が低い場

合ほどドライバーは歩行者の体の一部しか視認できていないことがわかる。また評点の低い実験パターン

では歩行者の下半身よりも上半身を頼りに視認していることがわかる。 

 

４．照明要件の検討 

本研究で得た知見と視認性評価実験の結果を基に、照明要件の検討を行った 

４．１設定照度 

 交差点内の設定照度は、ドライバーから見た横断歩行者の視認性の観点から１０Ｌｘ以上を確保する事

が望ましい。また照度と視認性は対数比例の関係にあるため照度を上昇させるに従って単位上昇量当たり

の視認性への効果は徐々に小さくなる。設定照度を高くする際には、設置にあたっての費用と効果を比較

して妥当性を検討する必要がある。 

４．２照明位置 

 今回確認した照明位置のパターンにはそれぞれの特性があり、現状の交差点での設置においては各特性

を考慮したうえで位置を決定する必要がある。今回確認した各照明位置の特性、設置する上での配慮すべ

き点および有効な適用例を表－５に示す。 

 

５．まとめと今後の課題 

本研究では交差点内の平均路面照度１０Ｌｘを確保することによりドライバーから見た歩行者の視認

性が確保されることを確認した。また各照明位置の歩行者の見え方の特性を把握し、現場で採用する上で

の配慮すべき点を提案した。これらは、照明に関する基準類の改訂に際し有用な資料となる。一方、今後

は多様な外部光環境に対応した照度の設定方法について研究を進める必要がある。 

 

＜参考文献＞ 
１）（財）交通事故分析センター：交通統計平成15年版,2004 ２）(社)日本道路協会：道路照明施設設置基準・同解説,1981 ３）Commission 

International de l’Eclairage (CIE):Recommendations for the lighting for motor and pedestrian traffic,NO-115,1995 ４）American National 

Standards Institute(ANSI)：ANSI ROADWAY LIGHTING,1977 ５）建設省土木研究所：土木研究資料第3668号 高機能道路照明に関する検討,p116,1999 

６）河合隆・安藤和彦・森望：交差点照明の照明要件に関する研究,第24回交通工学研究発表会論文報告集,2004 

照明位置 特性 配慮すべき点 有効な適用例 

配置Ａ ・ 右折時の横断歩行者、横断待機

者に対する視認性が高い 

・ 乱横断者に対する視認性が低い

 

・ 右折車両対横断歩行者の事故

対策 

配置Ｂ ・ 設定照度が低い場合でも比較的

視認性が良い 

 ・ 非市街地等で設定照度を低く

設定する場合 

配置Ｃ ・ 設定照度が高い場合でも全ての

歩行者に対して高い視認性が確

保される 

・ 照明施設台数が他の照明位置と

比べ多くなるため、設備費が高

い 

・ 市街地等で設定照度を高く設

定する場合 

表－５ 照明要件（照明位置） 
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交差点照明の効果分析と実態調査 
（平成１６年度 道路研究部 新人・交流研究員 研究発表会） 

 
研究室名 道路空間高度化研究室 
氏  名 河  合    隆  

 
 
1. まえがき 

近年、わが国の交通事故による死者数は減少傾向にあるが、死傷者数、死傷事故件数は依然として増加傾向にあり、

交通事故の削減はわが国にとって喫緊の課題である。中でも交差点は、交通が錯綜するエリアであるため事故が多く

発生しており、特に夜間は、歩行者が当事者となる重大事故が発生しやすい傾向にあることから１）、積極的な交通安

全対策の実施が望まれている。 

交通事故は、人、車、道路環境の各要因が複雑に関連した中で発生するものであるが、その中でも特に人の要因が

大きいといわれている。夜間における交差点の交通安全対策として一般的に選択されている交差点照明は、運転者の

視環境を改善し、いわゆるヒューマンエラーを防止するために重要な役割を担っている。ところが、交差点照明を適

切に整備するために規定されている「道路照明施設設置基準」２）には、単純な交差事例における照明の配置が例示さ

れているだけであり、必要照度に対する規定はない。現道における交差点の構造は、多種多様であり、交差点照明の

適切な整備を実施するためには、それぞれの設置場所の道路特性や沿道環境に対応した設計が必要である。また、適

正な費用で適正な事故削減効果を得るためには、交差点照明の必要照度を設定することが必要である。 

 

2. 研究目的 

本研究は、夜間における交通安全対策である交差点照明に着目し、事故データを用いた分析から交差点照

明の平均路面照度（以下、平均照度という）と照明による事故削減効果の関係を明らかにするとともに、交

差点照明の現地調査を実施し、現道の交差点における夜間事故発生要因の実態把握と交差点照明の設置計画

時の注意点について整理することを目的とする。 

 

3. 研究内容 

3.1. 交差点の平均照度と照明による事故削減効果の関係 

照明による事故削減効果について調査・研究した事例は、照明の有無に関するものが多く、明るさレベルの関係に

ついて調査・研究したものは少ない。その中で、大谷らが実施した交差点照明の平均照度と事故削減効果に関する事

前事後の調査３）では、平均照度を30Lx確保することにより統計上有意な事故削減効果が得られることを明らかにし

ている。このような事前事後の調査は、照明による事故対策以外の外部条件を揃えることができるため、照明による

事故削減効果を把握するには精度の高い分析が可能となる。しかし、事故削減効果が明るさレベルによって連続的に

どのように変化するかを把握するには、サンプルが数多く取れないという問題がある。ここでは、照明の明るさレベ
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ルによって、事故削減効果がどのように変化するのかを把握するために、サンプルを多く用いたマクロ分析を実施し、

交差点の平均照度と照明による事故削減効果の関係について検討した。 

調査対象は、関東地方整備局管轄、および千葉県管轄の事故危険箇所に登録されている交差点とした。事故データ

は、交通事故と道路交通環境の関係分析に用いられている交通事故統合データベースを用いて抽出し、交差点の平均

照度は、照明の配置図面をもとに机上計算により算

出した。照明による事故削減効果を表す指標は、交

差点照明が夜間のみの交通安全対策であるため、夜

間の事故率を昼間の事故率で除したもの（夜間事故

率／昼間事故率、以下、昼夜の事故率比という）で

表すこととした。調査条件を表1に表す。 

平均照度、平均照度均斉度と昼夜の事故率比の関係について、調査結果を図1に表す。なお、平均照度均斉度とは、

最小照度を平均照度で除したもので、路面の明るさのムラを表す指標として用いられており、CIEの勧告4)によると、

良好な照明環境を確保するためには、平均照度均斉度を0.4以上確保することが望ましいとされている。 

図1 から、平均照度が高くなるにつれ、昼

夜の事故率比が低下するという傾向がみられ、

平均照度が照明の事故削減効果に影響してい

ることがわかる。特に平均照度が低い場合と

30Lx近辺において、昼夜の事故率比の低下の

傾きが大きくなっている。平均照度が低い場

合は、照明の有無による効果が大きく現われ

たものと考えられる。そして、平均照度が高

くなるにつれ昼夜の事故率比が徐々に低下し、

30Lx近辺で再び低下の傾きが大きくなる。こ

れは照度が高くなることによる効果に加えて、

平均照度均斉度も国際勧告の推奨値である0.4に近くなり、良好な照明環境が得られていることから、照明による効

果が大きく現われたものと考えられる。 

このように、本調査の対象である事故危険箇所のような交通事故が発生しやすい場所では、交差点照明の照度レベ

ルは30Lx、平均照度均斉度は0.4程度確保することが、交差点照明による効果的な夜間の事故削減対策を実施するう

えで一つの目安になると考えられ、これらの結果は、大谷らが実施した事前事後の調査ともおおむね一致する。 

次に、道路構造や周辺環境ごとにデータを分類し、目的変数を昼夜の事故率比、説明変数を平均照度とし

て直線による回帰式で分析を行った。分析結果を表2に表す。全ての分類条件において、回帰式の傾きが負

の傾きとなっており、いずれの条件においても平均照度が高くなるにつれ、照明による夜間事故削減効果が

向上していることがわかる。また、分類条件別にみると、全日事故率注1）が高い箇所、2車線道路、右折車線

なしなどの分類条件において回帰式の傾きが大きくなっており、これらの条件では、平均照度を高めることによる

夜間事故削減効果が大きいことがわかる。さらに、全体的にみると回帰式の切片が大きいものは傾きが大きくなる傾

表1 調査条件 
対象箇所 関東地方整備局、千葉県管内の事故危険箇所に登録されている交差点

対象箇所数 関東地方整備局：２５０箇所、千葉県：１１７箇所、計：３６７箇所

事故データ

１箇所につき、平成８～１０年、１１～１３年の各３年間をそれぞれ１サンプ
ルとした（１箇所に付き２サンプル）
但し、昼間事故または夜間事故が１件も発生していないものはサンプルか
ら除去した

有効データ数 ５６８サンプル

交通量
平成８年～１０年は平成９年のセンサスデータ、平成１１～１３年は平成１
１年のセンサスデータを用いた

図1．平均照度、平均照度均斉度と昼夜の事故率比の関係 
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向にあるが、6車線以上の車線数では、切片が小さくて

も、傾きは比較的大きい。つまり、6車線以上の車線数

では、他の条件に比べて照明のない状態での昼夜の事故

率比も低く、平均照度を高めることによって、さらに夜

間事故の削減が期待できるといえる。 

3.2. 現地調査による夜間事故発生要因の抽出 

実道の交差点における夜間事故の発生状況、およ

び沿道環境を調査し、夜間事故発生要因を把握する

とともに、交差点照明の設置計画時の注意点につい

て整理した。調査場所は前項の事故危険箇所の交差

点のうち、平均照度が低いにもかかわらず昼夜の事故率比が低い箇所、

平均照度が高いにもかかわらず昼夜の事故率比が高い箇所など特徴的

な交差点12箇所を選定した。調査結果は次のとおりである。 

（１） 夜間事故の発生状況 

夜間事故の発生状況をみると、①交差点付近における直進車間の

追突事故が最も多く、次に②右折車両と直進車両（二輪車含む）の

事故③右左折車両と横断歩行者の事故の順に多く発生していた。 

（２） 夜間事故発生要因の調査 

現地調査を実施し、夜間事故の発生要因として考えられるものに

ついて抽出した。 

・ 夕方など交通量の多い時間帯に、交差点付近にある沿道の駐

車場への車両の出入りが多く、交通流に乱れが生じている（写

真1）。 

・ 交差点の周辺店舗からの漏れ光がグレア（まぶしさ）となり、

横断歩道付近や交差点内が暗く感じたり、右左折先の道路が

視認しにくくなっている（写真2）。 

・ 主道路に横断歩道がなく歩道橋しかないため、自転車や歩行

者が乱横断している（写真3）。 

・ 植樹によって、照明の効果と運転者の視野が妨げられている

（写真4）。 

（３） 昼夜の事故率比と平均照度の関係についての特徴 

平均照度が低いにもかかわらず昼夜の事故率比が低い箇所と、

平均照度が高いにもかかわらず昼夜の事故率比が高い箇所の双

方のグループ間において、特徴的な違いは見られなかった。 

沿道の漏れ光や運転者の視覚を遮る植樹など、設計図面から把握で

サンプル数 直線による回帰式 P値

568 y=-0.025x+2.612 ＜0.01

25000台未満 239 y=-0.024x+2.978 0.14

25000台以上 329 y=-0.010x+2.044 0.14

10000台未満 297 y=-0.020x+2.826 0.14

10000台以上 271 y=-0.015x+2.112 0.03

500件/億台キロ未満 340 y=-0.022x+2.620 0.05

500件/億台キロ以上 228 y=-0.027x+2.586 0.03

十字路 403 y=-0.025x+2.617 ＜0.01

十字路以外 165 y=-0.024x+2.606 0.24

DID 413 y=-0.018x+2.330 0.04

DID以外 155 y=-0.021x+3.001 0.29

２車線 235 y=-0.035x+2.988 0.03

４車線 292 y=-0.005x+2.092 0.64

６車線以上 43 y=-0.023x+2.196 0.14

あり 365 y=-0.022x+2.508 0.04

なし 203 y=-0.028x+2.740 0.06

分類条件

分類なし（全体）

日交通量

全日事故率

沿道状況

車線数

右折車線

夜間交通量

交差点構造

表2 分類条件ごとの直線による回帰式 

写真1 沿道の駐車場 

写真2 沿道からの漏れ光 

写真4 植樹による影響 

写真3 歩行者の乱横断 
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きないものが夜間事故発生要因として考えられる場合が多く見られ、照明の配置を検討する場合は、夜間の

現地調査の実施が重要であることが伺える。また、沿道の漏れ光は、車両運転者の視機能を低下させるグレ

ア源になるため、沿道の漏れ光が多い場所は、交差点の平均照度が高く設定されていても、充分な照明効果

が得られていないことがある。特に、右左する車両からみると、運転者の視野内に直接漏れ光が入るため、

横断歩行者を見落とすことが懸念される。このような場所では、交差点内を明るくすることと、横断歩行者

の視認性を向上させることを目的として、交差点の隅切り部に照明を配置することが有効であると考えられ

る。 

今回の調査では、車両が沿道へ出入りする際に生じる交通流の乱れが原因と思われる交差点付近の追突事

故が最も多く、先行車両の挙動を把握しやすくするために沿道の出入り付近に照明を配置することも有効で

あると考えられる。しかし、この傾向は夜間だけでなく昼間にも見られるため、照明だけでなく他の交通安

全対策による改善も必要である。 

 

4. まとめと今後の課題 

今回の調査から次のことを得た。 

・ 事故データを用いた分析から、交差点照明による効果的な事故削減対策を実施するには、平均照度は

30Lx、平均照度均斉度は0.4程度確保することが一つの目安となることを把握した。 

・ 全日事故率が高い箇所、2 車線道路、右折車線のない交差点は、平均照度を高めることによる夜間事故

削減効果が大きい。また、主道路が 6 車線以上の交差点は、他の条件に比べて潜在的に昼夜の事故率比が低

く、平均照度を高めることで更に夜間事故の削減が期待できる。 

・ 照明による適切な夜間事故削減を図るためには、机上検討のみならず夜間の現地調査も実施し、現地

の特性に応じた配置、および照度設定を行うことが重要である。 

今後は、これらの成果を参考にしつつ、交差点内だけでなく交差点付近や横断待機場所などの歩道部も含めた総合

的な交差点照明のあり方について検討を進めていきたい。 
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事故危険箇所等に関する情報の共有に関する研究 
（指導期間 平成１６年４月～平成１７年３月） 

 
研究室名 道路研究部 道路空間高度化研究室 
氏  名       宮  下  直  也 

 
 

１．まえがき 

 近年の交通事故死者数は減少傾向にあるものの，事故発生件数は依然として増加傾向にある。このため，

今後の事故抑止対策のより効果的な立案，効率的推進，適切な対策効果の評価が求められている。 
これらの要求に対して，今後の対策の検討においては，平成８年度から１４年度まで実施した事故多発地

点緊急対策事業などにおける対策検討において得た情報を共有化し，これらの知見を活用することが重要と

考えられる。このため，対策検討の一連の手順を体系化した「交通事故対策・評価マニュアル」，事故要因の

分析から対策立案までの具体的な検討の際に参考となる「交通事故対策事例集」及び対策検討の過程を記録，

収集する「事故対策データベース」を作成したので，これらについて述べる。 
 

２．研究目的  

 これまでに実施した事故多発地点などで事故抑止対策を検討した際の主な課題としては，①対策検討手法

が体系的に整理されていないため，要因分析や対策立案の際に必要となる情報項目が不明瞭であること，②

過去に実施された対策検討の知見を，次の検討の際に十分に活用できないこと，③事故発生要因が複雑な場

合，対策検討が困難なことがあることが挙げられる。 

 これらの課題に対応し，今後の対策をより効率的かつ効果的に実施するため，この研究では，事故の要因

分析から対策立案，効果評価までの検討手順の体系化を検討するとともに，事故多発地点における事故分析

や対策検討の事例を収集，整理して，これらの情報を共有化し，今後の対策の検討に反映するための仕組み

を構築することとした。 

 

３．研究方法 

 対策立案から効果評価までの検討手順の体系化の検討，対策検討事例及び検討項目の整理については，事

故多発地点における対策検討資料やフォローアップ調査の結果等を利用し，分析，検討を行った。 

 

４．研究結果 

４．１ 交通事故対策・評価マニュアル 

  対策の立案から評価までの手順や留意点を体系的に整理し，これを「交通事故対策・評価マニュアル」と

してまとめた。 
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 このマニュアルに示した対策の立案・評価の手順に

ついては，図－１に示すとおりであり，各段階におけ

る検討内容について明確化した。「交通事故対策事例

集」や「事故対策データベース」はこのマニュアルの

手順の中に位置付けられている。 

 

４．２ 交通事故対策事例集 

 今後，新たに事故抑止対策を検討する際には，過去

に実施した対策方法やその留意点等の情報を蓄積し，

活用することで，より効率的に効果的な対策の立案を

行うことが可能になると考えている。このため，これ

まで実施してきた事故多発地点における事故要因分

析や対策立案についての知見を整理し，これを「交通

事故対策事例集」としてまとめた。 

 事例集の作成にあたっては，事故多発地点の対策検

討資料により事故発生要因の推定が可能であった５５

７箇所の検討記録を抽出し，これらの箇所の道路構造

や交通環境等の道路特性，事故類型及び事故要因につ

いて分類方法等の検討を行い，事故対策に関する知見

を収集，整理したものである。 

事例集を使用した対策案の検討は，図－２に示す流

れで行うようにした。 

事例集は，事故要因の分析を支援する「事故要因一

覧表」，対策の立案を支援する「対策一覧表」及び具体

的な事例を紹介する「対策の事例」により構成されて

いる。このうち「事故要因一覧表」は，単路，交差点

の区分などで分類した道路特性別に，各事故類型から想定される事故の発生過程や事故を誘発すると考えら

れる道路交通環境上の要因などについて整理したものである。また「対策一覧表」は，道路交通環境に起因

すると考えられる事故要因に対応した対策方針，具体的な対策工種及び対策を実施する場合の留意点をまと

めたものである。 

 事例集を活用することにより，道路特性ごとの主要な事故類型に対し，事故要因の分析から主な対策の検

討までを効率的に行うことが可能になっている。 

 

４．３ 事故対策データベース 

 平成１５年度に指定された事故危険箇所の箇所概要や，事故抑止対策の立案から効果評価までの一連の作

図－１ 交通事故対策の立案・評価の手順 

対策の立案

対策の実施
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対策の立案

対策に関する助言

評価のための事前調査

対策箇所の選定

交通事故対策事例集

（１）該当する道路特性の選定

（２）対象とする事故類型の選定

（３）事故類型ごとの事故要因の

検討

＜対策の立案・評価の流れ＞

＜事例集を用いた対策検討の流れ＞

事故要因
一覧表

対策一覧表

対策の事例

（４）対 策 案 の 検 討

対策の立案

対策の実施

対策の評価

事故危険箇所等の抽出

対策前の現況の整理

事故要因の分析

対策の立案

対策に関する助言

評価のための事前調査

対策箇所の選定

交通事故対策事例集

（１）該当する道路特性の選定

（２）対象とする事故類型の選定

（３）事故類型ごとの事故要因の

検討

＜対策の立案・評価の流れ＞

＜事例集を用いた対策検討の流れ＞

事故要因
一覧表

対策一覧表

対策の事例

（４）対 策 案 の 検 討

図－２ 「交通事故対策事例集」を用いた対策検討
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業の過程を，統一した様式で体系的に記録，収集するた

め，「事故対策データベース」を構築した。このデータ

ベースシステムの運用により，全国の一般国道等幹線道

路の道路管理者が，事故危険箇所等に関する情報を共有

することが可能となる。 

データベースシステムには，データを入力するデータ

入力機能，設定条件に該当する箇所を検索，閲覧する事

例検索／閲覧機能，必要なデータ項目を電子ファイルに

出力するデータ抽出機能を持たせている。 
 

４．３．１ データ入力機能 

 対策箇所データを入力する機能である。入力するデー

タの項目については，過去に行った事故多発地点に関す

る調査の項目をもとに，これらを「交通事故対策・評価

マニュアル」の内容に基づいて見直し，また各地方整備

局等の意見を踏まえて検討，整理した。蓄積した情報は，

次の対策立案に活用できるよう，「交通事故対策事例集」

に反映する。 

対策の立案と評価の過程の各段階における入力項目

を図－３に示す。 

 このうち，事故発生要因の整理と対策検

討過程を入力する部分については，「交通

事故対策事例集」に基づいて作成したもの

である。着目する事故パターンの要因分析

から具体的対策工種の立案の部分が，事例

集の流れに沿って自動的に表示され，入力

作業を支援する機能とともに，対策検討を

支援する機能も併せ持つ形となっている。 
 

４．３．２ 事例検索／閲覧機能 

設定した条件に該当する対策箇所を検

索し，閲覧，印刷する機能である。この機

能により，全国の事故危険箇所等の情報の

中から，道路管理者が自分の管理する道路と類似した道路特性を持つ箇所や，自分が分析した事故要因と同

じ事故要因をもとに事故抑止対策を実施した箇所等，参考にしたい事例を絞り込んで見ることができるため，

①

②

③

検索条件を設定

「事例検索」を選択

検索結果の中から
閲覧箇所を選択

選択箇所の内容
を表示

＜対策の立案・評価の流れ＞ ＜データベースへの入力項目＞

箇所概要

道路構造

交通状況

事故発生要因の整理

実施予定対策

効果評価値

効果評価値

箇所概要

事故データ

都道府県アドバイザー会議
における助言内容

道路管理者等

道路現況図・写真

既存の交通安全施設等

道路管理者等

道路構造

事故発生状況図

対策の立案

対策の実施

対策の評価

事故危険箇所等の抽出

対策前の現況の整理

事故要因の分析

対策の立案

対策に関する助言

評価のための事前調査

対策後の現況の整理

対策箇所の選定

評価の実施

交通状況

実施対策概要

評価のための事後調査

事故データ

対策検討過程

事故発生状況図

評価結果の整理

総合評価

＜対策の立案・評価の流れ＞ ＜データベースへの入力項目＞

箇所概要

道路構造

交通状況

事故発生要因の整理

実施予定対策

効果評価値

効果評価値

箇所概要

事故データ

都道府県アドバイザー会議
における助言内容

道路管理者等

道路現況図・写真

既存の交通安全施設等

道路管理者等

道路構造

事故発生状況図

対策の立案

対策の実施

対策の評価

事故危険箇所等の抽出

対策前の現況の整理

事故要因の分析

対策の立案

対策に関する助言

評価のための事前調査

対策後の現況の整理

対策箇所の選定

評価の実施

交通状況

実施対策概要

評価のための事後調査

事故データ

対策検討過程

事故発生状況図

評価結果の整理

総合評価

図－３ 交通事故対策立案・評価の流れと入力項目との関係 

図－４ 事故対策データベース画面の遷移例（事例検索の例） 
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効率的に対策事例を参照することができる。 

画面の遷移は図－４のとおりである。検索については，自由入力部分以外の全てのデータベースの情報項

目を，検索条件として設定可能となっている。閲覧については，検索条件を設定して検索を行った後，検索

条件に該当する事故危険箇所等が一覧表に表示される。この中から閲覧したい箇所を選択すると，その箇所

のデータを閲覧できるようになっている。また必要に応じて様式を印刷することもできる。 
 

４．３．３ データ抽出機能 

 設定した条件に該当する対策箇所を検索した後，必要なデータベース情報項目を選択して，そのデータを

電子ファイルに出力する機能である。この機能で出力したデータを利用することにより，事故抑止対策の分

析や評価，事業の進捗管理などを行うことができる。検索条件の設定については，項目指定画面によりデー

タベースに入力してある情報項目を，事例検索／閲覧機能の検索条件設定と同様の操作により行う。検索後

のデータの電子ファイルへの出力については，出力が必要な項目を画面により設定して行う。出力したデー

タについては，市販のソフトウエアの利用により，データの集計やグラフの作成が可能となる。 

  

５．結論 

 以上のように，交通事故の要因分析から事故抑止対策の立案，効果評価までの検討手順を体系化した「交

通事故対策・評価マニュアル」と，事故多発地点における対策検討事例を整理し，今後の対策検討の参考資

料となる「交通事故対策事例集」及び事故対策に関する情報を記録，蓄積し，そのデータを閲覧することが

できる「事故対策データベース」を作成した。 

 今後これらが運用されることによって，事故危険箇所等の対策立案及び評価に関する情報が収集，蓄積さ

れることとなる。これによって，道路管理者の対策検討や事業管理がより効率的に行われることが期待され

る。今後は，蓄積された情報をもとにマニュアルや事例集を更新し，充実させていきたいと考えている。ま

たデータベースについては，例えば対策検討支援機能を充実するため，事故対策と事故発生状況の関係につ

いて資料が整備されれば，対策立案過程で対策効果予測機能を付加するなど，発展させることも考えられる。 
 最後に，マニュアル，事例集及びデータベースについて，事故危険箇所等の対策検討において実際に運用

された際に生じた課題等を把握し，より利用しやすいものにしたいと考えている。 
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道路・沿道環境と運転挙動 

（指導期間 平成 16 年 4 月～平成 17 年 3 月） 

 
研究室名 道路空間高度化研究室 

                             氏 名 堤 敦洋 
 

1. まえがき 

交通事故の原因は、発見の遅れ、判断の誤り、操作の誤りといったヒューマンエラーによるものが 90～95%
を占めると言われている。効果的に交通事故を削減するためには、ヒューマンエラーを抑制する道路・沿道環

境を実現することが求められる。このためには、事故に至った原因や過程を把握する必要があるが、現在の交

通安全対策は、その検討手段として事故発生状況図に基づき事故要因を推測する以外に方法がない。これに対

し、自動車を直接操作するドライバの運転挙動を把握し、道路・沿道環境と関連付けて道路の安全性を評価す

る方法を確立することが必要である。 
 

2. 研究目的 

本研究は、運転挙動により道路の安全性を評価する方法の確立に向け、道路・沿道環境と運転挙動との関係

を把握する方法を提案することを目的とする。そこで、道路・沿道環境が異なる走行実験区間を選定し、走行

実験区間を実車走行して得られた運転挙動データ（走行挙動、注視挙動）を用いて、様々な道路・沿道環境（道

路構造、沿道状況、交通状況）におけるヒューマンエラーに関わる指標と変化量について整理・分析を行った。 
 

3. 研究内容 

3.1 走行実験区間 

道路の安全性に係わる運転挙動を様々な道路・沿道環境で比較するため、つくば市内の未改良道路

（主にカーブ区間で構成される両方向１車線の幹線道路）と改良済道路（直線と緩やかなカーブ区間

で構成される両方向２車線以上の幹線道路）から、走行実験区間として事故率の高い区間と低い区間

をそれぞれ１区間（各区間約 3km）ずつ選定した（全４区間）。 
 

3.2 被験者 

被験者条件は、運転歴が１年以上で普段から自動車を運転しており、走行実験区間の運転経験を有するも

のとした。また、国土技術政策総合研究所試験走路で走行実験時と同様の計測装

置を装着させた被験者候補27名に走行試験車（カローラ 1,800cc：国土技術政

策総合研究所所有）を運転させ、走行試験車の運転に慣れ、またアイマークカ

メラ(EMR-8)の計測が可能であった16名を被験者として選定した。 
 

3.3 走行実験 

走行実験では、被験者にアイマークカメラを装着し、走行試験車で走行

表－１ データ計測項目 

計測装置

速度 (km/h)

前後加速度 (m/s
2
)

横加速度 (m/s
2
)

ハンドル切角 (deg)

アクセル踏量 (%)

ブレーキ頻度 ON/OFF

走行時間 (s)

走行距離 (km)

アイマーク
カメラ

注視挙動
データ

アンケート

注視状況

道路沿道状況に対する注意度

計測項目

走行試験車
走行挙動
データ
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実験区間を普段通りに走行（各区間１往復）させた。データ計測項目は、表－１に示す(1)走行挙動デ

ータ（走行試験車に搭載したパーソナルコンピュータに 0.1 秒間隔で記録）、(2)注視挙動データ（視線

状況と視野像をビデオカメラにより録画）である。また、ドライバが運転中に注意を払う道路・沿道環

境を把握するため、走行実験後にアンケート調査（表－４に示す項目を 11 段階評価）を行った。 
 

3.4 実験結果 

3.4.1 未改良道路の運転挙動 

走行実験区間（未改良道路）を平面線形と道路・沿

道環境の違いで細分化し、３種類の平面線形と２種類

の道路・沿道環境（沿道状況、車道幅員、歩道有無）

がクロスした区間Ａ～Ｆの６区間で整理した（表－２）。平面線形

と沿道状況等が異なる区間Ａ～Ｆで運転挙動データを比較すると、

カーブ手前～中における走行挙動（前後加速度、ハンドル角速度、

速度）と注視挙動が各区間で異なることが分かった。具体の実験

結果を以下に示す。 

(1) 走行挙動（前後加速度、ハンドル角速度、速度） 
図－１～２をもとに、前後加速度（カーブ手前～中）とハンド

ル角速度（カーブ入口～中）の変化量を比較した。 

まず、平面線形が異なる区間（ＡＢとＣＤとＥＦ）で比較した。

この結果、前後加速度・ハンドル角速度はともに、ＥＦ（長い直

線の終端に急カーブ）、ＣＤ（急カーブが連続）、ＡＢ（直線と緩

やかなカーブ）の順で変化量が大きい。 

次に、道路・沿道環境が異なる区間（ＡとＢ、ＣとＤ、ＥとＦ）

で比較した。この結果、前後加速度・ハンドル角速度はともに、

Ｂ・Ｄ・Ｆ（「沿道が田畑等で開放的」、「車道幅員が広い」、「歩

道あり」）がＡ・Ｃ・Ｅ（「沿道に民家等が密集」、「車道幅員が

狭い」、「歩道なし」）に比べ変化量が大きい。 

また、図－３をもとに横すべりに対する限界速度１）とカー

ブ進入速度を比較した。この結果、ＥＦ（長い直線の終端に急

カーブ）、ＣＤ（急カーブが連続）、Ａ

Ｂ（直線と緩やかなカーブ）の順に限

界速度に近い速度でカーブへ進入して

いる。 

(2) 注視挙動 
図－４をもとに、Ａ～Ｆで注視挙動

を比較した。この結果、Ａは遠近・左

右の広い範囲（「路面遠方・近傍」、「左

 表－２ 道路・沿道環境一覧（未改良道路） 

図－１ 前後加速度の変化図 

図－２ ハンドル角速度の変化図 

 図－３ 横すべりに対する安全性 

 図－４ 注視割合と平均注視時間 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

ハ
ン

ド
ル

角
速

度
（
d
e
g/

s）

Ａ 1.74 2.88 10.79 

Ｂ 2.01 2.87 17.60 

Ｃ 2.04 5.11 19.88 

Ｄ 3.00 3.33 26.88 

Ｅ 5.12 7.54 30.76 

Ｆ 1.68 4.02 34.44 

カーブ手前 カーブ入口 カーブ中

Ａ　50.1【37 .2】 Ｂ　54.1【33.2】

Ｃ　46.7【26.3】Ｄ　44.8【28.2】

Ｅ　52.0【9.7】 Ｆ　59.2【2.5】
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カーブ進入速度（km/h）

曲
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径
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）

区間Ａ 区間Ｂ 区間Ｃ 区間Ｄ 区間Ｅ 区間Ｆ

※【　】内は限界速度との差

61.7(R50m限界速度)

73.0(R70m限界速度)

87.3(R100m限界速度)

横すべりに対する限界線（下式より）

　R=V
2
/127(ｆ+ｉ)

　　f：横すべり摩擦係数(0.6：乾燥路面）
　　ｉ：片勾配(0.0)
　※上式は「道路構造令の解説と運用」から引用

危険な領域

安全な領域

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

前
後

加
速

度
（
m

/
s

2
）

Ａ -0.20 -0.25 -0.73 

Ｂ 0.10 -0.33 -0.61 

Ｃ -0.42 -0.62 -1.32 

Ｄ 0.43 -0.21 -1.17 

Ｅ -0.07 -0.93 -1.84 

Ｆ 0.11 -0.94 -1.94 

カーブ手前 カーブ入口 カーブ中

区間 沿道状況 車線数 歩道有無 片勾配
事故率

(件/億台ｷﾛ）
区間長
（ｋｍ）

Ａ R100m 民家等密集
両方向
１車線

狭い
車道4.5m
路肩(両側)0.75m

なし なし 29 0.5

Ｂ
R100m
～130m

田畑・樹木等
（開放的）

両方向
１車線

広い
車道5.5m(ｾﾝﾀｰ
ﾗｲﾝ設置可能)
路肩(両側)0.5m

あり なし 40 0.4

Ｃ
R60m
～70m

民家等密集
両方向
１車線

狭い
車道3.5m
路肩(両側)0.75m

なし なし 48 0.5

Ｄ
R70m
～90m

田畑・樹木等
（開放的）

両方向
１車線

広い
車道5.5m(ｾﾝﾀｰ
ﾗｲﾝ設置可能)
路肩(両側)0.5m

あり なし 99 0.5

Ｅ R50m 民家等密集
両方向
１車線

狭い
車道4.0m
路肩(両側)0.75m

なし なし 40 0.4

Ｆ
R50m
～60m

田畑・樹木等
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【定義】
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側・右側」）への注視割合が高く、「道路敷外」への注視割合が最も低い。これに対して、Ｂ・Ｃ・Ｄ・

Ｅは、近くの狭い範囲（「路面近傍」、「左側」）と「道路敷外」への注視割合が高い。また、Ｆは比較

的広い範囲（「路面遠方・近傍」、「左側」）と「道路敷外」への注視割合が高い。 

次に、道路・沿道環境が異なる区間（ＡとＢ、ＣとＤ、ＥとＦ）で比較した。この結果、Ｂ・Ｄ・

ＦはＡ・Ｃ・Ｅに比べ「道路敷外」への注視割合が高く、また「路面近傍」への平均注視時間が長い。 

3.4.2 改良済道路の運転挙動 

走行実験区間（改良済道路）を交通状況、沿道状況、交差点・沿道出入口数の違いで細分化し、こ

の中で交通状況、沿道状況、交差点・沿道出入口数が最も対照的な区間Ｇ・Ｈの２区間で整理した（表

－３）。交通状況、沿道状況等が異なる区間Ｇ・Ｈで運転挙動データを比較すると、走行挙動（前後

加速度）と注視挙動が両区間で異な

ることが分かった。具体の実験結果

を以下に示す。 

(1) 走行挙動（前後加速度） 
図－５をもとに、ＧとＨで前後加速度を比較した。この結果、

Ｈ（「交差点・沿道出入口・沿道施設が多い」、「交通が混雑」、

「沿道出入車両が多い」）はＧ（「交差点・沿道出入口・沿道施

設が少ない」、「交通が円滑」、「沿道出入車両が少ない」）に比

べて、他車（「前方車両」、「沿道出入車両」）の影響により大き

な減速度が頻繁に発生している。 

(2) 注視挙動 
図－６をもとに、ＧとＨで注視挙動を比較した。 

注視割合について、Ｇは遠近の比較的広い範囲（「路面

遠方・近傍」、「左側」）への注視割合が高いのに対し、Ｈ

は近くの狭い範囲（「前方車両」、「沿道出入車両」、「対向

車両」、「路面近傍」、「沿道出入口」）への注視割合が高い。

平均注視時間について、Ｇは「路面遠方」、「標識・信号」

が長いのに対し、Ｈは「前方車両」、「沿道出入口」が長く、「標識・信

号」はＧの半分と短い。 

3.4.3 アンケート調査 

運転中に注意を払う道路・沿道環境を把握するために行ったアンケー

ト調査の結果を表－４に示す。「歩道がない」、「道路幅員が狭い」、「沿道

に塀・壁が多い」（以上、Ａ・Ｃ・Ｅが該当）や「沿道出入口が多い」、「沿

道施設が多い」、「沿道出入交通量が多い」（以上、Ｈが該当）などの道路・

沿道環境に注意を払う傾向が見られた。 

3.4.4 実験結果のまとめと考察 

以上の結果をもとに、道路・沿道環境と運転挙動について考察する。 

表－４ 道路・沿道環境に対する注意度

  表－３ 道路・沿道環境一覧（改良済道路） 

図－５ 他車の影響による減速発生頻度と平均減速度

図－６ 注視割合と平均注視時間 
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(1) 未改良道路 
(a)「長い直線の終端に急カーブ」（ＥＦ）や「急カーブが連続」（ＣＤ）する区間は、「直線と緩や

かなカーブ」（ＡＢ）区間に比べ、限界速度に近い速度でカーブへ進入する。また、カーブ手前

～中で急減速かつ急なハンドル操作となる。 

(b)Ａ・Ｃ・Ｅはドライバが注意を払う道路・沿道環境、Ｂ・Ｄ・Ｆは注意を払わない道路・沿道

環境である。また、Ｂ・Ｄ・ＦはＡ・Ｃ・Ｅに比べ、道路形状等の把握に無関係である「道路敷

外」への注視割合とともに「路面近傍」への平均注視時間が増加する。さらに、カーブ手前～中

で急減速かつ急なハンドル操作となる。このことから、ドライバが注意を払う道路・沿道環境に

比べ注意を払わない道路・沿道環境では、道路形状等に対する認知・判断が遅れ、カーブ手前～

中で急減速かつ急なハンドル操作になると考えられる。 

以上より未改良道路では、ドライバの速度選択性向、平面線形の組合せ、平面曲線半径の大きさを

考慮し、運転挙動が急変するような平面線形は避けるとともに、カーブ手前等でドライバに注意喚起

を促す交通安全対策（標識、路面標示等）を併せて行うことが望ましい。 

(2) 改良済道路 
「交差点・沿道出入口・沿道施設が多い」、「交通が混雑」、「沿道出入車両が多い」という道路・沿

道環境（Ｈ）では、「他車」、「路面近傍」、「沿道出入口」への注視割合が高く、道路・交通状況等の

把握に必要な対象物（「路面遠方」、「標識・信号」、「左側」等）に対する注視割合や平均注視時間が

減少する。また、他車の影響により大きな減速度が繰り返し発生する。このことから、他車の状況や

沿道出入口等にかなり注意を払い、必要な情報を瞬時に判断しなければならないため、発見の遅れ（見

落とし）や判断の誤り（見誤り）を起こし大きな減速度が頻繁に発生すると考えられる。 

以上より改良済道路では、「沿道出入口や交差点の集約化」や「沿道利用規制」等により「交通の

円滑化・整流化」を図り、ドライバに余裕をもって必要な情報を判断させることが望ましい。 

 

4. まとめと今後の課題 

本研究では、前後加速度、ハンドル角速度、注視挙動などの運転挙動の違いから、交通安全上問題と

なる道路・沿道環境を把握し、運転挙動が交通安全対策の検討手段となり得る可能性を示すことができ

た。本結果は、運転挙動により道路の安全性を評価する方法の確立に向け有用な資料となるが、走行実

験区間と類似した道路等で事例を増やし本結果の検証を行うことを今後の課題としたい。 
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道路景観形成時の合意形成方法に関する研究 
（指導期間 平成１６年４月～平成１７年３月） 

 
研究室名 道路研究部道路空間高度化研究室 
氏  名        中 野  圭 祐 

 
 

1．まえがき 
 ｢美しい国づくり政策大綱」(2003.7)の策定や、「景観法」(2004.12)の施行を受け、今後、景観に対する関

心の高まりと共に、景観に配慮した社会資本整備が進められることとなる。道路事業の実施に際しては、地

域住民や市民との合意形成を図ることが重要であり、これは道路景観の形成においても例外ではない。地域

住民との合意形成はこれまでも各地で様々な取組みがなされており、その為、合意形成に関する方法、ノウ

ハウは整理されてきている。しかし、道路景観形成の観点も含む合意形成については、未だ十分にまとめら

れていないと考えられる。 
 
2．研究目的 
 本研究では、道路事業における合意形成の事例調査と合意形成ツールの整理を通じて、道路景観形成時の

特徴を踏まえた合意形成の方法やプロセス、各地でのノウハウを整理することにより、今後の道路景観形成

事業の円滑な推進に資することを目的としてとりまとめを行うものである。 
 
3．研究内容 
3.1．事例調査 
3.1.1．事例収集 
 道路事業における合意形成は、道路

の種類（幹線道路／非幹線道路）や事

業の種類（新設･改築／改良･拡幅／維

持更新）、また合意形成が導入される事

業の時期（構想／計画／設計／施工／

事業完了後）などによりその方法やプ

ロセス等が異なるものと考えられる。

そのため、これら観点を網羅的に把握

できるよう事例の収集を行った。尚、

事例は各種文献や広報資料、各地法整

備局・自治体のホームページ等による

表１．調査内容 
１）事業特性に関する項目 

項 目 内 容 
道路の種別 幹線道路、非幹線道路 
道路事業の種類 新設・改築、改良・拡幅、維持更新 
合意形成導入段階 構想、計画、設計、施工、事業完了後（維持管理） 
沿道地域特性 市街地部、郊外部、田園部、山間部、海岸部 
合意形成の対象住民 住居者、商店主・事業者、市民 

合意形成導入目的 景観形成、環境改善、交通利便性・円滑化、 
交通安全・事故対策 

景観に関わる地域性 景観形成に関する既存の市民参加活動、協定・条例等 

２）合意形成活動の特性に関する項目 
項 目 内 容 

準備関連 体制（事務局、第３者の有無等）、合意形成手法、等 
実施関連 実施期間、手法の内容（日程､合意事項､使用ルール等）

合意形成後関連 成果（公表時期、範囲、内容）、合意事項の事後評価、

維持管理協定等の有無、その他 
使用ツール ツールの種類、内容、検討事項 等 
公表・成果 具体的な公表方法、成果の内容に関する特徴 等 
その他 運営上の問題点・解決方法、反省点、その他意見 等 



24 

情報を元に、特に市民参画に配慮した事例、また、道路景観に関わる合意形成を目的とした事例を中心に収

集するよう留意し、４２事例の情報を得た。 
 
3.1.2．詳細調査 
 収集した４２事例のうち、合意形成手法として討議型による議論を行ったと見られる事例を主な対象とし、

１２事例についてヒアリングによる詳細調査を実施した。詳細調査では事例収集による項目のほか、運営上

の問題点や対処法、ツールについての反省点、その他各事例での工夫などノウハウを得るとともに議事録や

合意形成当時の配布資料などの入手も行い、合意形成の過程を調査した。尚、事例収集および詳細調査に関

する主な調査項目を表１に示す。 
 
3.1.3．調査結果 
道路景観形成時における道路の種類および事

業の種類による合意形成方法・体制作り・成果等

について表２～３に示す。道路景観形成時の合意

形成では、まず体制作りの面で多くの場合に専門

家の関与が見られたほか、合意形成の成果として

提言や協定など、事業後の取り決めなどについて

も検討された事例が多い。これら事例収集および

ヒアリング調査によって得られた結果から、道

路景観形成時での特徴を考察すると以下のよう

になる。 
○景観形成時における専門家のかかわり 
景観形成時における合意形成では、景観に

明確な基準が無く、住民のみで合意を形成す

ることが難しいい場面も想定されるため、意

思決定段階では専門家の関与が必要と考えら

れる。調査した多くの事例において、景観に

関する専門家や地域の事情に詳しい専門家等

が委員長やアドバイザーとして参画している。

専門家は委員会においては技術的知見を持っ

て道路景観整備のあるべき姿を議論し、助言

や意見の総括などを行う一方、ワークショッ

プなど一般市民が多く参加し検討を行う場で

はアドバイザーとして適切な助言を行い、時には参加者の意見を技術的知見により軌道修正するなど、参

加者の意見を尊重しつつ実整備とのバランスを取る役割として有効であると考えられる。 

表２．道路の種類による合意形成方法の整理 
 幹 線 道 路 非 幹 線 道 路 

実施期間 ３年未満がほとんど ３年以上行う事例も多い 

討 議 型 委員会が主体 
委員会を上位とする協議会、

検討会．ワークショップが主

体 手 

法 

情報公開

収 集 

主にアンケートの実施 
そのほか緑化イベントなど

も実施 

主にアンケートの実施 
社会実験や見学会など体験

型も実施 

位置付け
委員会での委員長としての

参画が多い 
ＷＳでのアドバイザーとし

ての参画が多い 専 

門 

家 分 野 
景観、景観・土木・橋梁・緑地・街並みデザイン、景観工

学、景観・まちづくりアドバイザー、色彩、建築、造園、

まちづくり、空間・都市地域設計 等の学識者が主 

使用ツール 
スケッチ、パース、 
フォトモンタージュ、模型、

ＣＧ、ＶＲ 

スケッチ、パース、 
フォトモンタージュ、模型、

ＣＧ 

成 果 景観整備基本計画、提言 
報告書、マニュアル 

景観整備基本計画、 
景観形成市民協定 

表３．事業の種類による合意形成方法の整理 
 新設・改築 改良・拡幅 維持更新 

｢討議型｣の内容 委員会が主体 

委員会を上位と

する協議会、検

討会．ワークシ

ョップが主体 

検討会、ワーク

ショップが主体

主な合意事項

整備方針、道路

構造、構造物・

付属物デザイ

ン、植栽、色彩

構造物・付属

物・歩道デザイ

ン、植栽 

付属物・歩道デ

ザイン 

位置付け
委員会での委員

長としての参画

委員長やアドバ

イザー 

委員長やアドバ

イザー 
専

門

家 分 野 
学識経験者 

景観ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
学識経験者 学識経験者 

成 果 
整備基本計画 

提言、報告書 

整備基本計画 

提言、景観協定 

整備基本計画 

マニュアル 
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○事業後の道路景観の保全・維持管理にむけた検討 
道路景観形成に関わる事業では、道路や付属物等の構造・形状の検討だけでなく、整備後の維持管理や

沿道利用や地域協定について検討されることが多い。これらは整備後の道路景観の保全・維持するため議

論すべき内容であるが、決定事項は同時に沿道住民に負担を強いる場合も多い。そのため、合意形成の早

い段階から住民を巻き込み、まず道路に対して関心を持たせるとともに、出来るだけ住民の意見を反映さ

せることにより、地域住民に｢自分達の道路｣という意識を持たせることが整備後の自主的な保全・維持管

理に繋がるものと考えられる。 
○合意内容や地域活動の継承 
合意形成の成果である提言書や地域の協定等の取り決めに基づき、美化清掃活動などが実施されており、

これら決定事項の遵守や地域活動の継続が道路景観の保全・維持には重要である。しかし、世代交代が上

手くいかず、活動の継続が難しくなってきている例もあり、今後は地域のイベント等を利用し、実行委員

として若い世代を巻き込むなど活動の世代交代にむけた工夫が必要と考えられる。 
また、各種協定については実質、日常の活動を伴わないため合意内容が風化してしまうことや、地域へ

の新たな入居者によってルールが守られないことなどが懸念される。その為、協定等は定期的に見直しを

行い、また常に周知徹底を図ることで、その実効力を維持し続ける努力が必要であると考えられる。 
 
3.2．合意形成ツールの整理 
 合意形成を実施する際には、参加者や一般市民へ

の説明のため各種ツールが用いられることが多い。

特に道路景観形成に関わる合意形成を進める際には、

視覚化ツールを活用し、関係者が共通のイメージを

持って議論を進めることが効果的であると考えられ

る。ここでは、合意形成に用いられる視覚化ツール

について整理し、その活用方法について検討する。 
視覚化ツールは、①設計図、②現地写真、③スケ

ッチ（ラフ／精細）、④パース（概略／精細）、⑤フ

ォトモンタージュ、⑥ＣＧ（概略／精細）、⑦バーチ

ャルリアリティ（概略／精細）、⑧模型（スタディ／

精細）、⑨建材・色見本等、⑩事例写真、の10種類

を対象として整理した。 

 

3.2.1．合意形成ツールの活用方法 
 各視覚化ツールは、それぞれの事業段階や検討内

容に応じて活用方法が様々であり、一概にどのツー

ルが効果的であると言うことは難しい。しかし、各

表４．事業段階による活用ツールと用途 
事業段階 主な活用ツール 使用目的、合意内容 

構想段階 現地写真、事例写真、 

設計図 など 

道路景観の目標像、前提条件

の抽出、ルート設定 

計画段階 
詳細パース･スケッチ、 

フォトモンタージュ、 

スタディ模型 など 

景観整備基本方針、道路の基

本構成・基本構造、残地・余

地の土地利用 

予備設計 
フォトモンタージュ、 

ＣＧ、概略ＶＲ、 

詳細模型 など 

道路の基本構成、構造物・付

属施設の基本形状や配置、緑

化計画 など 

詳細設計 
フォトモンタージュ、 

詳細ＣＧ･ＶＲ･模型 

建材カタログ など 

道路構造物・付属物の色彩・

材料・デザイン、緑化修景、

施設配置 など 

施工･完了後
フォトモンタージュ、 

詳細パース･ＣＧ･ＶＲ 

合意事項の確認、屋外広告物

等への対応検討、等 

図１．ツール選定フロー 

事業段階 

合意形成手法 

対  象 

各手法における 
概略フロー 

推奨ツール 

○討議型：委員会、懇話会等 
    ：ワークショップ 
    ：説明会、意見交換会等 
○情報公開・収集型 
    ：オープンハウス、展示、掲示等 
    ：ホームページ、ニュースレター等 
○専門家のみ 
○居住者・事業者・一般市民を含む場合 
○居住者・事業者・一般市民 
○不特定多数 

○構想、○計画、○予備設計、○詳細設計 
○施工段階・事業完了後 

①概要説明・認識、②現状把握・③課題抽出 
④各種検討、⑤合意・⑥公表  
など（事業段階や手法により異なる） 
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事業段階の合意形成手法、参加者、検討内容等により、おおよそのツールの活用方法が見出せる。ツールの

選定フローと事業段階による活用ツールを図１、表４に示す。 
ヒアリング調査では模型が好評であったとの声が多く聞かれた。模型は多くの参加者が同時に様々な角度

から検討が出来、また立体的なイメージが掴みやすい事や、討議の場以外でも役所など公共の場所に展示し、

広く一般市民へ公開するなど活用の幅が広く有用な反面、事務局側としては製作や保管、会議毎の準備が大

変であったという意見が得られた。個々の場面で使用するツールは事業の段階や検討内容、合意形成手法、

参加者等によりおおよそ決まるが、そのほかスケジュールや予算、広報資料としての活用等も勘案し総合的

に判断して選択することが必要である。 
これらを踏まえ合意形成ツールの活用の留意点として、１．意識的な誘導が感じられないよう事業段階に

応じたツール作成の詳細度や使用時期について配慮が必要であること、２．議論が逸脱しないよう検討対象

以外の作り込みには配慮すること、３．住民の意見や検討結果はなるべく早い段階で視覚的に整理し公表す

ること、４．公表資料への掲載や公共の場での展示などにより出席者以外への認識の共通化を図ること等が

挙げられる。 
 
4．まとめと今後の課題 
 本調査研究により、道路景観形成に向けた合意形成では次の点に配慮した取組みが有効であることを得た。 

(1) 景観形成時の合意形成では、住民参加だけで合意を形成することが難しいことも予想されるため、有識

者や専門家による適切な助言のもと議論を進めるなど、専門家を有効に活用することが必要である。 

(2) 道路景観は道路敷内外共に形成後の継続的保全・維持が重要であり、地域の協力が不可欠であるため、

早い段階から地域住民との合意形成を図り、協定の締結や自主的な地域活動に繋げることが重要である。 

(3) 景観を議論するうえでは目標像に対して共通したイメージを持ち議論することが円滑な運営に繋がるた

め、視覚化ツールを効果的に活用することが有効である。 

また、道路景観形成時における合意形成の成功は、合意内容が如何に継続されているかに依ると考えられ、

このような長期にわたる成功のノウハウについては今後の調査を通じて整理されるべきところである。尚、

本研究成果をもとに、道路景観形成時の合意形成方法のガイドライン化に向けて取りまとめる予定である。 
 
5．謝辞 
本研究を遂行するにあたり、適切なご指導を戴きました道路研究部道路空間高度化研究室の森室長、高宮

主任研究官に深く感謝の意を表します。加えて本研究以外においても様々なテーマに関する知見を広める機

会を与えていただいた、道路空間高度化研究室の皆様および関係各位の皆様に深く感謝致します。また、今

後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 
所属 積水樹脂株式会社 
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３．所内講演会 

 

 

講演会名：革新的交通基盤が果たすもの 

講 師：Burkhard Erich Horn（財）運輸政策研究機構運輸政策研究所 

開 催 日：平成 16 年 12 月 8日（水） 

概 要： 

  安全、環境と調和した持続可能な発展に寄与する交通基盤の高度化について、欧米諸国の取り

組み状況や動向、国際的な視点でのインターモーダル輸送の推進策や課題について講演する。 

 また、世界道路安全研究所（PARIM）の代表でもあり、国際大学をはじめ欧米の高等教育機関

において国際ロジスティックの講座を持つ氏の経験から、国際ロジスティックや交通安全、地球

環境問題をはじめとして土木工学分野における国際的な研究の枠組みが広がるなかで、日本の役

割、研究資源の国際的な流動化の動向について氏の考えを聞く。 

 

 

講演会名：道路景観－ドイツなどを事例に－  

講 師：Susanne Elfferding 環境システム研究会会員 慶應義塾大学非常勤講師 

開 催 日：平成 17 年 2月 14 日（月） 

概 要： 

  ドイツ、フランスにおける道路景観の事例とともに、それら事例の良いところ・悪いところ、

感想などを紹介する。ドイツに関しては、道路景観形成に関わる歴史的・文化的背景、市民意識、

価値観、関連する教育、さらには我が国との違いも含めて紹介する。またドイツ等での道路景観

形成方法等について簡単に紹介するとともに、我が国での道路景観形成に向けた示唆を戴く。 
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４．過去5年間の発表論文一覧 

論文名 著者名 書籍名 発行所 巻号 
頁 

（自） 

頁 

（至） 
年 月

Kinds of Delineation Devices and 

Needs for Road Administrators in 

Japan 

Kiyoshi KIZAKA  

Kazuhiko ANDO 

Katsuhiko 

MITSUHASHI 

Proceedings of the 2nd

Conference 

    1262 1270 2000 4

事故多発地点とその対策 鹿野島秀行  

菊澤朋己 

自動車技術会 2000

年春季大会前刷集

  No.35-00 1 4 2000 5

自転車の特性が事故発生要因に

与える影響 

守谷安則   

宇野宏     

高津茂夫   

高宮進     

米澤英樹 

自動車技術会 2000

年春季大会学術講

演会前刷集  

  No.34-00 5 8 2000 5

Recent Studies on Roadside Variable 

Message Signboard 

Hideyuki 

KANOSHIMA 

International 

Workshop on ITS 

Human Interface 

    51 54 2000 6

道路の安全・安心を守る交通安全

施設の開発 

安藤和彦 土木技術資料  （財）土木研究セン

ター 

Vol.42 

No.7 

巻頭 2000 7

「交通バリアフリー法」成立する 高宮進 土木技術資料 （財）土木研究セン

ター 

Vol.42 

No.7 

16 2000 7

事故多発地点における交通安全

対策の効果分析 

鹿野島秀行   

三橋勝彦 

土木技術資料  （財）土木研究セン

ター 

Vol.42 

No.7 

38 43 2000 7

交通事故データを用いた事故発生

要因の分析 

鹿野島秀行   

三橋勝彦 

土木技術資料  （財）土木研究セン

ター 

Vol.42 

No.7 

44 49 2000 7

道路におけるバリアフリー技術 高宮進     

三橋勝彦 

土木技術資料  （財）土木研究セン

ター 

Vol.42 

No.8 

50 55 2000 7

交通事故削減に向けた各種の取り

組みについて 

森望       1 6 2000 7

道路照明による効果的な夜間交通

事故削減対策の検討 

大谷寬       

安藤和彦    

鹿野島秀行 

平成 12 年度照明学

会全国大会講演論

文集 

    119 120 2000 8

道路照明と自動車前照灯融合時

の視認性に関する検討 

安藤和彦    

大谷寬       

竹之内光彦 

平成 12 年度照明学

会全国大会講演論

文集 

    121 122 2000 8

三鷹市コミュニティ・ゾーンの安全

性と生活環境向上に関する評価 

橋本成仁    

坂本邦宏    

高宮進       

久保田尚 

土木計画学研究・論

文集  

  No.17 797 804 2000 9

歩行者の危険感並びに縁石の車

両誘導性に基づく歩道高さに関す

る研究 

高宮進 土木計画学研究・論

文集  

  No.17 967 972 2000 9

据付型ハンプの形状に関する実験

的研究 

島田歩     

坂本邦宏    

久保田尚   

高宮進     

石田薫 

土木学会第 55 回年

次学術講演会講演

概要集第 4 部 

    948 949 2000 9

Barrier-free Measures in Japan – 

From the Viewpoint of Technical 

Standards - 

Susumu 

TAKAMIYA  

Katsuhiko 

MITSUHASHI 

ITE Journal

September 2000 

    36 40 2000 9

バイパス整備による交通事故削減

効果の現象分析 

鹿野島秀行 第 20 回交通工学研

究発表会論文報告

集 

    5 8 2000 10
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論文名 著者名 書籍名 発行所 巻号 
頁 

（自） 

頁 

（至） 
年 月

非幹線道路における交通事故発

生の実態とその抑制に関する一考

察 

古屋秀樹    

鹿野島秀行  

牧野修久    

寺奥淳 

第 20 回交通工学研

究発表会論文報告

集 

    21 24 2000 10

ガードレールなどの防護柵 安藤和彦 自動車技術 Vol.54     22 27 2000 10

ハンプの形状に関する実験的研究

－効果と安全性及び騒音振動の

検討－ 

島田歩     

久保田尚      

高宮進      

石田薫 

第 20 回交通工学研

究発表会論文報告

集 

    169 172 2000 10

ハンプ通行時の速度、加速度と、

速度の抑制意向 

高宮進     

森望          

久保田尚    

坂本邦宏 

第 20 回交通工学研

究発表会論文報告

集 

    173 176 2000 10

Research on ITS for pedestrians 池田裕二    

高宮進      

横田敏幸 

第８回 ITS 世界会議        2000 11

GIS を用いたマクロ交通事故分析 

～人口と交通事故の関係に関する

分析を例に 

鹿野島秀行 第 23 回土木計画学

研究・講演集  

  No.23(1) 747 750 2000 11

道路案内標識通過時における高

齢ドライバーの運転特性ならびに

判断能力 

相原良孝    

木村一裕    

溝端光雄    

高宮進      

前川佳史    

清水浩志郎 

土木計画学研究・講

演集  

  No.23(2) 895 898 2000 11

コミュニティ・ゾーン実践マニュアル 高宮進 土木技術資料  （財）土木研究セン

ター 

Vol.42   

No.11 

12 13 2000 11

最近の交通安全対策に関する研

究 

交通安全研究室 道路行政セミナー   No.128 5 10 2000 11

IT 技術を活用した歩行者支援 －

歩行者 ITS－ 

森望 道路    No.718 51 54 2000 12

IT技術による身障者の自立生活支

援－歩行者 ITS の開発－ 

森望    

池田裕二 

土木技術資料  （財）土木研究セン

ター 

Vol.43   

No.1 

38 43 2001 1

水性路面標示用塗料の試験施工 寺田剛      

守屋進      

安藤和彦 

月刊建設 ‘01-2     34 37 2001 2

国土交通省における歩行者 ITS の

取り組みについて 

池田裕二 

森望       

菊地春海    

山本巧 

電子情報通信学会

2001 年総合大会 

      2001 3

「第１回日本スウェーデン道路科学

技術に関するワークショップ」開催

される 

鹿野島秀行 土木技術資料 （財）土木研究セン

ター 

Vol.43 

No.3 

4 2001 3

交通安全事業の効果評価 森望 

鹿野島秀行 

若月健 

土木技術資料 （財）土木研究セン

ター 

Vol.43   

No.4 

50 55 2001 4

コミュニティ・ゾーン概説 高宮進 

久保田尚 

人と車 （財）全日本交通

安全協会 

2001 年 4

月号 

12 16 2001 4

車両用防護柵－性能規定による新

しい構造の例－ 

安藤和彦 土木技術資料 （財）土木研究セン

ター 

Vol.43   

No.5 

巻頭 2001 5
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論文名 著者名 書籍名 発行所 巻号 
頁 

（自） 

頁 

（至） 
年 月

車両用防護柵の性能規定と確認

試験方法 

安藤和彦 

森望 

土木技術資料 （財）土木研究セン

ター 

Vol.43   

No.5 

20 25 2001 5

フルカラー道路情報装置を用いた

情報提供 

安藤和彦 

森望 

2001 春季大会前刷

り集 

（社）自動車技術

会 

５６―１ 1 4 2001 5

バイパス整備による都市圏域の交

通事故状況の変化に関する考察

－ネットワークとリンクの各側面に着

目して－ 

鹿野島秀行 

森望 

土木技術資料 （財）土木研究セン

ター 

Vol.43    

No.6 

30 35 2001 6

視覚障害者の歩行特性調査 池田裕二 土木技術資料 （財）土木研究セン

ター 

Vol.43    

No.7     

17 2001 7

Analysis of the Effect of Traffic Safety 

Countermeasures on Traffic 

Accident Black Spots 

Hideyuki 

KANOSHIMA 

2001 WCTR 

Proceedings 

(CD-ROM) 

WCTR       2001 7

Precautions and Measures Necessary 

to Establish a Community Zone 

高宮進 

久保田尚 

青木英明 

橋本成仁 

坂本邦宏 

2001 WCTR 

Proceedings 

(CD-ROM) 

WCTR       2001 7

Research on ITS for Pedestrians 森望 

池田裕二 

TRANSED 2001 

Conference 

Proceedings 

TRANSED 2001 Volume 1 106 112 2001 7

Experiments by Wheelchair Users at 

Sloped Sections 

高宮進 

森望 

TRANSED 2001 

Conference 

Proceedings 

TRANSED 2001 Volume 2 626 627 2001 7

道路案内標識判読時における高

齢ドライバーの運転特性ならびに

判断能力に関する研究 

柏原良孝 

木村一裕 

溝端光雄 

高宮進 

前川佳史 

清水浩志郎 

土木計画学研究・論

文集 

（社）土木学会土

木計画学研究委

員会 

Vol.18 

No.5 

963 970 2001 9

ヒヤリ地図 若月健 土木技術資料 （財）土木研究セン

ター 

Vol.43    

No.10 

16 2001 10

実車実験に基づく高齢ドライバー

の運転特性の一考察 

若月健 

森望 

高宮進 

第 21 回交通工学研

究発表会論文報告

集 

（社）交通工学研

究会 

  221 224 2001 10

高齢ドライバーのヒヤリ事象と要因 若月健 

森望 

高宮進 

第 24 回日本道路会

議一般論文集(A) 

（社）日本道路協

会 

  54 55 2001 10

高齢ドライバーの右折時特性に関

する実車実験 

若月健 

森望 

高宮進 

土木学会第 56 回年

次学術講演会講演

概要集(CD-ROM)

（社）土木学会       2001 10

Research on Needs and System 

Configuration of Pedestrian ITS 

森望 

池田裕二 

8th World Congress 

on ITS 

ITS Australia       2001 10

直近に狭幅員交差道路を有する

信号交差点の安全性に関する一

考察 

鹿野島秀行 

森望 

赤木幸靖 

第 24 回日本道路会

議一般論文集(A) 

（社）日本道路協

会 

  58 59 2001 10

複数ハンプの設置に関する実験的

研究 

磯田伸吾 

久保田尚 

坂本邦宏 

高宮進 

第 21 回交通工学研

究発表会論文報告

集 

（社）交通工学研

究会 

  193 196 2001 10
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論文名 著者名 書籍名 発行所 巻号 
頁 

（自） 

頁 

（至） 
年 月

歩行者用照明の必要照度に関す

る検討 

林堅太郎 

安藤和彦 

大谷寛 

第 24 回日本道路会

議一般論文集(A) 

（社）日本道路協

会 

  28 29 2001 10

防護柵連続基礎の設計に関する

実験検討 

安藤和彦 

森望 

第２４回日本道路会

議一般論文集 

（社）日本道路協

会 

（A） 32 33 2001 10

道路緩衝施設の開発 安藤和彦 

梶村典彦 

第２４回日本道路会

議一般論文集 

（社）日本道路協

会 

（A） 34 35 2001 10

自動車運転者版『ヒヤリ地図』の作

成試行と考察 

高宮進 

森望 

若月健 

土木学会第 56 回年

次学術講演会講演

概要集(CD-ROM)

（社）土木学会       2001 10

実車実験による効果的なハンプ設

置間隔に関する研究 

高宮進 

森望 

第２４回日本道路会

議一般論文集 

（社）日本道路協

会 

（A） 38 39 2001 10

高齢ドライバーのヒヤリ事象と要因 若月健 

森望 

高宮進 

第２４回日本道路会

議一般論文集 

（社）日本道路協

会 

（A） 54 55 2001 10

歩行者 ITS に求められる身障者の

情報提供ニーズについて 

池田裕二 

森望 

第２４回日本道路会

議一般論文集 

（社）日本道路協

会 

（A） 78 79 2001 10

TRANSED2001（高齢者・障害者の

移動と交通に関する国際会議）参

加報告 

池田裕二 土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.43 

No.11 4 

2001 11

木製車両用防護柵の実験・検討 安藤和彦 

森望 

若月健 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.43 

No.11 

56 61 2001 11

コミュニティ・ゾーン形成時における

課題とその対応事例 

高宮進 

森望 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.43 

No.11 

62 67 2001 11

歩行者支援のための ITS の開発 池田裕二 自動車技術 （社）自動車技術

会 

Vol.55 

No.11 

53 58 2001 11

「バリアフリー歩行空間ネットワーク

形成の手引き」 

高宮進 土木技術資料 （財）土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.1 

12 13 2001 1

道路空間高度化研究室 森望 土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.1 

20 2002 1

二輪車を考慮した段差舗装の設置

に関する実験検討 

若月健 

森望 

安藤和彦 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.1 

50 55 2002 1

歩行者 ITS に対する取り組み 森望 土木計画学ワンディ

セミナー 

土木学会 シリーズ

29 

193 201 2002 3

A Research on Interrelation between 

Illuminance at Intersections and 

Reduction in Traffic Accidents 

Hiroshi OOYA 

Kazuhiko ANDO

Hideyuki 

KANOSHIMA 

Journal of Lighting & 

Visual Environment

(社)照明学会 Vol.26 

No.1 

29 34 2002 4

Current Situation of Traffic 

Accidents in Japan 

Nozomu MORI Intertraffic Asia 2002 

/ Conference 

Proceeding 

PIARC/World Road 

Association 

 181 188 2002 6

標識等の情報量・形態と判読時間

に関する実験 

安藤  和彦 ２００２春季大会前刷

集 

(社)自動車技術会 56 1 4 2002 7

歩道路面の明るさと視線距離に関

する一考察 

林  堅太郎 

森  望 

安藤  和彦 

全国大会論文集 (社)照明学会 第 35 回 214 215 2002 8

歩行者用照明の必要照度に関す

る研究 

安藤  和彦 

森  望 

林  堅太郎 

全国大会論文集 (社)照明学会 第 35 回 225 2002 8

 

 



32 

論文名 著者名 書籍名 発行所 巻号 
頁 

（自） 

頁 

（至） 
年 月

高齢運転者のカーブ走行時特性

に関する一考察 

若月 健 

森 望 

高宮 進 

土木学会第 57 回

年次学術講演会講

演概要集 

(社)土木学会  DISK2 

Ⅳ-026 

2002 9

効果的な交通安全対策に向けて

－事故多発地点対策の検討方

法－ 

池田 裕二 

森 望 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.9 

16 23 2002 9

道路利用者からみた道路の安全

性に関する検討 

田村 央 

森 望 

鹿野島 秀行 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.9 

24 27 2002 9

効果的な交通安全対策に向けて

－専門家の意見を活用する仕組

み－ 

田村 央 

森 望 

鹿野島 秀行 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.9 

28 33 2002 9

交差点・カーブにおける高齢ドラ

イバーの運転特性 

若月 健 

森 望 

高宮 進 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.9 

34 37 2002 9

歩行者交通流からみた歩道幅員

に関する一考察 

高宮 進 

森 望 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.9 

38 43 2002 9

コミュニティ・ゾーンの計画と実践 高宮 進 

森 望 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.9 

44 47 2002 9

バリアフリー対応の歩行者用照

明 

林 堅太郎 

森 望 

安藤 和彦 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.9 

48 53 2002 9

歩行者 ITS の研究開発－モニタ

ー実験の結果について－ 

池田 裕二 

森 望 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.9 

54 59 2002 9

道路空間再構築に関する欧州事

例報告 

高宮 進 

大西 博文 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.9 

60 63 2002 9

夜間雨天時における区間線の視

認性向上対策 

安藤 和彦 

森 望 

土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.44 

No.12 

22 25 2002 9

Positioning Technologies for 

Pedestrian Navigation –Developing 

the Pedestrian ITS-- 

Ikeda Yuji 

Nozomu Mori 

 第 9 回 ITS 世界大

会 

CD-ROM   2002 10

Research on Interrelation between 

Illuminance at Intersections and 

Reduction in Traffic Accidents 

Hiroshi OOYA 

Kazuhiko ANDO 

Hideyuki 

KANOSHIMA 

The Lighting Journal Institution of 

Lighting Engineers

Vol.68 

No.1 

14 21 2003 1

道路空間の安全性・快適性の向

上に関する研究 

中村 俊行 

森 望 

道路 日本道路協会 Vol.743 

No.1 

42 45 2003 1

幹線道路における交通安全対策

に関する研究 

池田 武司 土木技術資料 (財)土木研究セン

ター 

Vol.45 

No.3 

32 37 2003 3

Proposal for a Standard “Basic” 

Road Accident Report Form for 

ASEAN Countries 

Nozomu MORI The 3rd Global Road 

Safety Partnership 

ASEAN Seminal 

Series 

Global Road Safety 

Partnership 

   2003 3

道路交通安全に関する研究の取

組 

森 望 道路 （社）日本道路協

会 

5 月号 23 27 2003 5

Study of Safety of Roads Based on 

Frightening Experiences of Road 

Users 

TakeshiIKEDA 

NozomuMORI 

SusumuTAKAMIYA

Hideki HURUYA 

HidekatsuHAMAOKA

21th ARRB & 11th 

ARRB Conference 

Proceedings 

ARRB Transport 

Reserch 

   2003 5
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論文名 著者名 書籍名 発行所 巻号 
頁 

（自） 

頁 

（至） 
年 月

Development of a buffer fence to 

protect cars from direct collisions 

with supports 

KazuhikoANDO 

NozomuMORI 

21th ARRB & 11th 

ARRB Conference 

Proceedings 

ARRB Transport 

Reserch 

   2003 5

ヒヤリ地図の作成方法と活用に

向けた一考察 

池田 武司 

森 望 

高宮 進 

土木計画学研究・講

演集 

（社）土木学会 Vol.27   2003 6

Study of Intensity of Illuminance 

Required by Pedestrian Lighting

KazuhikoANDO 

KentaroHAYASHI 

NozomuMORI 

2003 Meeting International 

Commisson on 

Illumination 

   2003 6

標識等の情報量・形態と判読

時間に関する実験 

安藤 和彦 自動車技術論文集 （社）自動車技術

会 

   2003 7

霧中における LED 発光色の知

覚特性 

安藤 和彦 

中島賛太郎 

金森 章雄 

高松 衛 

中嶋 芳雄 

照明学会全国大会 （社）照明学会  126 2003 8

Safety Evaluations of Road Space 

from the Perspective of 

Three-Dimensional Alignment 

and Length of Road Structures 

NozomuMORI 

TakeshiIKEDA 

XXIInd PIARC World 

Road Congress 

Proceedings 

PIARC – World 

Road Association

   2003 10

沿道の路外施設への出入り時

に発生する事故に関する分析

古屋 秀樹 

池田 武司 

土屋三智久 

太田 剛 

森 望 

土木計画学研究・講

演集 

（社）土木学会 Vol.28   2003 11

交通事故対策事例集について 宮下 直也 

森 望 

村田 重雄 

第２５回日本道路会

議 

（社）日本道路協

会 

   2003 11

交通事故対策評価マニュアル

を活用した効果的な交通安全

対策に向けた取組 

村田 重雄 

齋藤 博之 

森 望 

第２５回日本道路会

議 

（社）日本道路協

会 

   2003 11

交差点における危険事象発生

要因と計画・設計段階における

留意点に関する一考察 

池田 武司 

森 望 

高宮 進 

堤 敦洋 

土木計画学研究・講

演集 

（社）土木学会 Vol.28   2003 11

交通安全の観点からみた道路

線形に関する一考察 

池田 武司 

森 望 

第２５回日本道路会

議 

（社）日本道路協

会 

   2003 11

地域内交通における高齢運転

者の経路選択特性 

池原 圭一 

森 望 

若月 健 

第２５回日本道路会

議 

（社）日本道路協

会 

   2003 11

高齢者を考慮した標識設計に

関する検討 

安藤 和彦 

森 望 

第２５回日本道路会

議 

（社）日本道路協

会 

   2003 11

歩行者用照明の光源色が交通

視環境に与える影響に関する

検討 

河合 隆 

安藤 和彦 

林 堅太郎 

第２５回日本道路会

議 

（社）日本道路協

会 

   2003 11

冬期道路管理に関わる便益評

価について 

木村 恭一 

森 望 

第２５回日本道路会

議 

（社）日本道路協

会 

   2003 11

Development Aesthetic Barriers

(Ordinary Road Type and 

Expressmay Type)in Japan 

KazuhikoANDO 

KoichiAMANO 

NoboruITO 

HiroshiMATSUDA 

Development Aesthetic 

Barriers(OrdinaryRoad)

Transportation 

Reserch Board 

Annual Meeting 

Proceedings 

   2004 1
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論文名 著者名 書籍名 発行所 巻号 
頁 

（自） 

頁 

（至） 
年 月

幹線道路における交通安全

対策に関する研究 

国土交通省地方道・環

境課     

国土交通省国土技術

政策総合研究所道路

研究部道路空間高度

化研究室 

国土交通省北海道開

発局建設部道路維持

課 

国土交通省各地方整

備局道路部交通対策

課または道路管理課 

内閣府沖縄総合事務

局開発建設部道路管

理課 

土木技術資料 （財）土木研究セ

ンター 

Vol.46 

No.3 

18 21 2004 3

Study of Intensity of 

Illuminance Required by 

Pedestrian Lighting 

Nozomu MORI 

Kazuhiko ANDOU 

Kentarou HAYASHI 

TRANSED2004 TRANSED2004  146  2004 5 

Reserch on the Influence of 

Light Source Colors on Visual 

Surroundings of Sidewalks at 

Night 

Takashi KAWAI 

Kazuhiko ANDOU 

Nozomu MORI 

Kentarou HAYASI 

TRANSED2004 TRANSED2004  150  2004 5 

防護柵連続基礎の設計方法

に関する検討 

安藤 和彦 

森 望 

土木技術資料 (財)土木研究セ

ンター 

Vol.46 

No.6 

58 63 2004 6 

「ヒヤリ事象」に基づく交

差点での危険要因の分析と

対策の検討 

池田 武司 

高宮 進 

森 望 

土木計画学研究・講

演集 
（社）土木学会 Vol.28 CD  2004 6 

道路照明の光源の違いが自

動車運転者の視環境に及ぼ

す影響について 

河合 隆 

安藤 和彦 

森 望 

林 堅太郎 

平成 16 年度照明学会

全国大会講演論文集

(社）照明学会 第 37 回 182  2004 8 

交差点における危険事象発

生要因と対策立案・計画設

計上の留意点に関する一考

察 

池田 武司 

高宮 進 

森 望 

堤 敦洋 

土木計画学研究・論文

集 

（社）土木学会 Vol.21 977 982 2004 9 

道路空間の安全性・快適性

向上をめざして 

森 望 建設マネジメント技術 （社）経済調査会 9 月号 26 28 2004 9 

沿道の路外施設への出入り

時に発生する事故に関する

基礎的研究 

古屋 秀樹 

池田 武司 

土屋三智久 

太田 剛 

森 望 

土木計画学研究・論文

集 

（社）土木学会 Vol.21 983 990 2004 9 

ヒヤリ地図の作成方法と活用

に向けた一考察 

高宮 進 

池田 武司 

森 望 

土木計画学研究・論文

集 

（社）土木学会 Vol.21 1035 1040 2004 9 

道路景観向上への取り組み

－景観・安全性向上のため

に－ 

森 望 ベース設計資料 土木

編 

建設工業調査会 No.122 33 35 2004 9 

交差点照明の照明要件に関

する研究 

河合 隆 

安藤 和彦 

森 望 

第 24 回交通工学研究

発表会論文報告集 

（社）交通工学研

究会 

第 24 回 169  2004 10
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論文名 著者名 書籍名 発行所 巻号 
頁 

（自） 

頁 

（至） 
年 月

高齢者ドライバーが第 1 当事者

である事故の道路交通環境要

因と対策に関する事例的分析 

池田 武司 

森 望 

古屋 秀樹 

民田 博子 

上野 一弘 

菅藤 学 

舟川 功 

山中 彰 

市橋 政浩 

土木計画学研究・

講演集 

（社）土木学会 Vol.30 CD  2004 11

無信号交差点における出会い

頭事故の分析 

宮下 直也 

萩田 賢司 

井川 泉 

浦井 芳洋 

土屋 三智久 

土木計画学研究・

講演集 

土木計画学研究・

講演集 

Vol.30 CD  2004 11

無信号交差点における出会い

頭事故の分析 

宮下 直也 

萩田 賢司 

井川 泉 

浦井 芳洋 

土屋 三智久 

交通工学 (社)交通工学研

究会 

Vol.39 

No.6 

51 59 2004 11

冬期道路管理水準設定におけ

る課題と今後の方向性 
池原圭一 
森望 

ふゆトピア研究発

表会論文集 
ふゆトピア・フ

ェア実行委員会

第 17 回 CD  2005 2 

道路の交通事故対策効果向上

のための取り組み 

森 望 交通工学 (社)交通工学研

究会 

Vol.40   2005 3 
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